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はじめに

コロナ禍において政財界が推進している働き

方・働かせ方は、「雇用によらない働き方」お

よび「副業・兼業」である。ここでは、おもに

前者に焦点をあてて考察する。

「雇用によらない働き方」（「雇用類似の働き

方」）とは、さしあたり雇用関係にない働き

方、個人事業主として働くことを意味する。最

近は個人事業主を「フリーランス」と呼ぶこと

が増えているが、本稿では主として「個人事業

主」を用いる。

ところで「個人事業主」の定義自体、まだ確

定したものはない。近年実施されている種々の

調査では個人事業主の指標として、１）自身で

事業などを営んでいる、２）従業員を雇用して

いない、３）実店舗を持たない、４）農林漁業

従事者ではない、５）法人の経営者を含む、な

どをあげている。この指標に従えばコンビニの

オーナーは除外されるが、オーナーはコンビニ

本部に対する経済的従属度が強く、他の個人事

業主と共通の困難をかかえている。

コロナ危機による雇用と働き方コロナ危機による雇用と働き方
の変貌と政策・運動の課題②の変貌と政策・運動の課題②

特 集

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって
──「雇用によらない働き方」を中心に

伍賀 一道

個人事業主は労働保護法制の適用を受けない

働き方とされているが、これが正当か、それと

も実態に反する扱いかは大きな問題である。小

論ではこうした論点も取り上げることにしよ

う。

なお、コロナ禍の働き方・働かせ方として、

シフト制労働についても取り上げる予定だった

が、紙数の関係で省略する。

1　今日の「雇用によらない働き方」
（個人事業主化）

（１）コロナ禍で増加する個人事業主

コロナ禍で非正規雇用が大幅に減少している

のに対し１、個人事業主は増加傾向にある。し

かし、個人事業主の人数や職種、労働時間、収

入などを示す公的統計は存在しないため、その

実態を詳細に捉えることは困難である。「労働

力調査」（以下、「労調」と略称する）では、個

人事業主の多くは「非農林業・一般雇いなし業

主」に分類されていると考えられる２。

同調査によれば、「非農林業・一般雇いなし

業主」（内職者は含まない）は 2019 年から 21

https://rodosoken.com/



3

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心に

年にかけて５万人増加し、328 万人になった。

個人事業主のほかに、アルバイトやパートなど

を雇用していない商店主や工場主も非農林業・

一般雇無し業主に含まれるが、コロナ禍で商店

主や工場主が増えたとは考えにくいので、この

増加分（５万人）の多くは個人事業主と見てよ

かろう。ただし、「労調」は主な仕事について

回答しているため、副業的に個人事業主として

就労する人はこの数（328 万人）には含まれな

い。

個人事業主に関してコロナ禍以前に実施した

調査として、内閣府調査、中小企業庁調査、厚

生労働省調査がある。実施時期に若干の違いは

あるが、いずれも 2019 年１月～３月に集中し

ている。各調査の概略は表１のとおりである。

内閣府調査と中小企業庁調査は個人事業主（フ

リーランス）の対象に違いはないが、その試算

人数にかなりの開きがある。個人事業主を本業

としている人だけでなく、副業従事者も含め約

300 万人～ 470 万人になる。詳細はわからない

が、この人数の差は調査方法の違いが影響して

いると考えられる３。

コロナ禍に実施された個人事業主調査として

は、内閣官房日本経済再生総合事務局による

「フリーランス実態調査」（以下、内閣官房調査

と略称）がある。これは 20 年３月に Web モ

ニターを用いたインターネットによる調査で、

個人事業主数を 462 万人（本業従事者 214 万

人、副業従事者 248 万人）と試算している。

「労調」（2020 年平均）の派遣労働者の人数

は 138 万人、契約社員 279 万人である。いまや

個人事業主は派遣労働者および契約社員を合わ

せた人数に匹敵する規模になっている。

個人事業主の業務内容
では個人事業主はどのような業務に従事して

いるだろうか。表２は労働政策研究・研修機構

表１　フリーランス（個人事業主）の推計

（出所）内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査」26 頁。
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（以下、JILPT と略す）の「独立

自営業者の就業実態と意識に関す

る調査（ウェブ調査）」（2017 年

実施、以下「JILPT 独立自営業

者調査」と略す）が示している個

人事業主の具体的業務内容であ

るが（「分野」の区分は JILPT に

よる）４、実に多岐にわたってい

る。50 ある業務のなかで、最も

多いのが事務関連分野の「デー

タ入力作業」（11.3％）である。

２位以下は、「営業、販売（不動

産、化粧品、保険、食品など）」

（5.8％）、「調査・研究、コンサル

タント」（5.0％）、「その他（専門

業務関連）」（4.8％）、「原稿・ラ

イティング・記事等執筆業務」

（4.1％）、「学校・塾等教育関係の

講師、インストラクター」（4.0％）

などである。

分野としては「専門業務関連」

（39.6％）が４割を占め、これに

「事務関連」（19.0％）、「現場作業

関連」（15.1％）、「生活関連サー

ビス、理容・美容」（9.1％）、「デ

ザイン、映像制作関連」（8.8％）、

「IT 関連」（8.6％）が続く。「専

門業務関連」に医師、看護師、弁

護士、公認会計士などが含まれる

のか、表２からは判然としない。

かつて居酒屋や牛丼店のアルバイ

トが個人事業主形態で働かされて

いた例があったが、同表にない業

務にも個人事業主が広がっている

ことにも注意が必要である。

表２　個人事業主の主な業務内容

（出所）　労働政策研究・研修機構「独立自営業者の就業実態と意識に関する調査（ウェブ
調査）」（2017 年）より作成。
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表２の業務の中には、

たとえば「コールセン

ター、問い合わせ対応化

業務」や「学校・塾等教

育関係の講師、インスト

ラクター」のように就労

先に雇用されていると考

えられるものがある。す

なわち実態は雇用関係の

ある労働者にもかかわら

ず、個人事業主として偽

装されているケースが少

なくない。この点につい

ては次項で詳しく検討す

る。

（２）個人事業主という
働き方・働かせ方

コロナ禍前から個人事

業主化を推進する動き

が、政府とくに経済産業

省が主導する形で進んで

いた。コロナ禍によっ

て、個人事業主の多くが

受注減に苦しむ一方、宅

配便の配達従事者のように通信販売の急増にと

もなって超多忙な状態に追い込まれた個人事業

主もいる。ここでは個人事業主をいくつかのタ

イプに区分し、それぞれの特徴をみることにし

よう５。

①偽装個人事業主―「誤分類」された事実
上の雇用労働者
図１は個人事業主（フリーランス）の諸形態

を分類するために作成したものである。縦軸は

リモートワーク（テレワーク）か、それとも事

業所内における就労かに関わる軸である。リ

モートワークの場合は自宅で業務に従事する

か、シェアオフィスを利用するか、あるいは別

の地域に住まいを移して作業をするかは本人の

意思によって決めることができる。ウーバー

イーツのような料理配達員の場合は、どこで従

事するかは本人の自由意思にまかされているよ

うに見えるが、料理を受け取るレストランや、

配達先は一定の地域内に限定されており、デジ

タル・プラットフォーム（ウーバーイーツ社な

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心に

図１　〈雇用型 - 非雇用型〉／〈リモートワーク - 非リモートワーク〉の
構図

（注 *）基本的に使用者に指示された就業場所（地域）で就労。就業者の意思で就労場所（地域）を選択
できない。

（注 **）就業者の意思で就労場所（地域）を選択可能。
（出所）筆者作成。なお、図の各部分の大きさは人数の大小を示していない。
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ど）のアプリを介した就労ではあるが、業務自

体は本来のリモートワークとは異なる。

図 1の横軸は雇用か、非雇用かを基準とし

ている。右方は雇用関係のある働き方、左方は

雇用関係のない働き方である。

個人経営の工場主・商店主・農家のように、

自営業者は自ら生産手段を所有し、単独である

いは家族従業者とともに、通例、自宅で事業を

営んでいる（自営業者 a）。開業医や弁護士、

会計士のような専門職の人びとも従業上の地位

からいえば自営業者に属する（自営業者 b）。

自営業者 a に比べ高所得者が多く、自宅外に事

業所を設けることもある。

これに対し、雇用労働者は使用者と雇用契約

（労働契約）を締結して、その指揮命令下で就

労し、対価として賃金を得ている。本来、自営

業者と労働者は明確に区分されるが、実際には

両者の違いが不明確な働き方・働かせ方が増え

ている。この中には、労働者であるにもかかわ

らず、使用者が意図的に雇用契約ではなく、業

務委託契約（業務請負契約）を締結し、「雇用

によらない働き方」として扱うケースがある。

雇用労働者と異ならない働き方をしているにも

かかわらず、使用者によって雇用契約ではなく

請負契約の扱いにされている人びと（偽装請負

個人事業主）である。

塾や学校、英会話教室の講師、タクシーや

宅配便のドライバー、アニメーター、IT 業界

の SE、布団販売、電気計器工事作業員、ホテ

ル支配人、ヨガ指導者、美容師・理容師など広

範囲にわたる。さらに放送業界や出版業界では

以前から構内常駐形態で個人事業主が就労して

いる。社員と同じように毎日出勤し、「常駐フ

リー」と呼ばれている６。

これらは就労先企業への人的または経済的従

属性の強い非正規労働者と考えるべきで、労働

基準法や最低賃金法、あるいは少なくとも労働

組合法が適用されるべき人々である。このよう

な労働者性の濃厚なタイプを個人事業主αとし

ておこう（図 1）。

これは個人事業主として「誤分類」されてい

る働き方・働かせ方である。言い換えれば個人

事業主αは「誤分類」された事実上の労働者

である７。たとえば、ビジネスホテルチェーン

「スーパーホテル」（東京）の支配人・副支配人

のケースはその典型である。２人は膨大な量の

マニュアルで業務がこと細かに指示され、住み

込みで 24 時間拘束される就労を強いられてい

た。アルバイト従業員の人件費が支配人・副支

配人の報酬から差し引かれ、時給換算 200 円程

度になることもあった。２人は首都圏青年ユニ

オンに加入し、会社に長時間労働の是正や残業

代の支払いを求めたところ、解雇され住まいも

奪われた（20 年３月）。いま労働者としての地

位確認と解雇撤回を求めて東京地裁に提訴して

闘っている。ここに至る過程で、労働基準監督

署に是正を訴えたものの、「９割黒でも１割白

なら個人事業主」と言われたという８。アメリ

カでは行政が積極的に「誤分類」の是正を図っ

ているが、日本の労働行政は極めて消極的であ

る。

「JILPT 独立自営業者調査」をもとにした前

掲の表２の業務に従事する人びとのなかには、

個人事業主αに該当するケースがかなり含まれ

ていると考えられる。同調査によれば、主要な

取引先（就労先の業者）のなかに、自分と同様

の仕事をしている従業員がいたかという問いに

ついて、「いた」との回答が 40.5％、「いなかっ

た」との回答が 31.0％、「わからない」との回

答が 28.6％であった。これは独立自営業者（個
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人事業主）が就労先の雇用労働者と大差ない働

き方をしているケースが少なくとも４割はある

ことを示している。

先の「内閣官房調査」では 36.8％が「業務の

内容や遂行方法について、具体的指示を受けて

いる」と答えている。「勤務場所や勤務時間が

指定されている」（16.0％）、「自分が受けた仕

事・業務の遂行を他の人に依頼することが認め

られていない」（14.2％）、「報酬が作業に要し

た時間数に基づき計算されている」（12.9％）

などをあげた人もある（複数回答）。これらは

「誤分類」を疑わせるデータである。

②雇い人を有する個人事業主―フランチャ
イズのオーナーの場合

次に、アルバイトやパートを雇用する個人事

業主を取り上げよう。その典型はフランチャイ

ズ形式で店舗経営に従事するコンビニのオー

ナーである。パートやアルバイトを雇い使用

者としての側面を持ちつつも、売上げ総利益

の 40 ～ 50％をロイヤリティとしてコンビニ本

部に支払わなければならず、営業日や営業時間

帯（24 時間営業が原則）をはじめ、商品の品

揃え、陳列の仕方に至るまで本部から事細かに

指示されており、所得や経営実態に即して見れ

ば、使用者（フランチャイズ本部）の指揮下に

ある労働者としての性格が濃厚である。特に営

業時間をめぐってオーナーの意思はまったく無

視されており、健康面に深刻な影響を及ぼして

いる。その時間当たり所得はコンビニのアルバ

イトの時給にも及ばないこともあるという（個

人事業主β）９。

オーナー制はコンビニだけでなく、クリーニ

ング業界にも広がっている。大手企業はクリー

ニング工場の周囲に数十の取次店を置いて顧客

の洗濯物を取り次ぐ方式をとっている。取次店

のオーナーを増やすために、大手企業はオー

ナー募集の際には収入面などでバラ色の宣伝を

するが、それはアルバイトやパートを雇わずに

オーナー１人で店を切り盛りする場合のことで

ある 10。

コンビニにも共通するが、オーナーの労働時

間を減らすためにアルバイトを増やすならば、

その人件費はオーナーの負担となり、自分の生

活費を切りつめる結果になるため、容易ではな

い。コンビニで働くアルバイトやパートにとっ

て最低賃金 1500 円の実現は緊急かつ切実な課

題であるが、それはフランチャイズ加盟店が本

部に上納するロイヤリティの軽減およびコンビ

ニ独特の会計の仕組み（いわゆる「コンビニ会

計」）11 を転換しなければオーナーの生計維持

と競合する事態を招く。

③自営型個人事業主
特定の業者と専属契約を結ぶことなく、複数

の業者と随時契約して就労するタイプの個人事

業主の形態がある（個人事業主γ）。舞台照明

デザイナー、音楽演奏家、俳優など文化芸術分

野に多い。音楽家ユニオンに加盟する楽団員で

曲目により臨時に楽団に加わる演奏家や、バッ

ク・ミュージシャン（プロデューサーの指示で

演奏、演技する）の場合、たとえば本番の出演

料は７万円支払われるが、練習期間はその半

額、楽器の運送代などは個人負担の場合がある

という。

個人事業主はもちろんのこと、事務所と雇用

関係のあるミュージシャンや俳優であっても、

賃金額や支払い方法などについて文書による契

約をとりかわさないことも多く、生活は安定し

ていない。そのため、演奏活動をしながら自宅

で音楽教室を開いて生徒を教えたり、なかには

音楽とは関係のないタクシー運転手やスーパー

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心にhttps://rodosoken.com/
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のパートのアルバイトで収入を確保するという

人もいる。日本は文化や芸術を守るため、国の

責任でこの分野で働く人びとを積極的に支える

という姿勢に立っていない。

これに対しフランスでは、舞台芸術・映

画・テレビで働くフリーランスのうち、一定

の条件（過去 12 か月の間に 507 時間の労働に

従事）を満たしている場合、アンテルミタン

（intermittents du spectacle、舞台芸術分野の

断続的労働者）と呼ばれるみなし給与所得者と

して、民間労働者が加入する失業保険から、契

約がない期間に給付を受け取ることができる。

この制度によって、ほかの仕事を掛け持ちする

ことなく舞台のみの仕事で生計を立てることが

可能となるという。コロナ禍でフランス政府は

この制度をさらに柔軟に運用する方針を決定し

た。フランス国民の一部に「特権的優遇」と批

判する声があるものの、多数はこうした政策を

肯定的に評価しているという 12。

労働生産性や経済成長至上主義にとらわれ、

芸術・文化を軽視している国と、これらについ

て深い理解を有する国の違いがこうしたところ

に現れている。

④非雇用型ワーカー
高度成長期から 1980 年代にかけて自営業者

と労働者の中間に内職（家内労働）に従事する

人びとが多数存在し、その多くが製造業の末端

工程の部品加工を担っていた 13。90 年代末以

降、インターネットの普及にともなって、在宅

労働は大きく変貌した。発注業者と個人事業主

間の仕事の受発注はもっぱらネット経由にな

り、仕事内容も、データ入力、録音の文字デー

タ化（テープ起こし）のような事務作業から、

イラスト制作、アプリ開発や Web デザイン、

CAD による製品の設計、市場分析、ライター

などの専門的業務に広がっていった（表２＝前

出参照）。「時間・空間・企業に縛られない働き

方」14 とされる、インターネットを介した非雇

用型ワーカーである（個人事業主δとする）。

内職とは異なって家内労働法は適用されず、発

注業者との関係は請負契約である。

かつては発注業者がネット上で業務の担い

手（受注者）を募集し、それにワーカーが応募

するという形態が一般的であったが、最近はプ

ラットフォーム事業者と称される仲介業者が両

者をネット上でマッチングする形態が主流に

なっている（デジタル・プラットフォーム

労働）。次項ではこのタイプの個人事業主

を取り上げよう。

（３）デジタル・プラットフォーム労働―
　個人事業主の新たな特徴

デジタル・プラットフォーム労働の出現

によって、図１で示した個人事業主を捉

えるための二次元の座標面は修正しなけ

ればならない。「雇用か、非雇用か」、「就

労場所がリモートワークか、それとも事業

所内就労のように場所的・空間的限定をと

図２　個人事業主の就労パターン

（出所）筆者作成

https://rodosoken.com/
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コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心に

もなうか」に加えて、「プラット

フォームを介在する就労か、否

か」の座標軸を加える必要があ

る（図２）。文で記述するのは難

しいが、プラットフォーム労働

の個人事業主は、８つに区分さ

れた空間のうち、手前上部右の

箇所に位置している。

①仲介機能を担うプラットフォーム業者
図３は、プラットフォーム事業者（プラット

フォーマー、以下 PF と略称）が発注業者と受

注者（個人事業主、ワーカー）を仲介するサイ

トを運営するだけで、業務内容、成果品の仕

様、納期、代金などの交渉は当事者同士で行

う形態を示している 15。業務請負契約は発注者

と個人事業主（ワーカー）間で締結する。イン

ターネット上でこれらの交渉が行われ、納品も

ネット経由で可能となるため、遠隔地にいる当

事者同士でも受発注が可能である。地理的制約

がないことが新たな特徴である 16。

仲介サイトを運営する大手業者（クラウド

ワークス）のホームページ（以下、HP と略

称）には業務分野別に発注業者からの「仕事・

求人情報」が多数掲載されている。業務内容

は、「システム開発、アプリ・スマートフォン

開発、HP 制作・Web デザイン、EC サイト・

ネットショップ構築、デザイン、動画・映像・

アニメーション、音楽・音響・ナレーション、

ビジネス・マーケティング・企画、ライティン

グ・記事作成、事務・カンタン作業、写真・画

像、3D-CG 制作、ネーミング・アイデア、翻

訳・通訳サービス、製品設計・開発、相談アド

バイス、プロジェクト・保守運用メンバー募

集」など多岐にわたっている。タイトルに「仕

事・求人情報」とあるように、これらの中には

業務の委託だけでなく、有料職業紹介とまぎら

わしいものが含まれている。

注目すべきは仲介業者が課す「システム手数

料」である。ワーカー（個人事業主）からのみ

手数料を徴収し、発注業者（業界ではクライア

ントと称している）からは取らない仕組みに

なっている。有料職業紹介事業では紹介業者は

図３　プラットフォームワーク（PF が仲介するだけの場合）

表３　システム手数料（ランサーズ）

（出所）ランサーズの HP をもとに作成。

https://rodosoken.com/
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主として求人側から手数料を取得し、求職者か

らの手数料取得は制限されている。個人事業主

の場合、これとは正反対である。

システム手数料は契約金額によって料率が異

なる。大手仲介業者「ランサーズ」や「クラ

ウドワークス」のシステム手数料は、契約金

額（税込）が 10 万円以下の部分は 20％、10 万

円～ 20 万円の部分は 10％、20 万円超の部分は

5％としている。表３は契約金額が 100 万円の

業務の場合の仲介業者が取得するシステム手数

料および個人事業主の報酬を示している。前者

７万円、後者は 93 万円である。

有料職業紹介事業で求職者から手数料を徴

収できるのは、「芸能家」「モデル」「経営管理

者」「科学技術者」「熟練技能者」17 の職業に限

定されている 18。「経営管理者」「科学技術者」

「熟練技能者」については、紹介により就職し

た場合の賃金額が年収 700 万円またはこれに相

当する額を超える場合に限定されている。個人

事業主の報酬が年 700 万円を超える者はごくわ

ずかであろう。個人事

業主と発注業者を仲介

するサービスの中には

有料職業紹介事業に類

似のケースもあるが、

PF（仲介業者）が取

得するシステム手数料

に対してこのような規

制はない。

② 事 実 上 の 使 用 者
となったプラット
フォーム事業者
PF には仲介業務に

とどまらず、PF 自ら

発注者から業務を請け

負い、受託した業務を

ワーカーに委託する形

態がある（図４）。こ

の場合は、三者間の契

約関係になる。

契約は全て業務請負

とし、PF はワーカー

（個人事業主）と雇用

契約を結ぶことを回避

している。だが、実態

図４　プラットフォームワーク（PF が発注者から業務を請け負い、ワーカーに
委託）

図５　ウーバーイーツの場合

（注 *）顧客は料理代金をクレジットカードでウーバーイーツに支払うか、またはワーカーに現金で支払う。
（出所）ウーバーイーツの HP をもとに作成。

https://rodosoken.com/
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を見れば、このようなワーカーの中には労働者

性が濃厚で、個人事業主αと変わらないタイプ

も含まれている。

ウーバーイーツのような料理配達サービスの

場合、図４の三者に加えて料理を注文する顧客

が加わるため、複雑になるが、基本は図４と同

じである（図５）。

ウーバーイーツ社は発注者（レストランなど

の店舗）との間で、顧客からの料理の注文受け

付けと代金（料理代＋配達料）受領の業務、お

よび配達サービスの業務を請け負う契約を結

び、ワーカー（配達従事者）を使用して料理の

配達を行っている。PF は店舗から手数料を徴

収し、ワーカーに配達料を支払っている。この

手数料と配達料の差額が PF の利益となるが、

その中身は明らかにされていない。配達料には

就労意欲を刺激するボーナスが設定されている

一方、PF がアプリを通してワーカーに示した

配達業務の依頼を断る回数がある限度を超えた

場合、アプリの利用をストップされる、つまり

解約されるという。だが、その詳細はワーカー

自身もわからないという。これは「アルゴリズ

ムによる労働者支配」という新しい搾取形態

である。これに対する規制は EU 委員会の「プ

ラットフォーム労働における労働条件改善に関

する指令案」（2021 年 12 月）が取り上げてお

り、３（３）で検討したい。

図５の注記のとおり、顧客は料理代金をクレ

ジットカードでウーバーイーツに支払う方法が

一般的だが、ワーカーに現金で支払うこともで

きる。もし、ワーカーが受け取った現金が配

達料を上回った場合、後日、ウーバーイーツに

よって清算される。次週の配達料から差し引く

方法や、ワーカーのクレジットカードの口座か

ら引き落とす方法が取られている。

なお、ウーバーイーツなど、食事配達従事者

の実態およびウーバーイーツユニオンの取り組

みについては本誌 122 号の土屋俊明論文「新型

コロナ禍における宅配ワーカーの現状と課題」

が詳しい 19。

③雇用仲介型のプラットフォーム事業者
プラットフォーム事業者（PF）の中には、

個人事業主と発注業者の業務の仲介だけでな

く、職業紹介（雇用仲介）分野に乗り出してい

る PF もある。2022 年２月に求職者と求人企業

を仲介する企業（LINE、ツナググループ、シェ

アフルなど５社）が業界団体（スポットワーク

協会）を結成した 20。同協会の HP によれば、

スポットワークとは、短時間または単発・短期

間だけはたらき、「継続した雇用関係」のない

就労形態を指している。雇用契約を結ばないギ

グワークと、短期雇用契約を結ぶ「単発バイ

ト」の２種類に分類されるという 21。

このタイプの PF は、１日単位のような短期

間だけ労働者を使用したい求人企業と求職者を

オンライン上で仲介する業務をおこなってい

る。日々職業紹介のように見えるが、実態は労

働者派遣法が原則禁止している日雇い派遣に近

い。自らを PF と位置づけることで、職業安定

法や労働者派遣法の規制の回避を意図している

のではないか。

スポットワーク協会のメンバー企業である

シェアフル 22 の HP には「ご利用企業様の募集

から給与支払いまでの手続きの手間を削減」

という文言とともに、募集・採用・雇用手続き

に加え、労務代行サービス（勤怠管理・給与計

算、前払い・給与振込代行）を行うという図が

掲載されている。事実上の労働者派遣事業に限

りなく近い。

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心にhttps://rodosoken.com/
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2　「雇用によらない働き方」をめぐ
る論点

（１）なぜ個人事業主（フリーランス）は増え
ているのか

①雇用流動化のカナメとしての「雇用によ
らない働き方」

コロナ禍のもとで個人事業主の増加傾向がよ

り顕著になっているが、個人事業主化はコロナ

禍前から政府主導で推進されてきた。

第２次安倍政権は 2012 年末の発足当初か

ら、「世界で一番企業が活躍しやすい国」をめ

ざして、企業の競争力強化を実現すべく、日本

の長期雇用慣行を解体し、雇用流動化を進める

政策を押し出した（「雇用制度改革」）。たとえ

ば不況時に企業による従業員の雇用維持を支援

する雇用調整助成金制度を縮小し、代わりに人

材ビジネスを活用し積極的に労働移動（リスト

ラ）を進める企業を支援する労働移動支援助成

金制度の利用を促進した。

だが国民の大多数は政府の思惑に反して、こ

れまでどおり終身雇用（長期雇用慣行）を支持

する声が根強い 23。政府が期待するように労働

移動は進まなかった。そこで、こうした長期雇

用を支持する意識を打破し流動化を促進する強

力なテコとして、「働き方改革」のなかで新た

に導入を図ったのが「雇用によらない働き方」

であった。

経済産業省（以下、経産省）が所管する産業

構造審議会の「新産業構造ビジョン（中間整

理）」（2016 年４月）は「第４次産業革命によっ

て、就業構造や『企業と個人の関係』が劇的に

変化していく」、「企業の国際競争力を維持・強

化するとともに、個人も自身の能力・適性や意

思に沿った形で働くために、人材政策、労働市

場や雇用制度の変革が不可欠ではないか。」と

問題提起した。厚生労働省（以下、厚労省）の

懇談会は「働き方の未来 2035」（16 年８月）の

中で、AI 化時代を展望して副業・兼業ととも

に個人事業主、つまり「雇用によらない働き

方」に言及した。

しかし、この当時、企業経営者のなかにはま

だ「働き方改革」のなかで、副業・兼業や個人

事業主化を求める声はほとんどなかったと言っ

てよい。たとえば、日本経済新聞が 2016 年８

月～９月に実施した主要企業経営者 100 人を対

象にしたアンケートのなかで、政府の「働き方

改革」に期待する内容（複数回答、３つまで）

のなかに、「副業・兼業」や「個人事業主化」

は選択肢にも含まれていなかったのである。こ

のような状況を転換したのは、日本型長期雇用

を解体し、雇用流動化を促進することで生産性

の抜本的引き上げを図ろうとする経産省であっ

た。

雇用関係にない個人事業主は労働法ではなく

経済法が整序する世界である。その所管は厚労

省ではなく経産省に移る。生存権、労働権に基

づく政策を担う厚労省の力を削ぎ、経済成長第

一主義の経産省の権益が増すことは経済界や新

自由主義論者の意図するところである。

経産省は 16 年 11 月に「『雇用関係によらな

い働き方』に関する研究会」を発足させ、17

年３月に研究会報告書を公表、このなかで初め

て「雇用によらない働き方」を提起した。報告

書は次のように述べている。

「これまで、企業においては、自社の事業に

かかわる業務については、自社で雇用している

人材によって業務を遂行するのが一般的であっ

た。……急激な産業構造の転換とビジネスモデ

https://rodosoken.com/
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ルの変化等により、そういった『自前主義』に

は限界が訪れつつあり、外部人材の積極的活用

が企業にとっても重要になりつつある。」

ここでいう「外部人材」とは副業・兼業従事

者であり、また個人事業主のことでもある。企

業がその時々の経営戦略に応じて設けるプロ

ジェクトを担う人材を自社でまかなうのではな

く、外部から調達し、プロジェクトが完了すれ

ば外部人材は他に移動してもらうことで長期雇

用によるコスト負担を免れることができる。

この直後に出された政府の「働き方改革実行

計画」は「非雇用型テレワークのガイドライン

刷新と働き手への支援」を掲げた。この実行計

画を受けて厚労省は「柔軟な働き方に関する検

討会」および「雇用類似の働き方に関する検討

会」を発足させ（2017 年 10 月）、雇用によら

ない「自営型テレワークの適正な実施のための

ガイドライン」（18 年２月）などを公表した。

2018年６月に成立した働き方改革関連法は、

国が講じなければならない施策として「多様

な就業形態の普及」を挙げたが、このなかに

は「テレワークや副業・兼業」とならんで個人

事業主が含まれている。安倍政権のもとで、経

済界や規制緩和論者の意向をバックにして、経

産省と厚労省が競うように雇用流動化を図るべ

く「雇用によらない働き方」の推進に乗り出し

た。こうした流れはコロナ禍の今日、さらに勢

いを増している 24。

②労働力不足対策としての期待
このような経緯を経て 20 年３月に成立した

改正高年齢者雇用安定法は 70 歳までの就業機

会確保を企業の努力義務としたが、その就業

機会確保の選択肢の中に「雇用関係のない働き

方」を含めた。さらに、21 年３月の「フリー

ランスとして安心して働ける環境を整備するた

めのガイドライン」（内閣官房・公正取引委員

会・中小企業庁・厚労省の連名、以下では「フ

リーランス・ガイドライン」と略す）は、フ

リーランスについて「多様な働き方の拡大、ギ

グ・エコノミー（インターネットを通じて短

期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形

態）の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命

の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加など

に貢献することが期待される」とし、この働き

方・働かせ方を推奨している。

ここには政府が個人事業主化（フリーランス

化）を推奨する意図が率直に示されている。す

なわち、就労の場からリタイアしている高齢者

を再び労働力人口に転換することで人手不足を

緩和する要員として活用するとともに、社会保

障経費の節約を図ろうとするものである。

③副業・兼業とセットに推進される個人事
業主化

コロナ禍は副業・兼業や個人事業主化を促進

する好機となっている。コロナ禍で休業を余儀

なくされ経営困難に陥った企業は、従業員に対

して他企業への出向や、副業奨励に乗り出し

た。人件費を縮小するためである。この副業の

就労形態として個人事業主が積極的に活用され

た。

感染症対策のため人々の移動抑制によって業

務の縮小を余儀なくされた運輸、旅行、宿泊、

飲食サービス業などの企業は自社での就業時間

を削減し、その分だけ賃金を減らす。その代わ

り労働者に対し副業を奨励するケースが相次い

だ。以下は ANA の事例である。

「全日本空輸（ANA）は従業員の副業範囲

を広げ、勤務時間以外にほかの会社とも雇用

契約を結べるようにする方針を固めた。パイ

ロットや客室乗務員を含む全従業員1万5,000

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心にhttps://rodosoken.com/
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人を対象とする。新型コロナウイルスまん延

による業績悪化をうけ、一般社員の年収は３

割減る見通し。副業制度を見直し、従業員が

ANA 以外からも収入を得やすくする」（「日

本経済新聞」電子版、20 年 10 月 10 日付）。

JAL や ANA のような大企業は副業先として

県庁や市役所などの職場を確保したが、企業規

模によって副業先に差異がある 25。副業先の開

拓を労働者本人の自己責任に委ねる事例も報じ

られている 26。

こうしてコロナ禍のもとでの副業解禁は本業

における雇用調整の手段に姿を変えている。本

業で就労日数や就労時間が減らされた労働者

は、副業によって収入を補填しなければ生活困

難となる。きわめて不安定な、細切れ的仕事で

あっても甘受せざるをえない。個人事業主はそ

うした副業の場として活用されている。コロナ

禍で感染回避のため需要が増加した通信販売の

配達従事者やウーバーイーツのような料理配達

員はその代表的職業である。

副業の労働時間計算の煩雑さ―個人事業主
への誘導
「雇用によらない働き方」を推進するうえ

で、副業・兼業の容認は促進剤の役割を果たし

ている。厚労省は 18 年 1 月に定めた「副業・

兼業の促進に関するガイドライン」を 20 年 9

月に改定した。当然、副業・兼業に従事する労

働者も労基法の労働時間規制が及ぶ。同法第

38 条 1 項は「労働時間は、事業場を異にする

場合においても、労働時間に関する規定の適用

については通算する。」としており、副業・兼

業の場合の労働時間管理の具体化が懸案であっ

た。

改定ガイドラインによれば、使用者は副業・

兼業に従事する労働者（以下、ダブルワーク労

働者と略称）の労働時間管理は労働者からの

自己申告によって行う。紙数の都合上、詳細は

省くが、労働者の自己申告を基礎としている以

上、労働時間が過少申告となる恐れが多分にあ

る。また、ダブルワーク労働者の安全配慮義務

は本業・副業双方の使用者が負っているが、実

際に過労死などが生じた場合、安全配慮義務違

反の責任を双方の使用者がどのように負うのか

などの課題は残されている。

改定ガイドラインは、ダブルワーク労働者が

フリーランス（個人事業主）として副業・兼業

する場合、労働時間は通算されないと明記して

いる。使用者（企業）は労働時間管理の煩雑さ

を免れるため、ダブルワーク労働者に対し個人

事業主形態で副業・兼業するように誘導する可

能性がある 27。

（２）人びとが「雇用によらない働き方」を希
望するのはなぜか

個人事業主という働き方について、多くの困

難や問題点が指摘されている一方で、個人事業

主を利用している業者だけでなく、個人事業

主（フリーランス）自身や、当事者を組織して

いるユニオンのなかでも「雇用によらない働き

方」自体については肯定的に評価する声が少な

くない。なぜだろうか。

表１の内閣官房調査によれば、「フリーラン

スという働き方を選択した理由」について（複

数回答）、「自分の仕事のスタイルで働きたいた

め」をあげた割合が 57.8％と６割近くを占めて

いる。第２位が「働く時間や場所を自由にする

ため」（39.7％）である。以下、「収入を増やす

ため」（31.7％）、「より自分の能力や資格を生

かすため」（27.3％）、「挑戦したいこととやっ

てみたいことがあるため」（13.5％）、「ワーク

https://rodosoken.com/
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ライフバランスを良くするため」（11.9％）が

続いている 28。３位の「収入を増やすため」

は、調査時期がコロナ感染症の拡大により休業

する事業所が出始めた時期だったことの影響が

考えられる。

フリーランスという働き方の満足度につい

て、回答者の７割以上は「仕事上の人間関

係」、「就業環境（働く時間や場所など）」、「プ

ライベートとの両立」、「達成感や充実感」に

「満足」と答えているものの、収入については

約６割強の人が不満を感じている（「不満」

46.4％、「非常に不満」16.2％）。

「フリーランスとして働く上での障壁」につ

いて、「収入が少ない・安定しない」という回

答が 59.0％と、他の選択肢を圧倒している。こ

れに「１人で仕事を行うので、他人とのネット

ワークを広げる機会が少ない」（17.2％）、「仕

事がなかなか見つからない」（15.3％）、「仕事

が原因で負傷した・疾病になった場合の補償

がない」（12.7％）、「就業時間や休日に関する

規制がない」（11.1％）、「契約条件があいまい・

事前に明示されない」（10.7％）、「社会的信用

を得るのが難しく、フリーランスに対する偏見

や誤解がある」（10.7％）などが続いている（複

数回答で上位７位までを表示）。

働く時間帯や就業場所を含め、自分の裁量を

発揮して働くうえではフリーランス（個人事業

主）は満足度が高いが、仕事の安定性や収入

面、事故や病気などの際の補償の点では不満が

多いという実態が浮かび上がっている。

年収面からもこの不満は裏づけられる。主た

る生計者が本業として行うフリーランスの年収

は、200 万円以上～ 300 万円未満が 19％と最も

多い。300 万円未満の累計は 51％と半数を超

えている。中澤秀一氏の調査が示すように、単

身者の最低生計費は全国どの地域でも共通して

年収 300 万円であるため 29、その水準ぎりぎり

か、それに達しない層がフリーランスのなかで

相当数に上ることがうかがえる。

この調査は Web モニターを用いたインター

ネット調査により実施している。物流業界の配

達従事者やコンビニオーナーのように、睡眠時

間を削ってまで働かないと仕事量をこなせず、

収入の確保が難しい人びとは、こうした調査に

回答する余裕すらないかもしれない。仕事上の

満足度の高さについて、割り引いて見る必要が

あるだろう。

とはいうものの、ウーバーイーツユニオンの

土屋俊明氏が述べているように、ユニオンは労

基法上の労働者性は求めてはいない。「働き方

そのものには異存ないが、業界全体の健全な

発展のためにも現場の配達員と企業が同じテー

ブルに着くよう要求」し、「労組法上の労働者

性」を求めている 30。

労基法の労働者性について31

では、「労基法の労働者性を希望しない」と

いう労働側の声をどのように考えればよいだろ

うか。問題とすべき第１の論点は今日の労基法

の労働者性の解釈が 1985 年の「労働基準法研

究会報告」に依拠している点についてである。

同報告は行政上の解釈だけでなく、司法判断に

も影響を及ぼしてきた。

敗戦直後に制定された労働組合法（1945 年

12 月）は労働者について「職業の種類を問わ

ず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつ

て生活する者をいう。」と規定した。47 年４月

制定の労働基準法では労働者を「職業の種類を

問わず、事業又は事務所（以下「事業」とい

う。）に使用される者で、賃金を支払われる者

をいう。」としている。後者は「事業に使用」

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心にhttps://rodosoken.com/
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という文言が入っている点、および「賃金を支

払われる」と労組法よりも狭く限定している点

が労組法と異なっている。脇田滋氏によれば、

労基法制定から間もない時期には労働者性を広

く捉える傾向にあったという。たとえば、京都

市西陣地域の個人事業主形式の賃機業者（在宅

就労）について京都労働基準審議会は労基法上

の労働者と認めたのである（1948 年）32。

その後、労基法上の労働者性を狭く捉える傾

向が強まっていった。労働大臣の私的諮問機関

の労働基準法研究会が 1985 年に提出した「報

告」がその方向をより鮮明に打ち出した。同

報告は、労働者性の指標として、１）仕事の依

頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有

無、２）業務遂行上の指揮監督の有無、３）勤

務場所、勤務時間に関する拘束性の有無、４）

労務提供の代替性の有無、５）報酬の労働対償

性（使用者の指揮監督下で行う労働に対して支

払うもの）、６）事業者性の有無（機械、器具

の負担関係、報酬額）、７）専属性の程度、の

７点を列記し、個別事例について「総合判断」

するとした。３）に示されるように、企業の事

業所に就労する内勤従業員を典型と考えて労働

者性を判断する「狭い労働者概念」を採用した

一方、「契約形式を利用した使用者の責任逃れ

は許さない」という視点はきわめて希薄であっ

た 33。

前述のように、「労基研報告」は労働者性を

めぐる行政や司法の判断に影響を及ぼしてきた

が、結果として労働者や労働組合も「労基研報

告」の労働者性の判断の影響を少なからず受け

ているのではなかろうか。労基法の対象となる

ためには、「労基研報告」のいうような企業へ

の拘束性の強い働き方をしなければならず、そ

れは御免だという意識が働いているとすれば、

それは再検討する必要があるのではないか。労

働基準法研究会はあくまでも労働大臣（当時）

の私的諮問機関であって、国民的議論を十分反

映したものではない。

もちろん、運動をすすめる立場として、まず

は労組法が適用される労働者の地位を獲得し、

団体交渉権を確保し、労働条件引き上げ交渉を

実現することを優先するのは当然であろう。

第２の論点は、個人事業主形態で働いている

人のなかに、使用者の指揮下で働くことに対す

る根強い忌避感がある点についてである。「働

き方改革」が盛んに叫ばれているものの、日本

の労働環境は改善されているとは到底言いがた

い。たとえば、長時間労働やパワハラ・セクハ

ラなどのハラスメントが引き起こす精神障害の

労災補償の請求件数、支給決定件数はともに顕

著な増加傾向にある。それぞれの件数は 2018

年度 1,820 件（465 件）、19 年度 2,060 件（509

件）、20 年度 2,051 件（608 件）、21 年度 2,346

件（629 件）である（括弧内が支給決定件数）。

こうした増加の要因として、21 年６月に精神

障害の労災補償認定基準の「業務による心理的

負荷評価表」にパワーハラスメントが明示され

た影響もあると思われるが 34、この増加はおも

に職場環境の悪化を示していると捉えるべきで

あろう。

近年の健康保険（協会けんぽ）の傷病手当金

の支給状況のなかで、精神疾患の比率が他の疾

患を圧倒していることもこのことを裏づけてい

る。

パワハラに象徴されるように、精神疾患を生

み出す職場の環境の悪化は、雇用されて働くこ

とへのためらいや忌避意識を高めているのでは

ないか。収入や仕事の安定面で不満を抱えつつ

も、あえて個人事業主を選択する背景にはこの

https://rodosoken.com/
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ような現状がある。

雇用労働者の労働環境の悪化は個人事業主の

働き方にとっても無関係ではない。そうであれ

ば、パワハラなどを増幅させている日本の労働

実態の根幹にメスをいれる必要がある。職場に

おける労使の力関係が圧倒的に使用者優位にな

り、労働者を守るべき労働組合の機能が有効に

働いていないため、労働者が個々人で対応する

ほかないという構造を転換しなければならな

い。「闘わなければ社会は壊れる」のである 35。

3　個人事業主の労働条件の改善に
向けて

（１）不安定就業としての個人事業主

前述の個人事業主αのように就労実態から見

て雇用労働者と捉えるべき人びとが少なくない

が、発注業者（事実上の使用者）は雇用関係の

成立を認めようとはしない。このため、不当解

雇や雇止めに該当し、労働者として保護される

べきケースでも、個人事業主にあっては業務委

託契約の終了という扱いをされ、保護を受けら

れないことが多い。労働者のように労働法に守

られていないのである。雇用されていた人が、

企業の指示で個人事業主に変更されたという

ケースもある 36。

コロナ禍における個人事業主の困難
コロナ禍はこうした個人事業主の生活を危機

に陥れた。JILPT が 20 年８月に実施した「新

型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影

響に関する調査（１次集計）結果」によれば、

個人事業主（フリーランス）の回答者の 45.6％

がコロナ禍によって売上高・収入が減少したと

答えている。過去３か月間（20 年５月～７月）

の世帯全体の家計収支について、43.2％の世帯

が赤字で、黒字計の世帯比率（15.0％）との差

は 28.2 ポイントに及んでいる。さらに 50.5％

が「家での食費を切りつめた」（７月分）と答

えている。「雇われない自由な働き方」として

推奨された個人事業主の暮らしは、コロナ禍で

非正規雇用と同様に、あるいはそれ以上に厳し

い現実にさらされたのである 37。

個人事業主は雇用関係にないため、使用者に

よる休業手当の支給がないことに加え、当初、

政府は持続化給付金の支給対象に個人事業主を

含めていなかったため、苦境に追い込まれた。

持続化給付金は、当初、コロナ禍の影響で売上

げが前年同月比で 50％以上減少している事業

者に対し、法人は 200 万円、個人事業者は 100

万円を給付するものである。しかし、個人事業

主は確定申告の際、事業所得ではなく、給与所

得ないし雑所得として申告することが多く、そ

のために持続化給付金がもらえないと問題に

なった。20 年５月になって経産大臣が事業収

入を給与所得や雑所得に計上している個人事業

主も対象に含める方針に転換したことで、20

年１～ 12 月のいずれか１か月の売り上げが前

年より半分以上減った場合に、100 万円を上限

に前年との差額分を受給できることとなった。

濱口桂一郎氏が指摘しているように、「税務

署から見て事業者ではなく労働者と判断される

ような就業形態の者が、労働法や社会保障の適

用上労働者ではないとされているために、雇用

労働者向けの様々な保障から排除されているこ

との問題点」38 は早急に是正しなければならな

い。

（２）個人事業主の保護をどうするか

欧米先進国や韓国などでは労働組合の取組み

もあって個人事業主に対する法制度の整備が進
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みつつある 39。これに比べ、日本の対応は数段

階遅れている。先の「フリーランス・ガイドラ

イン」（21 年３月）はもっぱら独占禁止法、下

請代金支払遅延等防止法（下請法）による小規

模事業者に対する保護措置および「現行法上

『雇用』に該当する場合の判断基準」に言及す

るが、個人事業主として雇用類似の働き方をし

ているワーカーに対する労働法の視点からの保

護については触れていない。

先述の個人事業主αのように、雇用関係を隠

蔽された偽装請負の労働者については、すぐに

でも労働法制や社会保険制度を適用し、保護を

図ることが求められる。

個人事業主δのようなプラットフォーム労働

者の場合、発注時の契約があいまいなため、納

品した成果物をめぐってトラブルが生じること

がある。発注者から中途で仕様変更を何度も求

められたり、成果物の欠陥を理由に損害賠償を

請求されることがある。このような、発注者が

優越的地位を利用してワーカーに不当な圧力を

加えた場合には、独占禁止法や下請代金支払遅

延等防止法などの経済法は有効である。だが、

仕事に起因する負傷・疾病や失職のリスク、最

賃水準を下回る報酬などには対応できない。

ウーバーイーツのような料理配達員に対する

配達中の事故による負傷（労働災害）への補償

が懸案であったが、厚労省は 21 年９月より IT

技術者などとともに、「自転車を使用して貨物

運送事業を行う者」（配達員など）も労災保険

の特別加入の対象に加えた。雇用労働者であれ

ば、労災保険の保険料は使用者の全額負担で

あるが、「特別加入」の場合、加入は当事者の

任意にゆだねられ、保険料は全額自己負担であ

る。これを理由に労災保険の加入を忌避する配

達員もいる。事実上の使用者である PF に保険

料の負担を求める課題が残されている。

労基法の適用対象について、先の「労基研報

告」のような狭い解釈を転換し、拡張すべきで

はないか。労組法の労働者性が認められるワー

カーについては、被用者保険（労災保険・雇用

保険・健康保険・厚生年金保険）の適用対象と

すべきである。

（３）注目すべきEUの対応

EU、フランス、イタリア、アメリカ、韓国

などでは、プラットフォーム労働を含む個人事

業主に対する法政策的取り組みが進んでいる。

ここでは EU の対応に注目したい。

EU では、日本よりも早くプラットフォーム

労働の問題性に着目し、EU の行政機関である

EU 委員会や EU 議会が率先して研究に着手し

ている。EU 議会が 2020 年に公表したリポー

ト（The platform economy and precarious 

work）40 は、プラットフォーム労働がかかえ

るリスクについて以下のように指摘した。

１）仕事がない期間に、代わりの就労の選択

肢が不十分で、収入が低く、断片的で不

安定である。

２）訓練やキャリア開発へのアクセスがほと

んど、またはまったくないなど、労働条

件の水準が低い。

３）健康および安全リスクにさらされてい

る。

４）労働災害、失業、疾病などに対する社会

的保護の範囲が狭い。

５）団結権や従業員代表制への関与が低い。 

こうした状況を受けて、EU 委員会は 21 年

12 月、プラットフォーム労働に関して２つの

措置を提起した 41。１つはプラットフォーム労

働に従事する人びとの労働条件を改善する指令
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案（Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on Improving 

Working Conditions in Platform Work）であ

る 42。いま１つは、労働条件の改善を目的とす

る個人事業主（solo self-employed persons）と

取引業者（発注業者）との間で締結された労働

協約への EU 競争法の適用を明確にするガイド

ライン草案である 43。ここでの個人事業主には

デジタル労働プラットフォームを通じて働く

人々も含まれる。PF と雇用関係のない個人事

業主（独立自営業者）であっても交渉力の点で

発注業者と著しい不均衡に直面しており、これ

を是正する措置が必要となっている。

①プラットフォーム労働における労働条件
改善に関する指令案（2021年12月）

EU 委員会によれば、21 年現在、デジタル・

プラットフォームをとおして就労している人び

とは 2,800 万人以上に上るが、このうち 550 万

人は雇用統計の誤分類がもたらすリスクに直面

している。この結果、労働者として享受できる

はずの権利や保護を受けられないでいるとい

う。

EU 委員会の今回の指令案はプラットフォー

ム事業者（PF）が使用者に該当するかどうか

についての明確な基準を提起した（第４条）。

次の５項目のうち、少なくとも２つに該当すれ

ば、その PF はプラットフォーム従事者の使用

者に、そしてこの従事者は個人事業主ではなく

労働者として「法的推定」されるとした。

１）PF がワーカーの報酬を決定または報酬

上限を設けていること、

２）服装や顧客への対応、または仕事の出来

映えに関して規則を尊重するように要求

すること、

３）仕事の出来映えや成果の品質をチェック

すること、

４）作業遂行面の裁量、労働時間の選択、休

業期間、仕事の諾否、下請業者を使うこ

となどを決定する自由を制限すること、

５）顧客層の確保、あるいは他の第３者のた

めに業務を遂行する可能性を制限するこ

と。

労働者と推定されたなら、労働者としての権

利および社会保障上の権利を享受できる。具体

的には最低賃金（存在する場合）、団体交渉、

労働時間規制、労働安全衛生、有給休暇の権

利、労働災害に対する保護、失業手当と疾病手

当、拠出制老齢年金を受給する権利などであ

る。

指令案（第５条）はこの「法的推定」に対し

て、反証する権利を当事者に認めている。加盟

国は、第４条の法的推定に対して、司法または

行政手続きによって反証する可能性を確保しな

ければならない。注目されるのは、PF だけで

なく個人事業主についても、雇用関係存在の推

定に反証することを認め、その仕組みを定めて

いることである。

PF が当該関係を雇用関係でないと主張する

場合の挙証責任は PF 側にあり、かつその立証

期間においても雇用関係としての推定が停止す

ることはない。個人事業主側が雇用関係でない

と主張する場合、PF は保有する関連情報を提

供するなどして手続きの適切な解決を支援しな

ければならない。

アルゴリズムによる管理をめぐって
本稿１（３）で、ウーバーイーツの配達従事

者の働きぶりが AI によって評価され、対応に

問題があると判断されたならば、アプリのアカ

ウントを突然停止され、働けなくなることに言

及した。これはプラットフォーム労働者に対す

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心にhttps://rodosoken.com/
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るアルゴリズムによる新たな搾取の形態で、解

雇に相当する措置が一方的に、何の説明もなく

強行されているのである。

プラットフォーム労働に関する今回の EU 指

令案は、このような「アルゴリズムによる管

理」を問題視し、その規制措置を提案してい

る。この措置に関わる指令案の条項（第６条、

７条の一部、８条）は、PF と雇用関係がある

とされたワーカーだけでなく、雇用関係がない

とされた個人事業主にも適用されるとしてい

る。これは日本においてプラットフォーム労働

に従事する個人事業主の保護措置を検討する際

に参照すべき点である。

なお、「アルゴリズム」とは、辞書の説明で

は「計算や問題解決の手順のこと」とあるが、

ここでは AI を活用した労働者や個人事業主に

対する自動監視システムや自動意思決定システ

ムの意味で用いられている。

第６条はアルゴリズムによる管理の透明性を

求めている。具体的には、電子的手段を用いて

プラットフォーム・ワーカーの作業ぶりを監視

または評価する自動監視システムや、彼らの労

働条件、仕事の配置、収入、労働安全衛生、契

約上の地位（アカウントの制限、停止、終了を

含む）に著しく影響する決定を下す自動意思決

定システムについて、それらが使用されている

事実、あるいは導入過程にあることをプラット

フォーム・ワーカーに知らせること、自動意思

決定システムを用いたアカウントの制限や停止

などの決定をした場合、その理由についての情

報をワーカー本人やワーカーの代表者あるいは

労働当局の要求に応じて速やかに提供するこ

と、仕事に本質的に関わらないようなワーカー

の個人データを処理しないことなどを定めてい

る。

第７条は自動システムに対する人間による監

視の条項である。第６条の自動監視システムや

自動意思決定システムが労働条件に及ぼしてい

る影響について、PF が定期的に監視、評価す

ることを加盟国は保証すべきと定めている。ま

た加盟国は PF がこれらの監視、評価を行う人

材を確保するように要求すべきとしている。

第８条は PF が自動意思決定システムをとお

して行った決定に対する人の手による再検討の

規定である。具体的には以下のような措置を定

めている。

１）PF が行った決定に至る状況や理由につ

いて明確にするために、PF 側の連絡担当

者を PF はプラットフォーム・ワーカーに

知らせることを加盟国は保証する。

２）自動意思決定システムが行った、ある

いは同システムの支援を受けて PF が行っ

た、アカウントの制限や一時停止、終了

などの決定、ワーカーが遂行した作業に

対する報酬の支払いを拒否する決定、ワー

カーの契約上の地位に関する決定などの

理由について、PF は書面でワーカーに提

供する。

３）ワーカーがこの説明に納得できない場

合、PF に対し、その決定の再検討を要求

する権利を有する。

21 年 12 月に EU 委員会が示したワーカーの

保護に関わる提案には、以上のような内容の指

令案に加えて、雇用関係のない個人事業主につ

いて、団体交渉・労働協約による労働条件改善

を支援するガイドライン草案がある。次にこれ

を見よう。

②個人事業主の労働協約に対するEU競争法
の適用に関するガイドライン草案

雇用関係のない個人事業主についても、取引
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先（発注業者）との力関係が不均衡な場合、そ

れを改善するため団体交渉し、労働協約を締結

することがある。EU 委員会は、このような団

体交渉や労働協約は、個人事業主の労働条件を

改善するための重要な手段であると肯定的に捉

えている 44。これに比べ日本の行政は、個人事

業主を労基法上の労働者と位置づけないだけで

なく、労組法上の労働者と捉えることについて

もきわめて消極的である。EU と日本の違いは

際立っている。

EU 委員会はガイドライン草案で、個人事

業主の組織（組合）が取引き先業者団体と

締結する労働協約は EU 競争法（Article 101 

TFEU）が排除する競争制限に該当しないとす

る方針を打ち出した。個人事業主の労働条件に

は報酬、労働時間、就業形態、休日、休暇、仕

事が行われる物理的空間、健康と安全、保険と

社会保障などの事項が含まれる。

ガイドライン草案は、EU 競争法の適用対象

とならない（つまり競争制限に該当しない）個

人事業主として、次の３つのタイプを示してい

る。

１）経済的に従属状態にある個人事業主

１つの取引業者から年間収入の 50％以上

を得ている場合は経済的依存関係にあるとみ

なし、このような個人事業主が複数で業者と

交渉し、協定を締結する場合 45。

２）取引先の労働者と一緒に働く個人事業主

取引先で当該事業所の労働者と「一緒に」

（side by side）同一または類似の業務を行う

個人事業主は、取引先の指示の下でサービス

を提供し、取引先の活動の商業的リスクを負

わず、当該経済活動の遂行に関して、いかな

る独立性も享受しないため、労働者と同等の

状況にある。この種の個人事業主が行政や司

法によって労働者に再分類されなかった場合

でも、取引先と個人事業主間の労働条件に関

する労働協約は、TFEU 第 101 条の適用外

である。

３）デジタル労働プラットフォーム（以下、

DLPF）をとおして働く個人事業主

DLPF を 介 し た 個 人 事 業 主 の 就 労 は、

DLPF と雇用関係のある労働者と同じく

DLPF に多くを依存している。提示された仕

事が報酬面などで不満があっても個人事業主

には交渉する余地がほとんど（あるいは全

く）ない場合がある。DLPF は個人事業主に

対し事前の情報提供や相談なしに、一方的に

条件を押し付けることができる。

これらの３つのタイプのほかに、個人事業主

が労働者に匹敵するほどでなくても、取引先と

の交渉力の面で個人事業主が弱い場合に締結

された、個人事業主と取引先との労働協約も

TFEU 第 101 条の適用外とされる。個人事業

主が年間総売上高が 200 万ユーロを超える相手

方と労働協約を締結する場合などがこれに該当

する。

以上見たように、このガイドラインは、雇用

関係のない個人事業主が取引先（発注業者）と

労働条件に関する交渉を経て労働協約を締結す

ることは EU 競争法の適用外であることを明ら

かにし、EU 競争法に抵触するケースと、抵触

しないケースの違いを具体例を添えて示すこと

で、個人事業主の労働条件引き上げにつながる

労働協約締結を促している。

③EU指令案およびガイドライン案の日本へ
の示唆

個人事業主という働き方・働かせ方は日本に

限らず、欧米先進国でも広がっている。不安定

就業としての側面を軽視し、雇用流動化や労働

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心にhttps://rodosoken.com/
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力不足緩和の手段として捉える日本と、個人事

業主の働き方が有するマイナス面を除去する基

本的視点を打ち出した EU との違いは大きい。

今回の EU 指令案は、PF がプラットフォー

ム・ワーカーの使用者に該当するか否か、ワー

カーは PF と雇用関係のある労働者に該当する

か否かの判断基準を示した。また「法的推定」

という方法を用いて、誤分類の是正を早期に実

現するという方針を明確にしている。さらに、

アルゴリズムによる管理という新たな搾取形態

に対して、人間の手による再評価、再検討の必

要と具体的措置を提起している。これは雇用関

係のない個人事業主（ワーカー）についても適

用されるとした。AI を活用したアルゴリズム

による管理はデジタル・プラットフォーム労働

だけでなく、他の産業にも拡大するであろう。

EU 指針案はこれへの対応の手がかりとなるだ

ろう。

同時に提案されたガイドライン草案は、個人

事業主が取引先（発注業者）との間で団体交渉

を経て締結した労働協約は EU 競争法が禁止す

る競争制限に該当するか否かについての判断基

準に関わるものである。これを提案した EU 委

員会の意図は、個人事業主が取引先と雇用関係

がない場合でも、労働条件について団体交渉

し、労働協約を締結することで個人事業主の労

働条件改善を支援することにある。

つまり、今回の指令案とガイドライン草案

は、個人事業主を保護するために、言わば二段

構えの構造をなしている。前者はもっぱらプ

ラットフォーム労働を対象にしたものだが、雇

用関係の有無の判断基準を示すとともに、法的

推定という方法によってプラットフォーム従事

者の労働者性を積極的に認める視点に立ってい

る。後者は取引先と雇用関係がない個人事業主

については団体交渉・労働協約締結という手段

で労働条件の改善をはかることを支援する方針

を打ち出した。

これに対し日本はどうだろうか。1985 年の

「労基法研究会報告」が示した狭い労働者性基

準に今なおとらわれているため、労基法の対

象となる労働者の範囲が EU のように広がらな

い。また雇用関係が明確でない場合、これを理

由に取引先（発注業者）は個人事業主と交渉す

ることを拒否している。今のままでは世界的流

れから取り残されることになるだろう。

EU 指令案、ガイドライン案はそう遠くない

時期に採択、承認されるだろう。そうなれば、

EU で営業している日本企業も当然この指令や

ガイドラインに従わなければならない。EU で

可能なことが日本でできないわけがない。不安

定就業状態のまま個人事業主を活用し続けるこ

とは遅かれ早かれ壁にぶつかるであろう。

（４）期待される個人事業主、プラットフォー
ム労働者の運動

EU 指令案やガイドライン案を見て考えさせ

られるのは当事者の運動が不可欠であるという

ことである。前述のとおり、ガイドライン案は

取引先（発注業者）と雇用関係のない個人事業

主について、取引先団体と団体交渉し、労働協

約を締結することで労働条件の改善を図る活動

を支援する立場にある。このことは、個人事業

主同士の組織と運動がなければ、ガイドライン

案が提起する仕組みを行使できないことを意味

する。

日本の現状を打開するうえで特に求められる

のはプラットフォーム労働者や個人事業主の運

動である。いまそうした組織化や運動がさまざ

まな形態を取って生まれつつある。なかでも
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注目されるのは「ヤマハ英語講師ユニオン」

の闘いである。ヤマハ英語教室の講師は勤務時

間や勤務場所、指導方法や教材を会社側（ヤマ

ハミュージックジャパン）に指示され、税務上

給与所得者（労働者）として処理されるなど

実態は労働者にもかかわらず、同社と業務委託

契約を結ぶ「個人事業主」とされ、社会保険、

残業手当や有給休暇などもなかった。これに疑

問を感じた講師 14 人がユニオンを結成、業務

委託契約から労働契約への変更と講師の待遇改

善を求めて会社と 20 回以上も交渉を重ねた。

ユニオン加入者は全国に拡大し、支援者の協力

もあって、21 年７月より希望者の直接雇用化

が実現した（「しんぶん赤旗」2021 年７月８日

付）。

アマゾンの配達労働者の中でもユニオン結成

の動きがある。22 年６月に「東京ユニオン・

アマゾン配達員組合横須賀支部」を結成した

10 人の配達員はアマゾンジャパンの配送を担

う１次下請、２次下請企業と業務委託契約を結

ぶ個人事業主とされているが、アマゾンのアプ

リによって配達先や労働時間を管理されている

事実上の労働者である。同ユニオンは、現状は

偽装請負で、就労実態からすれば労働基準法上

の労働者に当たるとしている。

組合員の話では約２年前に配達料が日当制に

変わり、１日に配る荷物が２倍近い 200 個程度

に増え、長時間労働が常態化している。荷物は

増えたが日当は変わらないため、ガソリン代や

車の維持費が増え、生活を圧迫している。配達

先の管理に AI が導入された約１年前から荷物が

急増し、１日 12 時間以上働いているという 46。

同ユニオンは業務委託を締結している下請企業

だけでなく、アマゾンジャパンにも団体交渉を

申し入れている。

2022 年５月には複数の個人事業主のユニオ

ンの委員長の呼びかけで「フリーランスユニオ

ン」が結成された 47。設立宣言は、雇用労働者

と比較したフリーランスの無権利状態を改善す

るために、フリーランスが連携する必要性を指

摘、全国に分散しているフリーランスに加入を

呼びかけている。

個人事業主やプラットフォーム労働者が直面

している多様な問題を改革するには当事者によ

る運動が不可欠である。いま日本で生まれてい

る新たな運動の展開に注目したい。
（ごか　かずみち・金沢大学名誉教授、会員）

［付記］

2022 年９月 13 日、内閣官房新しい資本主義

実現本部事務局は、「フリーランス取引適正化

法案」の国会提出に向けて、以下のような骨子

を公表し、パブリックコメントの募集を行っ

た。

①フリーランス（他人を使用していない者）

に業務委託する業者は、業務内容、報酬額、契

約の期間、契約終了の事由、契約を中途解除す

る際の費用などを記載した書面（メールでも

可）を交付しなければならない。②契約の中途

解約または不更新の際は解除日または期間満了

日の 30 日前までに予告しなければならない。

③業務委託を募集する際は虚偽の表示や誤解を

生む表示をしてはならない。④業務委託業者は

役務の提供を受けた日から 60 日以内に報酬を

支払わなければならない。⑤業務委託業者はフ

リーランスの責めに帰すべき理由なく成果物の

受領の拒否、報酬の減額、返品などをしてはな

らない。⑥業務委託業者はハラスメント対策を

講じること、出産・育児・介護との両立に配慮

コロナ禍の働き方・働かせ方をめぐって──「雇用によらない働き方」を中心にhttps://rodosoken.com/
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１　2019 年から 20 年にかけて、非正規雇用は 75 万人減少した（男性 26 万人、女性 50 万人の減）。また 20 年から 21 年
にかけては 26 万人の減少（それぞれ 13 万人、12 万人の減）であった（「労働力調査（基本集計）」2019 年～ 21 年、第
Ⅰ -1 表）。

２　放送や出版、IT 業界などでは、個人事業主は発注業者の社内に長期間常駐して、正社員や他の非正規労働者と一緒に
就労しているケースが多い。これらの人びとが、「労調」の回答者に選ばれた場合、「非農林業・一般雇いなし業主」で
はなく、「契約社員」を選択している可能性がある。

３　内閣府調査は、独自に実施したアンケート調査（2019 年）と「就業構造基本調査」（2017 年）を組み合わせて個人事
業主の人数を推計している。

４　個人事業主は複数の業務に従事することがあるが、表２は最も多く従事する業務について回答したものである。なお、
同表の専門業務関連分野に「医療」とあるが、具体的業務に医師や看護師などは見当たらない。

５　この項で取り上げた個人事業主の具体例は、脇田滋編著『ディスガイズド・エンプロイメント ― 名ばかり個人事業主』
（学習の友社、2020 年）を参照した。

６　北健一「セーフティネットを『新しい当たり前に』 ― フリーランスの窮状にみる構造的課題」（『都市問題』2020 年 8
月号）、参照。

７　就業形態を「誤分類」することで、労働者としての権利が奪われている実態は他の諸国でも広がっている。詳しくは
脇田滋「第 64 回『誤分類（ごぶんるい）』という言葉を広げよう① ― 世界の動向を学ぶ」（働き方 AUS-NET、2021 年
11 月 10 日、https://hatarakikata.net/16034/）を参照。

８　「首都圏青年ユニオンニュースレター」2022 年 2 月 27 日号、「しんぶん赤旗」2020 年 5 月 29 日付、同、22 年 3 月 8 日付。
９　コンビニ加盟店ユニオンがフランチャイズ本部との団体交渉を求めた訴えに対して、岡山県労働委員会（2014 年３月）

および東京都労働委員会（2015 年４月）は「コンビニオーナーは労働組合法上の労働者に該当する」との命令を出したが、
中央労働委員会はこれを否定する逆転命令を出した。この決定を不服として、コンビニ加盟店ユニオンは行政訴訟に訴
えたが、22 年 6 月東京地裁はこれをしりぞける判決を下した。

10　脇田編著、前掲書、72 ～ 79 頁、参照。
11　コンビニ本部は商品の過剰発注を促し、その結果、消費期限が迫った商品の廃棄量が増えれば、それだけコンビニ本

部のロイヤリティ（チャージ）つまり利益が増え、逆にオーナーの収益が減る仕組みになっている。「コンビニ会計」に
ついてはコンビニ加盟店ユニオン＋北健一『コンビニオーナーになってはいけない』（旬報社、2018 年）が詳しい。

12　文化・芸術分野の個人事業主については、藤井慎太郎「芸術文化から見たコロナ禍とフリーランスの課題」（『都市問題』
2020 年 8 月号）を参照した。

13　内職（家内労働）については神尾京子『家内労働の世界』（学習の友社、2007 年）を参照されたい。
14　労働政策審議会「労働政策基本部会報告書」（2018 年 6 月）のなかで、このフレーズが用いられている。
15　仲介業界大手の「クラウドワークス」の HP には、報酬相場について、「相場はあくまでも一例となります。正確な料

金は依頼するクラウドワーカーと交渉ください。」と記されている（アクセス日時：2022 年 7 月 26 日）。
16　たとえば、 クラウドワークスのチラシ作成の募集サイトには「在宅・地方在住であっても、全国から集まるチラシ作

成のお仕事の中から、あなたにぴったりのお仕事を探すことができます。」とある。

すること。⑦これらの事項に違反した業務委託

業者に対して、助言、指導、勧告、公表、命令

などの行政上の措置を設ける（①～⑦は筆者が

要約した）。

従来の下請代金支払遅延等防止法（略称、下

請法）では、フリーランスを含む中小零細業者

保護のため、資本金 1,000 万円超の発注業者に

対して上記の①、④、⑤の措置が設けられてい

たが、新法案では資本金 1,000 万円未満の業者

にも規制対象を拡大する。

なお、「朝日新聞」（2022 年９月 15 日付）

は、政府は 22 年秋の臨時国会にこの新法案を

提出する方針を固めたと報じている。

小論の３（２）で言及したように、今回の政

府の方針はあくまでも下請法などの経済法に

よってフリーランスの保護を図るもので、誤分

類された個人事業主αのような事実上の労働者

に対する保護措置は放置したままである。日本

で EU 委員会の「プラットフォーム労働者の労

働条件改善指令案」（2021 年 12 月）のような

提案がされるのはいつだろうか。

https://rodosoken.com/
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17　「熟練技能者」とは、「厚生労働省大臣の行う技能検定における特級若しくは１級の技能又はこれに相当する技能を有し、
生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者」とされている。

18　この他に、「芸能家」「家政婦（夫）」「配ぜん人」「調理士」「モデル」「マネキン」の求職者から求職申込みを受理した
場合に、1 件につき 690 円（免税事業者は 660 円）を限度として受付手数料を徴収することができる。

19　ウーバーイーツについては、川上資人「ウーバーイーツの労働実態について」（『季刊・労働者の権利』324 巻、2018 年）
もあわせて参照されたい。

20　スポットワーク協会の HP によれば、同協会理事に鎌田耕一氏（労働政策審議会・前会長、厚労省「労働市場におけ
る雇用仲介の在り方に関する研究会」座長）が就任している。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000071591.
html（アクセス日時：2022 年 7 月 21 日）参照。

21　スポットワーク協会の各社の登録者数は単純合計で約 1,500 万人、重複登録を除けば、「雇用型ギグワーカー」は国内
で 450 万人になるという（「日本経済新聞」2022 年 2 月 12 日付）。

22　シェアフルは、「テンプスタッフ」や転職サービス「doda」などを運営するパーソルグループと、クラウドソーシングサー
ビス「Lancers」などを運営しているランサーズのジョイントベンチャーである。

23　日本労働政策・研修機構「第７回勤労生活に関する調査」（2015 年実施）によれば、終身雇用を支持する割合は 87.9％
と過去最高を記録し、前回調査（2011 年）に比べ、特に 20 代、30 代で急上昇している。また、一つの企業に長く勤めキャ
リアを積むことを望む比率も過半数を超えた。ここでも 20 代でこの比率が最も高い。

24　この項は拙稿「『高齢者よ、休むな、もっと働け！』 ― 全世代型社会保障改革と労働」（『医療・福祉研究』No.28、2020 年）
を一部引用している。

25　JAL のグループ企業である JAL グランドサービスでは延べ約 4,000 人の社員が異業種に派遣され、1 日最大で 500 人
程度が農作業や宅配便の仕分け作業に従事しているという（『毎日新聞』2020 年 11 月 29 日付）。

26　大手観光関連企業の正社員は副業でポスティングのアルバイトや、ウーバーイーツの配達員、ファストフード店の店
員などをしているという（「中国新聞デジタル」2020 年 12 月 21 日付）。

27　この項は、拙稿「コロナ禍の雇用・暮らしへの影響とその構造的背景、政策課題」（法政大学大原社会問題研究所『日
本労働年鑑』第 91 集、旬報社、2021 年）の一部を引用している。

28　同調査では複数回答で上位 6 位までを表示している。
29　中澤秀一「生計費調査の到達点、最賃引き上げの機運」『経済』2021 年 10 月号。
30　土屋俊明、前掲論文、46 頁。
31　この項については、脇田滋「フリーランス・プラットフォーム労働をめぐる問題点と権利運動の課題」（『月刊全労連』

2021 年 4 月号）を参照した。
32　脇田、前掲論文、2 頁。
33　脇田、前掲論文、3 頁。
34　この「業務による心理的負荷評価表」の改正は、改正労働施策総合推進法の施行（21 年６月）により、パワーハラス

メントの定義が法律上規定されたことにともなう措置である。
35　今野晴貴・藤田孝典編『闘わなければ社会は壊れる ― 〈対決と創造〉の労働・福祉運動論』岩波書店、2019 年。
36　JILPT「独立自営業者の就業実態と意識に関する調査（ウェブ調査）」（2017 年 12 月）によれば、仕事の受注方法につ

いての問いに対して 5.3％が「現在の取引先に雇用されていたが、独立自営業者としての契約に切り替わった」と回答し
ている。この中には本人の意思に反して労働者から個人事業主に変更されたケースもあるのではないか。

37　この項は前掲拙稿「コロナ禍の雇用・暮らしへの影響とその構造的背景、政策課題」の一部を引用した。
38　濱口桂一郎「フリーランスという働き方の現状と課題」『都市問題』2020 年 8 月号、11 頁。
39　EU、フランス、イタリア、アメリカ、韓国など、プラットフォーム労働に対する海外の先進的取組みについては、脇

田滋、前掲論文が詳細に紹介している。
40　https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652734/IPOL_STU(2020)652734_EN.pdf（アクセス日

時：2022 年 7 月 31 日）。
41　https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6605（アクセス日時：2022 年 3 月 10 日）。
42　https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A762%3AFIN（アクセス日時：2022 年 2 月

1 日 )。この指令案については濱口桂一郎氏のブログ（hamachan ブログ（EU 労働法政策雑記帳）2022 年 1 月 31 日付を
参照した（http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2022/01/index.html：アクセス日時：2022 年 7 月 29 日）。

43　このガイドライン草案は EU の HP より入手できる。 https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/
　2021-collective-bargaining-2_en（アクセス日時：2022 年７月 31 日）。
44　EU Commission, Antitrust: Commission invites comments on draft Guidelines about collective agreements regarding 

the working conditions of solo self-employed people （https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
ip_21_6620, アクセス日時：2022 年 7 月 31 日）。
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45　EU ガイドラインは次のような具体例を示している。X 社は多数の個人事業主の建築家と契約し、プロジェクトを完
成させる建築事務所である。建築家は、収入の 90％を X 社から得ている。彼らは、1 週間に最大 45 時間の労働時間、
26 日の年次休暇、建築家の経験レベルに基づく特定の報酬率について定めた契約を X 社と集団で交渉し、締結している。
一般に個人事業主の建築家は、他の独立した請負業者と同様に、TFEU 第 101 条における事業とみなされ、そのため同
条は建築家間の契約にも適用される。しかし、この場合、個人事業主の建築家は経済的依存度の点で X 社の労働者と同
等の状況にあると考えられるため、このような労働条件に関する、個人事業主と X 社との労働協約は TFEU 第 101 条の
適用外となる。

46　「共同通信」オンライン記事（2022 年 6 月 13 日付）、「朝日新聞」同年 6 月 14 日付。
47　フリーランスユニオンへの参加を呼びかけているのはウーバーイーツユニオン、ヨギーインストラクターユニオン、

ヤマハ音楽講師ユニオンなどの執行委員長である。

https://rodosoken.com/
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はじめに

2020 年から始まった新型コロナウイルスの

度重なる感染の波は、多くの人々の仕事や暮ら

しにダメージを与えている。幾度もの緊急事態

宣言やまん防（蔓延防止等重点措置）等によ

り、休業を余儀なくされた労働者は空前の数字

となった。しかし、そのような状況下でも住民

の命や生活を守るために働き続けねばならな

かった労働者が多く存在した。エッセンシャル

ワーカーやケア労働者と呼ばれる労働者たちで

ある。コロナ禍において、医療・福祉、農業、

小売・販売、物流、通信、インフラ・公共交通

機関など社会生活を支える現場で働いている労

働者の総称としてエッセンシャルワーカーやケ

ア労働者などの存在感が改めて広く社会に示

された。そして、エッセンシャルワーカーや

ケア労働者の決して少なくない割合が最低賃金

近傍で働いている事実が広まり、労働運動は

「エッセンシャルワーカーに報いるために賃上

げを！」や「ケア労働者の大幅賃上げと職員配

置基準引き上げ」などをスローガンに掲げ、さ

らなるアクションを展開させた。

本稿では、エッセンシャルワーカーやケア労

働者の代表格である看護師や介護職など医療・

福祉分野の賃金水準を、その働きに報いる水準

にまで底上げするための有効な方策として注目

医療・福祉分野における
特定最低賃金新設の展望

小澤　薫・中澤 秀一

される特定最低賃金（旧産業別最低賃金）の展

望について考察する。具体的には、2019 年に

日本医労連が看護師および介護職の特定最低賃

金の新設を求めて、厚生労働大臣に提出した申

出書や 2006 ～ 2007 年に秋田県医労連が「秋田

県病院最低賃金」の新設を求めて、秋田地方最

低賃金審議会に提出した資料等の検討に加え

て、オーストラリアにおける産業別最低賃金の

状況なども紹介しながら、医療・福祉分野にお

ける特定最低賃金新設の可能性について論じて

みたい。

1　現行の特定最低賃金

現在の日本の最低賃金制度には、地域別最低

賃金と特定最低賃金（特定最賃）の二つが存在

する。本稿にて取り上げる特定最賃とは、特定

の産業または職業について設定される最低賃金

であり、最低賃金法第 15 条で規定されている

（以下、下線は筆者による）。同条１項では、

「労働者又は使用者の全部又は一部を代表する

者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚

生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該

労働者若しくは使用者に適用される一定の事業

若しくは職業に係る最低賃金（以下「特定最低

賃金」という。）の決定又は当該労働者若しく

は使用者に現に適用されている特定最低賃金の

改正若しくは廃止の決定をするよう申し出るこ
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とができる。」とあり、労働者や労働組合、使

用者を特定最賃に関する事項を申し出る主体と

して定めている。

また、第 15 条２項では、「厚生労働大臣又は

都道府県労働局長は、前項の規定による申出が

あつた場合において必要があると認めるとき

は、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意

見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の

決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若

しくは廃止の決定をすることができる。」とあ

り、特定最賃に関する事項の申出があった際に

は、厚労大臣または都道府県の労働局長が最低

賃金審議会の意見を聞いて、その決定を行う旨

を定めている。

さらに、第 15 条３項には、「第十条第二項及

び第十一条の規定は、前項の規定による最低賃

金審議会の意見の提出があつた場合について準

用する。この場合において、同条第二項中『地

域』とあるのは、『事業若しくは職業』と読み

替えるものとする。」とある。ちなみに第 10 条

２項は、地域別最低賃金の決定について「厚生

労働大臣又は都道府県労働局長は、（中略）最

低賃金審議会の意見の提出があつた場合におい

て、その意見により難いと認めるときは、理由

を付して、再び最低賃金審議会に再審議を求め

なければならない」ことを、第 11 条は、「最低

賃金審議会の意見に関する異議の申出」に関す

る事項を、それぞれ定めている条文であり、つ

まりは特定最賃も地域別最賃と同様の手続きが

取られるということである。

特定最賃の適用労働者数は約 292 万人（2021

年３月末現在）であり、都道府県別に特定の産

業ごとに 226 件が定められている（他に全国

単位が１件のみ定められている）。ほぼ、地域

別・産業別最賃ということになる。その水準は

地域別最賃とほとんど変わらないか、中には、

地域別最賃の水準を下回り、事実上効力を失っ

ている特定最賃も数多い。ちなみに、東京都や

神奈川県ではすべての特定最賃が地域別最賃を

下回っている状況である。このように現行の最

低賃金制度は、地域別最賃をベースとしてすべ

ての労働者をカバーしているのに対して、特定

最賃はマイナーな存在としてかろうじて残って

いるに過ぎず、ほとんど機能しているとは言え

ない状況である。

2　特定最賃を新設するまでの手続き

特定最賃を新設するまでの手順は以下のとお

りである１。まず、関係労使の特定最賃の新設

申出により、厚生労働大臣または都道府県労働

局長が、中央または地方の最低賃金審議会に諮

問を行う。各最低賃金審議会では関係労使から

意見を聴取したうえで新設の必要性について調

査審議を行い、必要性について答申することに

なる。ここでの答申が「必要性あり」だった場

合には、厚生労働大臣または都道府県労働局長

は再び各最低賃金審議会にその最賃額について

諮問することになる。最低賃金審議会は関係労

使から意見を聴取し、さらに関係労使が提出し

た意見書等をもとに最賃額を決定して、厚生労

働大臣または都道府県労働局長がこれを公示す

る手続きとなっている（図参照）。なお、新設

申出には、以下の２つのケースがある２。

①労働協約ケース（同種の基幹的労働者の
相当数について最低賃金に関する労働協
約が適用されているケースが該当）

関係労使の間で、同種の「基幹的労働者」の

相当数（原則として 1,000 人以上）に適用され

る賃金の最低額に関する合意（労働協約）があ
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医療・福祉分野における特定最低賃金新設の展望

る場合には、 ア . 基幹的労働者の２分の１以上

が労働協約の適用を受ける場合か、イ . 労働協

約の当事者の労働組合または使用者の全部の合

意により行われる申出であることのどちらかの

条件を満たすときに特定最賃の新設申出が認め

られている。

②公正競争ケース（事業の公正競争を確保
する観点から、同種の基幹的労働者につ
いて、最低賃金を設定することが必要で
あるケースが該当）

企業間、地域間または組織労働者と未組織労

働者の間等に特定（産業別）最賃の設定を必要

とする程度の賃金格差が存在する場合に適用

されるケースである。公正競争ケースについ

ては、1992 年に中央最低賃金審議会が了承し

た「『公正競争ケース』検討小委員会報告」（以

下、「検討小委員会報告」）では、（「労働協約」

ケースとは異なり）「申出の内容は個別の事案

により種々異なることが想定され、また賃金格

差の程度についてもその生ずる要因は多様であ

り、申出の要件として定量的要件を一律に付す

ことは適当ではない。」と定量的要件を設けて

いないが、その目安として「当該最低賃金の適

用を受けるべき労働者又は使用者の概ね３分の

１以上のものの合意による申出があったものに

ついては受理・審議会への諮問が円滑に行われ

ることが望ましい。」としている（下線は筆者

による）。

3　最低賃金制度の役割―分配の適
正さと交換の適正さ

前出の「検討小委員会報告」では、最低賃金

の役割の一つとして考えられる公正な賃金の確

保、つまり労働者の賃金の不当な切り下げに

よって競争することを防ぐという公正競争の確

保について、次のように整理している。公正競

争の概念は幅広く、他の法律における概念と最

低賃金法におけるそれとは必ずしも同一ではな

く、第１条にある法目的＝「労働条件の改善を

図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の

質的向上及び事業の公正な競争の確保に資する

とともに、国民経済の健全な発展に寄与するこ

と」のなかで、「公正競争の確保」は前段に掲

げられている「労働条件の改善を図る」という

第一義的な目的とは異なり、最低賃金の設定

により達成される副次的な目的であるとして

いる。2005 年に中央最低賃金審議会が了承し

図　特定最低賃金の新設決定までの流れ

資料：厚生労働省ホームページ掲載図を参考に筆者作成
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た「最低賃金制度のあり方に関する研究会報告

書」でも、このような考え方が継承されてい

る。「最低賃金制度の第一義的な役割は、すべ

ての労働者を不当に低い賃金から保護する安全

網（セーフティーネット）としての『一般的最

低賃金』としての役割であり、また、この役割

は最低賃金制度を取り巻く環境変化の中で、そ

の重要性は一層増していると考えられる。これ

に対して、公正な賃金の決定という役割は、こ

れを最低賃金制度に担わせるとしてもあくまで

第二義的、副次的なものであると考えられる」。

つまり、最低賃金審議会では、公正な賃金の確

保をそれほどまでに重視していないのである

（むしろ、軽視している）。同報告書では、（当

時の）産業別最賃が機能していないこと、サー

ビス経済化の進展により本来対象とすべき労働

者層のウエイトが減少の一途をたどったり、あ

るいは本来対象とすべき労働者が対象外となっ

たりすること等をふまえて、産業別最賃につい

ては「その廃止を含め抜本的な見直しを行う必

要がある」とさえ述べている。

いま一度、最低賃金制度の役割の一つである

公正な賃金の確保について、きちんと理論的に

整理をすることが重要だろう。この点に関し

て、労働法に詳しい神吉知郁子氏は次のような

整理を行っている。まず、神吉氏は労働契約

において最も重要な要素である賃金を、国家が

強制的に規制する最低賃金制度は、法的な原則

に照らせば契約の自由への介入にほかならない

が、それでも国家が介入する正当性があると

する。法原理的には、賃金が労働の対償である

以上、最低賃金には労働と賃金の交換レートと

しての適正な下限を定めるという「交換の適正

さ」が求められる。また他方で、最低賃金は労

働者の生活保障や格差を是正する機能も持ち合

わせており、「分配の適正さ」も求められる。

地域別最賃は両者のバランスをうまく図ること

が課題となるが、こと特定最賃に関しては、地

域別最賃による下支えがある以上（実際に下支

えが実現できているか否かは別にして）、「交換

の適正さ」、つまり、仕事の価値に見合った公

正な賃金が支払われるか否かを純粋に追求する

ことが可能であるとし、神吉氏は特定最賃には

賃金水準の引き上げを先導する役割を果たしう

ると評価している。後に取り上げるように、医

療・福祉分野における賃金水準を引き上げるこ

とは労働者だけの問題ではなく、政治にとって

も喫緊の課題となっている。看護師や介護職の

特定最賃新設はその切り札になると考える。次

に、実際に特定最賃の新設をめざした日本医労

連や秋田県労連のアクションについてみていこ

う。

4　日本医労連による特定最低賃金
新設の取り組み

日本医療労働組合連合会（日本医労連）は、

2019 年に厚生労働大臣に最低賃金法第 15 条の

１の規定に基づいて看護師および介護職におけ

る全国一律の特定最低賃金の決定（新設）を公

正競争ケースによって申し出ている。日本医労

連は、2018 年にも同様に特定最賃の新設につ

いて申し出を行っているが、厚生労働省労働基

準局賃金課の「公正競争ケースでの申出要件に

そぐわない」との判断から、中央最低賃金審議

会に諮問されることもなく却下されている。

2019 年の申出は前年のものを補強して再度提

出されたものである。

このように日本医労連には特定最賃の新設に

向けた取り組みの実績があり、今後の特定最賃
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をめざした運動にとって大いに参考になるだろ

う。改めて 2019 年に提出された「特定最低賃

金決定の申出書」（以下、申出書）の内容を確

認しておく。

ちなみに、公正競争ケースでの特定最賃新設

を申し出る際には、①申出を行う者が代表する

基幹的労働者又は使用者の範囲、②当該特定最

低賃金の適用を受けるべき基幹的労働者又は使

用者の範囲、③申出の内容 、④申出の理由（事

業の公正競争を確保する観点から同種の基幹的

労働者について特定最賃を設定することが必要

である理由）の４点を明らかにする必要があ

る。①について日本医労連は、看護師約 80,000

人の賛同を、介護職については約 15,000 人の

賛同をそれぞれ集めている。②については、申

出当時の日本国内における、日本標準産業分

類 831 に規定される病院を営む使用者に使用さ

れる看護師数は 869,757 人、日本標準産業分類

854 に規定される老人福祉・介護事業で直接介

護に従事する介護職員数は 1,831,000 人であっ

た。つまり、看護師については約 9.2％の、介

護職員については約 0.8％の賛同者を代表して

の特定最賃新設の申出ということになる。

本稿では、日本医労連が提出した申出書の内

容のうち、④申出の理由について検討したい。

日本医労連が看護師および介護職員の特定最賃

の新設を申し出た理由は、次の６点である。

第１－医療・介護等の事業の特殊性
申出書では、先述した「検討小委員会報告」

から「公正競争の概念は幅の広いものであり、

それぞれの法律の目的等によりその意味すると

ころは当然に異なる」を引用し、「医療や介護

の事業における非営利性や、公的産業ゆえにそ

の事業収入の大部分は診療報酬・介護報酬とい

う公定価格で定められ、医療法・医師法・保助

看法・介護保険法など様々な法的規制がかけ

られる」という医療・介護等の事業の特殊性を

考慮すると、現状ではこれらの事業に公正競争

が確保されていないとみなすべきと主張し、特

定最賃を新設する一つ目の理由として挙げてい

る。

第２－最低賃金法の法目的の観点
申出書では、看護師や介護職員の著しい賃金

格差は、看護師や介護職員の賃金抑制に作用

し、人材確保に支障をきたしており、その改善

なくしては最低賃金法に定められた法目的であ

る「労働者の生活の安定」や「労働力の質的

向上」は実現しないとしている。また、公正な

競争の阻害要因としては、事業収入の基礎が公

定価格で全国一律に設定されている事業におい

て、人件費を低く抑えた地方にある事業所が

利益を増やし、赤字の事業所を買収して事業拡

大を行うなどのケースが実際に行われており、

公正競争になっていないと判断できるとしてい

る。さらには、医療や介護の担い手である看護

師と介護職員において賃金抑制やそれに影響さ

れる離職者増と人員不足が改善されなければ、

現場で医療崩壊や介護崩壊を招くことになりう

るが、特定最賃の新設によって「賃金格差を解

消し、処遇の改善を図ることによって安定した

人材を確保し、医療・介護の安定した供給体制

を確保」につながれば、「国民経済の健全な発

展に寄与する」と、説明している。

第３－看護師や介護職員の賃金の地域間格
差をなくし、底上げする

申出書では、公定価格で決められ、事業者が

自由に価格設定をできない医療・介護等の事業

における公正競争とは何かを考慮すべきだと主

張する。公定価格が抑えられているために、使
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用者は賃金の上昇を抑制し、利益を確保する。

公定価格で事業収益が決められている以上、人

件費には水準の低い上限がかぶせられ、人員不

足であろうとも公定価格で賄える人件費の範囲

を超えた賃金設定は行えるわけがないため、労

働者側も賃金抑制を受け入れざるを得なくな

る。一方で、賃金水準を低く抑えられる地域で

は、さらなる賃金抑制の下で利益を増やし、人

件費水準が高く事業が成り立たなくなった地域

の医療・介護等の事業を買収するという仕組み

が成り立っていると現状を批判する。さらに申

出書は、そのような仕組みの中で、総じて賃金

抑制効果が働き続け、看護師や介護職員の賃金

は全産業平均と比べても低い実態となっている

のだと分析し、「賃金切り下げあるいは賃金引

き上げに対する強い抑止力が続く中で、専門職

としての最低限の賃金保障（ミニマム保障）を

定めることが、公正競争を確保し不当な切り下

げを防止することに該当する」と結論付けてい

る。

第４－なぜ全国を適用地域にしなければな
らないのか

全国一律の公定価格による事業収入を主とし

て事業が成り立ち、看護師はもちろん、介護職

員においても資格職が大多数であり、その資格

は全国どこでも通用する。したがって、働く地

域により賃金格差が生まれることは正さねばな

らぬ問題であり、その賃金格差を放置すること

が看護師や介護職の賃金が全産業平均と比較し

て低いことに直結している、つまりは看護師や

介護職の地域間にある著しい賃金格差は、「特

定の地域間」で生じる公正競争の阻害要因とし

てではなく、「全国どの地域でも起こり得る」

公正競争の阻害要因であると捉えるべきである

と日本医労連は主張し、全国一律の制度を求め

る理由としている。

第５－地方自治体・首長・国会議員等によ
る全国一律制への賛同

申出書で日本医労連は、看護師・介護職の全

国を適用地域とした特定最賃の新設を求めた意

見書が各自治体で採択されていることを挙げて

（2018 年 12 月時点では、「看護」23 自治体、

「介護」24 自治体で採択）、特定最賃の新設が

必要であることの理由としている。また、県知

事も全国一律最賃を求める声があがっているこ

とにも注目する（福井県の西川前知事、山形県

の吉村県知事など）。これらの地方の声は制度

を変える・創る時に大きな後押しになるだろう

とする。さらに、与党自民党内に全国一律の最

低賃金を目指す「最低賃金一元化推進議員連

盟」が設立されたことにも注目している。

第６－日本の最低賃金制度の特殊性
申出書で日本医労連は、世界の最低賃金制度

は、全国一律制が主流であり（ＩＬＯ調査報告

によれば、調査対象国の 58％）、特に発達した

資本主義国で最低賃金法制を定めている国は、

ほとんどが全国一律制度を採用し、地域別最低

賃金制をとっているのは９％に過ぎず、その多

くが発展途上国か連邦国家で、面積が大きく、

各地域の経済的な完結性が高く、かつ、地域間

の格差が大きい国であるとし、地域別最賃は日

本に相応しい制度ではないと批判する。さら

に、ＩＬＯ調査報告で日本の最低賃金制の特異

性があることを指摘していることを理由に加え

ている。すなわち、日本では 47 都道府県ごと

の地域別最賃のほかに、地域ごとに細かい特定

（産業別）最賃も設定されていて、複数の最低

賃金は最低賃金制を変質させる可能性が高く、

全国一律に向かう世界の動向とは真逆であると

する。

https://rodosoken.com/



33

以上が、日本医労連が看護師や介護職の特定

最賃の新設を申し出た理由である。医療・福祉

分野において公正競争が実現していない問題

と、地域別最賃の弊害とに大別されるだろう。

このうち後者に関しては申出書において、全

国一律の特定最賃制度が必要な理由を、看護

師、介護職それぞれについて議論を展開してい

るので、以下でその内容について検討するが、

前者についてさらなる理論的な整理が必要では

なかったか。先に述べたように、法原理的に特

定最賃に求められる役割は「交換の適正さ」で

ある。特定最賃と地域別最賃の役割分担を整理

し、「交換の適正さ」が医療・福祉分野では特

に実現されておらず、地域別最賃だけでは公正

競争の確保が難しく、特定最賃を新設する必要

性が高いことは明白である。

5　看護師に全国一律の最賃制度が
必要とされる理由

申出書では、看護師や介護職に全国一律の特

定最賃制度が必要な理由が述べられており、こ

こでは看護師について検討する。公定価格で賃

金が定められている看護師の賃金にはいくつか

の問題点があり、それらの問題点を解決するた

めに全国一律の最低賃金制度が必要な理由を次

の５点からの整理を行っている３。

第１に、医療業の賃金が他産業と比較して低

い実態にあり、これを是正していかなければな

らないからである。2018 年賃金構造基本統計

調査によると、医師を除く医療業の平均所定内

賃金は 296,928 円であり、全産業平均 306,200

円と比べ 9,272 円の差と、2017 年の差 8,942 円

からさらに格差は広がっているとしている。ま

た、看護師の平均所定内賃金 298,300 円と全産

業平均の差は 7,900 円（2017 年と比較して 3,200

円増）。さらに、国家資格を有する看護師と、

同じく国家資格を有する高等学校教員の賃金と

比較して、看護師 298,300 円に対し、高等学校

教員 413,600 円と 115,300 円の格差があること

を指摘している。看護師の 8 割以上を占める女

性の賃金実態では、高等学校教員（女性）との

比較では 40 歳代で 10 ～ 13 万円、50 歳代で 16

～ 17 万円の差が生じており、「社会的役割にふ

さわしいものとは決して言えない」としてい

る。さらに、看護師の年収の推移を賃金構造基

本統計調査からみると 2003 年＝ 4,211,200 円、

2018 年＝ 4,396,100 円と 16 年間で 184,900 円し

か上がっておらず、賃金抑制が顕著である実態

を指摘している。

第２に、最低賃金法第９条では、最低賃金は

労働者の生計費を考慮要素に挙げているが、最

低生計費調査の結果によれば全国で生計費に大

きな差はみられず、最低と最高額が時給で 221

円もの差がある現行の地域別最賃には問題があ

るからである。特に、日本医労連が問題視して

いるのは、同一のライセンスを取得し、全国共

通の診療報酬のもとで運営される医療機関にお

いて看護業務に携わっているにもかかわらず、

地域間、施設間、雇用形態（正規職員・パート

等）で大きな賃金格差があることである。日

本医労連による「2018 年賃金労働時間等実態

調査」によれば、看護師初任給で最高 247,650

円、最低 157,700 円となっており、その差は

89,950 円にも及んでいる。パート時給の比較で

も最高 2,400 円、最低 850 円と 1,550 円もの差

が生まれている。2021 年賃金構造基本統計調

査から県別に看護師の所定内賃金を比較する

と、最高額の東京で 333,300 円、最低額の宮崎
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で 242,000 円と 91,300 円もの差がある。上位５

県は地域別最低賃金のＡ・Ｂランクに属し、下

位５県は宮崎、佐賀、鹿児島、大分、長崎とＤ

ランクに集中している。地域別最賃と看護師を

含む医療・福祉業が深く相関している点を指摘

し、地域別最賃より高い水準での公正競争を確

保する特定最賃の設定が、労働力の県外流出を

防止し、とりわけ深刻な「看護師不足」を解消

し、地域医療を確保するうえで必要であるとし

ている。

第３に、現行の地域別最賃と深く相関した看

護師賃金の地域差は、全国同一の公定価格（診

療報酬）のもとで、医業利益にも地域差を生ん

でいるからである。厚生労働省の「平成 30 年

度 病院経営管理指標」によれば、医療法人を

開設者とする一般病院の指標をみると常勤看

護師一人あたりの人件費は九州が年間 5,043 千

円で、関東が 5,858 千円、中部が 5,465 千円と

なっている。そして、人件費をみると、賃金構

造基本統計調査 2021 年では、看護師の毎月決

まって支給される現金給与額で東京は 36.38 万

円であるのに対し、宮崎県で 25.99 万円、愛知

県 34.76 万円、全国平均は 33.24 万円である。

仮に、100 人規模の特養で、50 人の正規職員が

いるとすると、月額賃金の差だけみても、東京

都と宮崎県では 10.39 万円の差がある。月に約

520 万円もの差額となり、１年で 6,234 万円も

の差が出る。このように、地方圏で低く抑えら

れた人件費によってつくられる利益をもとに病

院買収し、グループ化するケースもみられるこ

とを申出書のなかでは指摘している。買収先の

病院ではグループ内の条件統一を理由に賃金・

労働条件を低いほうに揃える結果、さらなる利

益に結びついているともする。

第４に、ＩＬＯ看護職員条約・勧告を根拠

に、「病院の最低賃金」新設は、労働する施

設、地域または部門の如何を問わず、同程度な

ものであるべきであるとする国際的な要請にも

かなうものであるからである４。

第５に、看護においても非正規労働者が急増

し、外国人労働力の導入などの動きも始まって

いるなかで、医療・看護の質を向上させるため

に賃金格差の拡大を防止する手段を講じる必要

があるからである。ＩＬＯは、移民等の労働者

の権利と労働条件の保護に関する条約・勧告

（97 号条約、143 号条約、151 号勧告等）を採

択しており、国連では「移住労働者と家族の権

利の保護に関する国際条約」を採択している。

これらの国際条約の見地からも現状の地域ごと

に格差の大きい賃金を是正する措置が求められ

る。申出書では、これ以上の低賃金・無権利労

働者の拡大を防止し、看護の質を担保する上で

も、看護師の全国を適用範囲とする特定最賃の

新設が必要であるとしている。

「いつでも、どこでも、誰でもが安全・安心

の医療・看護」を受けられることは、国民の切

実な願いであり、強い要求であるとする日本医

労連は、一定レベル以上の医療・看護水準を確

保するためには、全国共通の診療報酬に、看護

職員をはじめ医療労働者の労働単価を正当に反

映させることが重要であると主張している。

2017 年に日本医労連が行った「看護職員の労

働実態調査」によれば、医療労働者のなかで健

康への不安を訴えているのが７割に及び、「慢

性疲労」も７割に達している。また、妊娠時の

状況については、３人に１人の割合で「切迫

流（早）産」、約１割で流産となっており、母

性も危ぶまれている。さらに、看護師の約７割

が仕事をやめたいと思いながら働いている。や

めたい理由は「仕事がきつい」「賃金が安い」
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「休暇が思うように取れない」が上位にあがっ

ている。仕事の達成感でも「十分な看護ができ

ていない」と思っているのは約５割に達し、そ

の理由として人手不足による忙しさを挙げてい

る等の過酷な労働実態を報告されている。こう

した労働環境を改善するためには、医療労働者

の数を増やすとともに、仕事に見合った賃金が

支払われること、つまり「交換の適正さ」が実

現することが必要であり、その土台となるのが

全国一律で特定最賃を設定することなのであ

る。なお、病院では看護師以外の職種も多く働

いているが、看護師は職員の半数を占める基幹

的労働者である。看護師に特定最賃を設定する

ことは、診療所を含む医療機関に働く他の労働

者（職種）にも影響を与え、多くがライセンス

労働者である医療労働者全体に影響を与えるこ

とを申出書では付け加えている。

6　介護職に全国一律の最賃制度が
必要とされる理由

申出書のなかで日本医労連は、介護職につい

ても全国一律の最低賃金制度が必要な理由を説

明している。高齢化や認知症の増加等により、

介護職の人手不足は深刻であり、その要因は介

護従事者の仕事に見合っていない低賃金にある

とする。介護事業は、人件費の割合が高く、介

護報酬の引き下げが繰り返される中で、利益確

保のために人件費が調整弁とされることが多

い。また、2019 年４月からは在留資格「特定

技能」が創設され、介護分野へも適用されるこ

とにより、より安価な労働力確保に傾斜する懸

念も出てきている。他方、外国人労働者の立場

に立てば、地域別に賃金に格差があるなかで、

より賃金の高い地域に集中することが容易に予

想される。介護事業は医療事業と同様に、基本

的に全国一律の公的介護保険制度・介護報酬に

よって運営されているにもかかわらず、施設間

や地域間で大きな賃金格差が存在することは不

合理であり、公正な競争を妨げているとする。

賃金水準の地域格差を前提として、固定化し拡

大する「報酬の地域区分」ではなく、賃金全体

の底上げが必要であり、そのためには全国一律

の最賃制度でなければならないと主張する。

申出書において、介護職に全国一律の最賃制

度が必要とされる理由として、以下の７点を挙

げている。

第１に、将来に展望がもてるようになるため

には賃金の底上げが必要だからである。介護職

の賃金は、もともと低い上に介護保険制度の開

始以降に減少してきた経過があり、とりわけ世

帯形成期以降の中高年層の賃金の減少幅が大き

い。介護職の賃金カーブは、勤続年数を重ねて

もほとんど上昇せず、将来に展望のもてない賃

金が離職の大きな要因になっている。

第２に、看護師と同様に、介護職の専門性、

社会的役割にふさわしい賃金水準が確保されて

いないからである。

第３に、介護職は、同一のライセンスを取得

し、全国共通の介護報酬のもとで経営される介

護事業所で介護業務に携わっているにもかかわ

らず、地域間、施設間、雇用形態（正規職員・

パート等）で大きな賃金格差があり、この格差

を是正しなければならないからである。

第４に、介護の質を確保するためである。介

護保険制度のあり方を議論している財政制度審

議会は、介護保険制度においては事業者が介護

サービスの公定価格（厚生労働大臣が定める基

準により算定した額）を下回る価格を設定する

ことが可能となっていることを前提に、事業者
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間のサービス価格の競争を促し、サービスがよ

り安価に提供される仕組みの構築を目指してい

る。このような不公正な競争を抑止し、介護の

質を確保するために、介護職の賃金の下限を設

定する必要がある。

第５に、介護職全体の賃金水準を引き上げ

るためである。介護職の人材確保対策として

2009 年から取り組まれている処遇改善は、加

算（介護職員処遇改善加算）での対応となって

いる。介護職全体の賃金水準を引き上げるため

には、賃金のベースアップが必要である。しか

し、加算はベースアップを要件としていないた

め、実際の賃金改善方法でベースアップを実

施している事業者は加算を取得した事業所の

22.5％にとどまっている（厚生労働省「平成 29

年度介護従事者処遇状況等調査」）。介護職の専

門性にふさわしい最低賃金を設定することによ

り、事業所はベースアップを余儀なくされ、加

算が適正に活用される。それだけにとどまら

ず、「各サービスの基本サービス費」における

適切な人件費水準が明確になるため、介護報酬

自体の適正化を生み出すことにもつながる。介

護職の最低賃金を設定することは、介護職全体

の賃金水準を引き上げることに大きな役割を果

たすことになる。

第６に、介護労働者の定着を図るためであ

る。厚生労働省が、この新人材確保指針の視点

に沿った人材確保のための取り組みを総合的に

講ずる必要があるとして整理した「人材確保

指針に関連する厚生労働省の取組について」

（2012 年度）においては、給与について、「キャ

リアと能力に見合う給与体系の構築等を図ると

ともに、他の分野における労働者の給与水準、

地域の給与水準等も踏まえ、適切な給与水準を

確保すること。なお、給与体系の検討に当たっ

ては、国家公務員の福祉職俸給表等も参考とす

ること」としている。若年層から魅力ある仕事

として評価・選択され、従事者の定着を図るた

めに、介護職全体の処遇改善、賃金の底上げの

ための実効ある措置として、介護職の最低賃金

の設定が必要である。

第７に、低賃金・無権利労働者の拡大を防止

するためである。介護分野は、非正規労働者が

多く、施設で４～５割、在宅では８割が非正規

雇用である。介護事業所は、不動産業界等の異

業種からの参入も増加している。低賃金・無権

利労働者の拡大を防止し、介護の質を担保する

うえでも、介護職の全国一律最低賃金の設定が

必要である。

介護の現場は、人手不足の中で疲弊してお

り、介護福祉士養成校の定員割れや介護事業所

の倒産も相次いでいる。日本医労連は申出書に

おいて、介護職の賃金水準の引き上げと労働環

境の改善は、国民の願いにこたえる介護を実

現するために、喫緊の課題であり、介護職の全

国一律の特定最賃の設定が、介護事業における

「公正競争」の確保とともに、「安全・安心の介

護」の実現に大きく寄与するとしている。しか

し、ここでは仕事に見合った賃金が支払われる

こと、つまり「交換の適正さ」を実現させるこ

との意義と、全国一律の最低賃金制度を実現さ

せることの意義とがきちんと整理されていない

のではないか。

小括

2019 年の日本医労連による看護師や介護職

における特定最賃の新設を求めた厚生労働大臣

への申出もまた、公正競争ケースに必要な賛同

者数を集約できず、中央最低賃金審議会に諮問

されず却下されている。次の秋田県医労連の事
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例にも関わるが、全国一律の特定最賃を求める

のと、地域別の特定最賃を求めるのではかなり

難易度に差がある。もちろん、全国一律の特定

最賃の実現は大きな意義があり、特に看護師や

介護職の場合は労働者の報酬じたいが公定価格

となっているため、最終的には特定最賃が新設

されるならば全国一律がめざされるべきであろ

う。しかしながら、最低賃金審議会への諮問の

要件を満たすのが難しいのであれば、先に要件

を満たし易い地域で特定最賃の新設をめざす戦

略を選択してもよいのではないか。これは地域

別最賃制度にも言えることであるが、中央から

変えるのか、地方から変えるのか、きわめて重

要な戦略の選択である。次に、地方から最賃を

変える戦略の一手として秋田県の事例をみてい

こう。

7　秋田県医労連による看護師の産
業別最賃新設の取り組み

特定最賃新設の取り組みは、先に紹介した日

本医労連が初めてではない。2006 年に日本医

労連に加盟する地方組織による一斉の取り組み

が行われている。同年３月には岩手、秋田、山

形、福島、長野、島根、山口の７県で、病院の

看護師、准看護師を対象とする産別最賃（当

時）の新設への意向を各県労働局に表明し、同

年７月には全国で初めて秋田県医労連が看護師

や准看護師の産業別最賃である「秋田県病院最

低賃金」の新設を公正競争ケースで秋田県労

働局長に申し出ている５。そして、翌年の 2007

年にも同様に申し出ており、ここでは 2007 年

の秋田地方最低賃金審議会に置かれた「秋田県

産業別最低賃金に関する特別小委員会」の資料

をもとにして、地方から最賃を変える可能性に

ついて考えてみたい。

秋田県医労連では、公正競争ケースでの産業

別最低賃金の新設をめざして、当時秋田県にお

いて、病院を営む使用者に使用される看護師・

准看護師の免許を取得し、業務に従事する者が

6,519 人のところ、4,139 人が秋田県病院の最低

賃金の新設の申し出を行った（病院で働く看

護職員の 63.5％が決議と署名を行ったことにな

る）。秋田県医労連が挙げた秋田県病院におけ

る最低賃金の新設を求める理由とは、看護師不

足の解消をめざして県内で働く看護師に働きや

すい環境を整備するため、地域間、病院間、雇

用形態に存在する大きな賃金格差を是正するた

め、一定レベルの医療・看護水準を確保するた

め、未組織労働者の賃金格差を是正するため、

病院で働く労働者の約半数を占める看護師・准

看護師は病院における基幹労働者であり、その

最低賃金を定めることは医療労働者全体に影響

を与えるため等であった。 

実に６割を超える看護職員の賛同を集めるこ

とによって、秋田県労働局長は「秋田県病院最

低賃金」の新設の必要について、秋田地方最低

賃金審議会に諮問することになった。その後、

同審議会において看護師の産業別最賃の必要性

について審議されたのであるが、秋田地方最低

賃金審議会に置かれた秋田県産業別最低賃金に

関する特別小委員会が最終的に下した結論は、

「（看護師の産業別最低賃金の新設決定につい

て）必要性有りとすることはできない」という

ものであった。このような結論に至ったのは、

同小委員会では全会一致でまとまらなかったか

らである。ここでは使用者委員の賛同を得るこ

とができなかった。では、使用者側はどのよう

な意見で新設を反対したのか。委員会に提出さ

れた使用者意見では、看護師・准看護師の勤務

医療・福祉分野における特定最低賃金新設の展望https://rodosoken.com/
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する事業所は病院や診療所に限らず、介護・福

祉の分野に及ぶこと、同じ病院でも特定機能病

院・救急告示病院、一般病院を始め、精神科病

院・療養病床病院などがあり、その業務内容は

看護必要度などにおいて相当の違いがあるこ

と、診療所においては入院施設を有しない医院

が多く、急性期病院とは労働内容や労働密度に

おいて相当の違いがあること、病院において従

事する労働者は、医師、薬剤師、放射線技師、

臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、管理

栄養士、臨床工学技師など多数の専門職が存在

し、看護職のみに産業別最低賃金を設定すべき

ではない等が挙げられている（平成 19 年度第

２回秋田地方最低賃金審議会資料より）。

これらの使用者側の産業別最低賃金の新設に

対する反対は、法の趣旨に合っているとは言い

難い。仮に、これらの理屈が通るとすれば、す

でに産業ごとに設定されている最低賃金そのも

のが否定されてしまうことになってしまう。ま

た、審議の過程で使用者側から出された意見

は、「基本は労使自治」という考えに基づいて

いた。公益委員でさえも「賃金問題は企業内の

賃金配分・成果配分の問題である」と述べてい

る。最低賃金制度とは、政治が賃金に政策的に

関与できる制度であることの認識が審議会委員

に欠けていることは由々しき問題である。そし

て、この問題は秋田県に限ったことではなく、

すべての地方最低賃金審議会が抱えている問題

でもある。最低賃金制度の役割の整理がなされ

ないまま、「労使自治」として制度が運用され

るならば、最低賃金法の目的を達成することは

できるはずがないだろう。

ちなみに、当時の関係者の証言によると、審

議会の労働者代表はとても協力的で、公正競争

ケースで審議しようと積極的に発言していたそ

うである。しかし、事務局と使用者代表が新

設に消極的であったため、審議会は全会一致

で新設を認める結論にならなかった。全会一致

にならなかった理由の一つには、秋田県医労連

は看護師最賃を新設するために、県内看護師の

６割を超える署名を集めたが、使用者側から

看護師が産業の主要な職種と言えるのかという

疑問が呈され、それを否定できなかったことが

ある。病院では、医師はもちろんのこと、看護

師、薬剤師、作業療法士、理学療法士、臨床検

査技師、臨床工学技士、社会福祉士などの医師

をサポートする専門職のほか、管理栄養士、調

理師、医療事務、リネン管理、清掃スタッフな

どさまざまなスタッフが働いている。「平成 29 

年 病院運営実態分析調査の概要」（一般社団法

人全国公私病院連盟）によると、一般病院 100

床あたりの職員数は 172.4 人で、職種別にみる

と、医師 20.8 人、看護部門職員 97.2 人（うち

看護師 84.4 人）、薬剤部門職員 5.1 人、放射線

部門職員 4.7 人、検査部門職員 6.1 人、リハビ

リ部門職員 8.6 人、栄養（食事）部門職員 3.4 

人等となっている。つまり、病院職員に占める

看護師の割合はおよそ５割である。

全会一致に至らなかったもう一つの理由は、

労働協約ケースであれば審議するが、公正競争

ケースでは審議できないという事務局の主張で

あった（過去に確認された審議会の申し合わ

せ）６。秋田県医労連では初任給を最低賃金と

みる労使協定が多かったが、企業内最賃協定

書は多くはなかった。そのため、公正競争ルー

ルでの申し立てを行ったが、結果としてそれを

理由に審議がなされなかった。なぜ、労働協約

ケースでの申出のみが審議の対象なるのか、公

正競争ルールでの申出の重要性について、いま

一度議論する必要があるだろう。
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8　海外の事例（オーストラリアの
しくみ）

ここでは職業別最低賃金が広く適用されてい

るオーストラリアの最賃事情を紹介する。オー

ストラリアでは、フェアワーク委員会（Fair 

Work Commission：FWC） が 最 低 賃 金 額 を

設定している。フェアワーク委員会は、2010

年の労使関係法改正及び新職場関係法（Fair 

Work Act）の施行により設立された独立機関

で、最低賃金の設定をはじめ、アウォード（労

働裁定）の制定、協約の承認、不当解雇への対

応、労使交渉や労働協約に関する勧告、職場に

おける労働争議の解決に向けた労働者と雇主へ

の支援等を行っている。

最低賃金は、一部の例外を除いたすべての従

業員に適用される（21 歳未満の者、支援賃金

制度の労働者、実習生と研修生については、こ

れより低い賃金水準が設定される）。最低賃金

額は毎年見直しが行われ、例年７月１日に改定

される。2022 年７月から 2023 年６月の全国の

最低賃金は、前年から 5.2％引き上げられた。

時給は 21.38 豪ドル（約 2,010 円※１豪ドル＝

約 94 円）で前年の 20.33 豪ドルから１豪ドル

増加している。週給では 812.60 豪ドルとなる。

あわせて、職業別に定められた労使裁定におけ

る最低賃金（2022 ／ 2023 年度）は 4.6％引き

上げられた。これらの決定の背景として、イン

フレによる生活費の急激な上昇と、失業率の低

下など雇用状況の改善が挙げられていた。

この決定による国の最低額、職業別の最低額

は、少なくとも 270 万人の労働者に影響を与

え、７月１日から発行される。なお、新型コロ

ナウイルスの影響が大きく、回復が遅い一部の

部門（航空、観光、ホスピタリティ部門）につ

いては、10 月１日からの発効となる。なお、

経済界からは、雇主に 79 億豪ドルの追加コス

トを捻出させるもので、経済全体へのリスクを

高めること、それがインフレをさらに強めるも

のになるという懸念が示されている。今回の決

定を受けて、アルバニージー首相は「われわれ

が低賃金労働者を支援するために闘ったおかげ

で、素晴らしい結果を得ることができた」と歓

迎している。

オーストラリアの職業別の最低賃金は、オ

ンラインで確認ができる。職業、経験、勤務

時間、有給の有無などによって設定されてい

る。 例 え ば、Child care worker（ 保 育 士 ）

＝ 21.85 豪 ド ル（ 約 2,054 円 ）、Aged care 

employee（介護職）＝ 22.67 豪ドル（約 2,131

円）、Enrolled nurse（准看護師）＝ 25.22 豪ド

ル（約 2,370 円）、Registered nurse（看護師）

＝ 26.98 豪ドル（約 2,536 円）である。

9　特定最低賃金・職業別最低賃金
の可能性

本稿では、看護師や介護職における特定最低

賃金の新設の意義について論じてきたが、他の

産業・職種でも特定最賃のもつ可能性について

さまざまな研究者が論じている。

女性労働論を専門とする蓑輪明子氏は、やは

り賃金が低水準に抑えられた業界である保育業

界について、その解決策として「保育最賃」を

提案している。一般的に、保育労働者の賃金水

準として公務員準拠が挙げられるが、低すぎる

若年賃金水準、非正規率の高さ、ワーキングプ

ア層の広がり等を考量すれば、保育産業全体

の最低賃金規制を、最低生計費プラスアルファ

医療・福祉分野における特定最低賃金新設の展望https://rodosoken.com/
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の水準で構築することが必要であると説く。そ

して、その具体策として、①特定最賃制度の活

用と、②公契約条例をあげている。①について

は、本稿で主に論じてきたので、ここでは公契

約条例について触れておきたい。

近年、自治体で制定が拡がっている公契約条

例であるが、公契約条例には２つのタイプがあ

り、一つは適切な労働条件の確保などを目標に

掲げつつも、それを実現する具体策を設けては

いない理念型である。もう一つは公の仕事を受

託した業者に、労働者に支払う賃金の最低額を

契約で義務付ける賃金条項型である。2022 年

８月現在では、全国 77 自治体（賃金条項型 27

自治体、理念型 50 自治体）で公契約条例が制

定されている。例に挙げると、保育士の下限報

酬額は、千葉県野田市では 1,084 円、東京都足

立区では、有資格 1,194 円・有資格以外の職種

1,094 円等が設定されている。

公契約条例は、最賃制度とは異なり、労働者

へ支払われる賃金を法権力で強制するのではな

く、自治体と業者の間の契約により賃金を“整

える”ものである。賃金条項型公契約条例の下

限報酬額の算出根拠と具体的な金額の決め方

は、仕事の内容や必要となる技能などを反映さ

せることが期待されている。現在では、地域別

最低賃金額や当該自治体職員の初任給、生活保

護基準などがその算出根拠となっており、それ

らがそもそも低水準で生計費原則の観点から問

題をはらんでいることをみれば、まだまだ試行

錯誤の段階である。しかしながら、条例賃金は

どこでも地域最賃額を上回っており、最賃と条

例賃金、公務員賃金、民間賃金がリンクして、

その地域の賃金水準の底上げに関して大きな役

割を果たしていることは確かである。

仕事に応じた最低基準を設定し、上乗せをは

かることは、重層的な賃金規制を可能にする。

そのことによって経済に「正義」がもたらされ

ると蓑輪氏は主張しており、ベースとなる全国

一律の最低賃金（１日８時間働けば普通に暮ら

せる）があり、その上に特定最賃や公契約によ

る条例賃金が設定されるというのが理想的な形

であろう。

賃金論の業績も多い労働社会学者の木下武男

氏は、最低賃金が後追いする低賃金の社会的相

場は、低熟練労働者の職種別賃金であると説明

する。そして、この低熟練労働者の職種別賃金

は家族形成可能な「一人前賃金」の水準になる

とする。

この「一人前」をどう考えるかであるが、

（家族成員すべての生計費を充たせることはで

きなくとも）少なくとも家族形成が照準に見え

てくるような水準でなければならないだろう。

筆者が全労連地域組織との共同で実施している

最低生計費試算調査では、若年単身者の最低生

計費を月額約 24 ～ 26 万円、年額 300 万円程度

との結果が出ている。また、同調査では子育て

世帯の最低生計費試算も行っているが、30 代

夫婦＋子ども２人の４人家族の最低生計費は年

額 550 ～ 600 万円との結果が出ている。つま

り、単身者の最低生計費月額約 24 ～ 26 万円が

２人分になると、家族４人分の生計費が賄える

計算である。もちろん、成人２人がともにフル

タイムで働くという前提であるので、さまざま

な条件が整っている必要があるが、少なくとも

家族形成が照準に見えていることは確かであ

る。では、最低生計費月額約 24 ～ 26 万円とは

時給換算すると、どれくらいの水準なのか。労

働時間によっても変動するが、少なくとも時給

1,500 円に相当する。したがって、ベースとな

る全国一律の最低賃金の水準（１日８時間働け
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ば普通に暮らせる）とは、現時点では 1,500 円

を目安にすればよいのである。ベースとなる地

域別最賃が、全国一律制度となり、時給 1,500

円、つまり、どこでも１日８時間働けば普通に

暮らせる水準に到達していれば、エッセンシャ

ルワーカーやケア労働者の賃金が、たとえ最賃

の１割増しであったとしても、現在とはかなり

意味合いが異なってくるだろう。

おわりに

2007 年の最低賃金法改正により、地域別最

賃のみに考慮要素（労働者の生計費、賃金、通

常の事業の支払い能力）の規定が及ぶようにな

り（第９条２項）、さらに同条３項として生活

保護を下回らないような水準になるような配慮

が求められたのには、地域別最賃には社会保障

制度と同様に生活保障や格差を是正する所得再

分配機能＝「分配の適正さ」がより重視されな

ければならないという含意があったと考えるべ

きである。つまり、地域別最賃には、その金額

で人間らしい生活が送れるか否かの絶対的最低

基準が問われなければならない。全労連とその

加盟地域組織を中心に取り組まれている最低生

計費試算調査が最賃運動で力を発揮しているの

は、絶対的最低基準については他にはないエビ

デンスを提供しているからである。

一方で特定最賃には、その産業の賃金構造に

鑑みて、たとえば初任給がその産業のスタート

ラインの賃金として妥当であるというコンセン

サスがあればその額に、またはその産業におけ

る平均賃金や中位賃金の５割といった相対的最

低基準が問われるべきだと、前述の神吉氏は説

く。それは、特定最賃に求められる役割が、

「交換の適正さ」であるからである。しかしな

がら、現行の特定最賃には地域別最賃のような

考慮要素の法規定は明記されてない。法律で定

められているのは、地域別最賃を上回るもので

なければならないという一点のみである（第

16 条）。したがって、今後また関係労使からの

申し出により看護師や介護職、保育士などの特

定最賃の新設が決定したとしても、最低賃金審

議会にて最賃額を決定することは実際のところ

困難なのではないだろうか。その法的根拠がな

いからである。今後、特定最賃の役割について

法律にきちんと明記し、地域別最賃と同様に考

慮要素の規定を新たに設けることを要求する運

動も展開する必要がある７。

これまでにみてきたように、特定最賃の新設

のハードルは決して低くはない。だからこそ、

世論の後押しが必要で、そのためには社会の共

感を創り出すことが重要である。ただ、現在そ

れを進めやすい環境になりつつある。労働者の

賃金が、その仕事の価値に合致していない、そ

の社会的役割にふさわしくないことは、いまや

世界では非常識である。現在のトレンドはＥＳ

Ｇ投資である。現在、環境（Environment）や

社会（Social）に配慮して事業を行っていて、

適切な統治（Governance）がなされていない

企業あるいは国からの投資離れが急速に進んで

いる。「新しい資本主義」の実現を政治目標に

掲げる岸田政権は、デジタル、グリーン、人へ

の投資の３分野に重点を置いているが、このう

ち人への投資に関して、政府は看護師や介護職

などのエッセンシャルワーカーやケア労働者の

低賃金問題を今後放置することはできなくなる

だろう。看護師や介護職における特定最賃の新

設を求めるならば、「交換の適正さ」の観点を

もっと強調すべきであると考える。

医療・福祉分野における特定最低賃金新設の展望https://rodosoken.com/
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医療・福祉分野における特定最低賃金新設の展望

（おざわ　かおる・新潟県立大学准教授、
労働総研理事）
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１　特定最賃の改正や廃止も同様の手続きをとる。
２　昭和 61 年２月中央最低賃金審議会答申「現行産業別最低賃金の廃止及び新産業別最低賃金への転換等について」
３　一部、引用されているデータを最新のものにアップデートしている。
４　ＩＬＯ看護職員条約・勧告（1977 年）「Ⅶ 報酬　25（1）看護職員の報酬は、看護職員の社会的及び経済的必要、資格、

責任、任務及び経験に相応する、看護職に固有の拘束及び危険を考慮に入れた、看護職員をその職業に引きつけかつ留
めておくような水準に決定されるべきである。（2）報酬の水準は、同様な又は同等の資格を必要とし及び同様な又は同
等の責任を負う他の職業の報酬の水準と同程度なものであるべきである。（3）同様な又は同等の任務を有し及び同様な
又は同等の条件の下で労働する看護職員の報酬は、労働する施設、地域又は部門の如何を問わず、同程度なものである
べきである。（4）報酬は、生計費の変化及び国内の生活水準の向上を考慮に入れて随時調整されるべきである。（5）看
護職員の報酬は、なるべく、労働協約によって決定されるべきである。」

５　日本医労連ホームページより。「秋田県医労連『看護師最賃」』を申請－産別最賃へ歴史的一歩」http://www.irouren.
or.jp/old/jp/html/menu11/2006/20060731225318.html（2022 年５月 25 日最終アクセス）

６　前出の「検討小委員会報告」（1992 年）では、（産業別最賃は）労働協約ケースを中心に想定していたものと理解する
ことが適当である点、「関係労使が労働条件の向上又は事業の公正競争の確保の観点から地域別最低賃金より金額水準の
高い最低賃金を必要と認めるものに限定して設定すべき

0 0 0 0 0 0 0 0 0

」点の２点を基本的前提にしている（傍点は筆者による）。
７　これとは別に、地域別最賃の考慮要素の一つである通常の事業の支払い能力については、最賃引き上げを阻んできた

主な要因となっており、最低賃金法の条文から削除することを要求する必要がある。

（なかざわ　しゅういち・静岡県立大学短期大学部
准教授、労働総研理事）
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が

急速に拡大したのは、ドイツも日本もほぼ同時

期の 2000 年春以降であった。COVID-19 は、

疫学上の大問題であると同時に、感染拡大防止

のために経済・社会・教育・文化等の諸分野に

行動制限措置をもたらし、既存の医療保障制度

をはじめとする社会諸制度に大きな負荷をもた

らしている。

ドイツの「新型コロナ特例」は、大量失業を

回避する手段としての労働市場政策、とりわけ

「操業短縮手当」の適用条件を夫幅に緩和し、

その適用件数がピーク時には 600 万人の失業

回避に役立つものとして日本でも注目された。

他方日本では、雇用調整助成金の特例措置が

2020 年４月に始まり、2022 年 11 月末までを予

定して実施中である。

パンデミックは、労働市場政策の機能やその

問題点を、一気に試練に転化した。政策・制度

に対する「ストレス・テスト」（耐性力試験）

として、大きな負荷を与えた。大量失業の発生

を回避し、感染拡大防止と経済活動を両立させ

る接点として、ドイツ労働市場政策の２つの問

題、第一に、ハルツ改革Ⅳまたは失業給付Ⅱの

問題点の克服をめざす首都ベルリンでの「ベー

シックインカム」１の実験、第二に、大量失業

予防策としての「操業短縮手当」の機能につい

て取り上げる。

新型コロナ禍における
ドイツの労働市場政策

松丸 和夫

1　ベルリンの労働市場政策の実験

2019 年７月、ドイツの首都ベルリンで、

「ベーシックインカム」の実験が始まった。ベ

ルリンの 1,000 人の長期失業者（失業期間１年

～２年以上）を対象に、社会保険適用義務のあ

る雇用を提供するという実験である。事業期間

は、2019 年７月１日から 2025 年 12 月 31 日ま

でとされた。ミカエル・ミュラー（社会民主

党）市長（当時）の発意で、ベルリン市議会の

承認を経て実験が開始された。その後 2021 年

12 月に市長は、フランツィスカ・ギファイ（社

会民主党）に代わった。ベルリン市長としては

歴史上２人目の女性市長である。

これまで「ベーシックインカム」の構想は多

方面から提唱されてきたが、法令に基づく一国

の制度として導入された例は、世界にまだな

い。そもそも「ベーシックインカム」とは何か

をめぐっても、その定義、目的、財源、既存の

福祉諸制度との関係等々をめぐって種々の議論

と構想があることはよく知られている。一方で

それらの議論を意識しつつ、この実験の背景と

目的、パイロット・プロジェクトの内容、今後

の見通しについて述べる。

（１）ハルツ改革への批判

ド イ ツ で は、2005 年 に 社 会 民 主 党 政 権

新型コロナ禍におけるドイツの労働市場政策https://rodosoken.com/
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（シュレーダー元首相）のもとで、労働市場

改革の総仕上げとして、ハルツⅣ法が施行

された。それまで失業者に給付されてきた

失業保険金（Arbeitslosengeld）と失業扶助

（Arbeitslosenhilfe）が再編されて、現行の失

業給付Ⅰと失業給付Ⅱに変更された。

失業給付Ⅰは、社会法典Ⅲを根拠法として、

賃金の 2.4％（原則 3.0％）の保険料率（労使折

半）で徴収される失業保険料をその財源とし

ている。2022 年 12 月まではこの軽減料率が予

定されている。ドイツの失業保険制度は、ミニ

ジョブ（稼得額の僅少な仕事）や老齢年金支給

開始年齢に達した人、公務員等を除き、労働

報酬を得て働く被用者すべてと職業訓練中の

人（職業訓練生）が適用対象となる。失業給付

Ⅰの受給要件は、65 歳未満で週 15 時間以上の

就労が可能で失業していることを連邦雇用エー

ジェントに申告・登録した人のうち、離職前２

年間で通算 12 カ月以上の失業保険料の納付実

績があることとなっている。失業給付Ⅰの給付

水準は、離職前の税・社会保険料を控除した純

報酬額の 60％相当、扶養する子が１人以上い

る場合は 67％相当となる。いわゆる資力調査

（ミーンズテスト）は課されない。

他方、失業給付Ⅱは、社会法典Ⅱを根拠法と

し、財源は連邦政府の一般財源であり、住居費

と暖房費に限り、連邦政府と地方自治体が財源

をシェアしている。かつては、旧失業保険金の

給付期限が過ぎてもなお失業している求職者に

対して、一定の要件を満たした場合に、無期限

で支給されていた「失業扶助」の機能の一部を

継承するとともに、公的扶助としての社会扶助

（Sozialhilfe）受給者の内、就業能力のある人を

この失業給付Ⅱに移行させ、就労インセンティ

ブを高めようとする施策として始まった。15

歳以上 65 歳未満の人で、１日３時間以上の就

労が可能で、本人および本人と同一生計で生活

する者が、本人の能力と資金では生活するため

に必要な収入を満たすことができない要扶助状

態にあることが受給要件となる。失業給付Ⅱの

給付額は、成人単身者の月額 449 ユーロ（2022

年１月現在）を基準に、世帯構成により加算や

減額措置がとられている。

この失業給付Ⅱをめぐっては、一定の経過措

置や基準額の引き上げがなされてきたとはい

え、旧来の失業扶助の受給者にとっては、給付

額の削減や打ち切り、低賃金のミニジョブへの

駆り立てがなされる等の厳しい内容であった。

また、社会扶助を受給していた人のうち、就労

可能であると認定された場合、「給付に先立つ

就労斡旋」が重視されたことにより、事実上低

賃金の仕事に就くことが強要された。稼働労

働、就労能力の有無にかかわらず、すべての市

民に無条件で基礎所得を保障しようとする無条

件基礎所得（ベーシックインカム）が提唱され

る背景には、「働かざる者食うべからず」への

異議が込められている。

ドイツでは、2005 年以降、ハルツⅣは人権

侵害だとの反発や批判が充満してきた。今日で

もハルツⅣの見直し、とりわけ失業給付Ⅱの廃

止を求める声は強い。

（２）連邦憲法裁判所の違憲判決

失業給付Ⅱへの反発や批判を正面から受け止

めた判断が、2010 年２月９日、カールスルー

エの連邦憲法裁判所によってなされた。同裁判

所は、2005 年に導入されたハルツⅣ制度を「憲

法違反」であると断定し、連邦政府に対して失

業給付Ⅱの算定方法を改善するよう命じた。こ

の裁判の原告は、失業給付Ⅱを受けている子ど
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ものいる三世帯であった。

判決文の前文には、ドイツの憲法である基本

法第１条と第 20 条にもとづく基本解釈が４点

にわたって述べられている。ハルツⅣ法の、実

際の運用が依拠すべき基本法上の原理・原則が

次のように要約されている。

「1．基本法第１条第１項にもとづく人間と

してふさわしい最低限度の生活保障に対する

基本権は、第 20 条第１項の社会国家原則と

相俟って、その肉体的な生存と社会的、文化

的、政治的生活における最低限の参加にとっ

て欠かすことの出来ないあらゆる物的な諸前

提を扶助を必要とする人の誰にでも保障して

いる。

2．基本法第１条第１項にもとづくこの基

本権は、保障されるべき権利として、同法第

20 条第１項と相俟って、すべての個人の尊

厳を尊重しながら、第１条第１項にもとづく

絶対的に機能する請求権と並んで、固有の意

義を有する。それは、本来、自由に処理でき

るものではなく、必ず履行されなければなら

ないが、しかし立法者によって具現化され、

絶えず現代化されることを必要とし、立法者

は、提供される諸給付を国家のその都度の発

展状態とその時点の生活諸条件に適合させな

ければならない。その上で、立法者には具現

化の余地が権限として与えられる。

3．請求の範囲の確定のために、立法者

は、生存に必要なすべての費用を透明で妥当

な手続きによって、信頼できる数値と論理的

に筋の通った計算方法に基づいて、現実的並

びにわかりやすく計算しなければならない。

4．立法者は、人間としてふさわしい最低

限生活の保障のための典型的な必要を確定し

た月額によって支給することができるが、

それに加えて、不可欠の、一連の、たんに

１回限りでない特別の必要のための付加的

な給付請求を許容しなければならない。」

（Leitsätze zum Urteil des Ersten Senats 

vom 9. Februar 2010、邦訳は筆者）

このような前提から見ると、2010 年当初の

失業給付Ⅱの支給額が、成人１人月額 359 ユー

ロ、６歳以上 13 歳未満の子どもは月額 251

ユーロすなわち、成人の 70％となっていたこ

との問題性が浮き上がる。この按分率は、その

後若干の引き上げがあったとはいえ、現行でも

ほとんど変わっていない。原告の主張の要点

は、子どもへの給付額が、必要最低限の額に達

しておらず、人間の尊厳を満たす最低限の生活

を保障する基本法の規定に違反している、とい

う点であった。

判決は、この原告側の主張を受け入れ、大人

と違って、６歳から 13 歳未満の年齢の子ども

は、身体の成長が早く、衣服や靴を年に何回も

買い替えなければならないし、補習や習い事な

どの費用も給付額の算定において全く考慮され

ていないとして、原告の主張を全面的に認めた。

この判決のインパクトは大きかった。具体的

には、2011 年以降、少しずつではあるが、失

業給付Ⅱの基準額は、引き上げられた。しか

し、失業保険財政に基づいて支給される失業給

付Ⅰと違って、税を財源とする失業給付Ⅱに対

しては、ドイツ国内では失業者を優遇しすぎる

との批判も出されている。現に、社会扶助制度

の生計費扶助額とリンクした失業給付Ⅱである

以上、なんらかの「劣等処遇」の貫徹や給付の

付帯条件審査、あるいは厳格なペナルティなし

の制度の拡充には、抵抗もある。

2010 年２月の違憲判決に続いて、ドイツ連

邦憲法裁判所は、2019 年 11 月５日、ハルツ
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Ⅳにもとづく失業給付金Ⅱの受給者への制裁

（Sanktion）の一部を基本法違反とする判決を

出した。もともと批判が強く寄せられてきた失

業給付Ⅱには、ジョブセンターで紹介された仕

事に就かないで、同センターへの出頭を拒否し

た場合に、その度合いに応じて制裁としての給

付金の削減がなされてきた。１回目が 30％の

給付金額の削減、２回目が 60％の削減、３回

目以降は、100％つまり全額廃止の制裁が受給

者に課されてきた。同判決は、30％の削減まで

は「許容」できるとし、それを超える削減は

「基本法」に違反していると断定した。

種々の社会保障・社会福祉制度の改革には、

一方で財源確保が前面に出され、モラルハザー

ド論が強調され、他方で法に定める人間の尊厳

への違背が争点とされてきた。多方向のベクト

ルが交錯する中、ドイツが求める社会国家とし

ての再構成は、いかなる政策によるべきか？　

それに対する一つの回答が、ベーシックイン

カムの構想である。ドイツの首都であり、人口

が最大の都市であり、州でもあるベルリンにお

けるベーシックインカムのドイツ版のパイロッ

ト・プロジェクトについて紹介する。

（３）ベルリンの連帯基礎所得とは何か

2019 年７月に開始された実験は、2005 年

に実施された労働市場改革「ハルツⅣ」また

は「失業給付Ⅱ」の問題点を克服することを

直接の目的としている。名付けて「連帯基礎所

得（Solidarisches Grundeinkommen 以下 SGE）

がベルリン版のベーシックインカムの名称で

ある。この実験について、ベルリン参事会

（Senat）は次のように説明している。

「失業者に良い労働を、都市社会に付加価

値を、これが SGE のパイロット・プロジェ

クトの背後にある理念である。失業してい

る 1000 人のベルリン市民は、これにより失

業給付Ⅱの持続的な代替物を受け取る。しか

し、便益を得るのは失業者のみならず市全体

である。なぜなら SGE は、その制度の枠内

で、ベルリンの就学前児童通所施設（Kita）、

学校、近接交通、社会的領域における連携を

強めるだろう。SGE によって、ベルリンに

おける長期の失業を減らすためのあらたな一

歩が踏み出される。したがって、ベルリン

は、参加、公正、安定の保障と憲法上の社会

国家原理の実現にむけた貢献をする。」（ベル

リン参事会）

ベルリン参事会のこの公式見解には、先に見

た 2010 年２月の連邦憲法裁判所判決の前文の

見解との整合性が見て取れる。ハルツⅣに真っ

向から挑戦するベルリンの SGE は、どのよう

なパイロット事業なのだろうか？

まず、長期失業者に対して、就業の機会を提

供する雇用主には、2019 年 10 月現在で 56 の

公益法人や団体が名を連ねている。その中で最

大のものは、ベルリン市交通局（BVG）であ

る。さらに、名称だけでは判別が付きにくいも

のが多いが、市役所の出張所、キリスト教会、

家政婦派遣所、保育園、児童福祉施設、社会教

育施設、社会事業団体等が多く名を連ねてい

る。これらの雇用主が、社会保険加入義務のあ

る雇用を提供することになっている。

ここで、ドイツの社会保険加入義務は、2019

年時点で平均月額賃金が 450 ユーロを超えた所

得の労働者に生じた。この金額以下の所得であ

れば、加入義務は免除される。また、451 ユー

ロから 850 ユーロまでの場合は、社会保険料の

労働者本人負担の軽減措置がある。つまり、ベ

ルリン市が、雇用主を通じて失業者に保障す
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る賃金は、ミニジョブと呼ばれる僅少な賃金し

か稼げないものではなく、最低でも社会保険加

入義務の生じる水準であることが必要条件であ

り、成人の単身世帯で比較すると失業給付Ⅱの

月額 424 ユーロより 27 ユーロ以上高い就業機

会を提供することになる。この水準の所得だけ

で、失業給付Ⅱの持続的な代替が SGE で可能

かどうかは判断を保留しなければならないが、

市当局のスタンスとしては、失業給付Ⅱを選択

してミニジョブに甘んじるよりは、よりましな

就業機会を提供することに重きを置いている。

SGE が想定している事業分野、職業分野に

ついて、2019 年２月に開催されたベルリンの

SGE 会議では、以下の分野が選定されていた。

ベルリン市の道路や空間の管理人、学校の環境

保全等の補助人、市営住宅の清掃人、児童福祉

施設（Kita）の助手、高齢者やホームレスへの

支援者、単身高齢者等の訪問介護サービス等

10 分野が指定された。

ベルリンの SGE の実験が開始された際に、

ハルツ改革の推進機関であり、またこの改革

の 結 果、 連 邦 雇 用 公 社（Bundesanstalt für 

Arbeit）から組織変更された連邦雇用エージェ

ント（Bundesagentur für Arbeit）の議長（ド

イツ社会民主党）のデトレフ・シェーレは、

「誰であれ長期失業に心を痛める人を私は賞賛

する。だが、この連帯的ベーシックインカムに

は問題がある。」と新聞紙上で批判した。

特に、この SGE が失業期間１～２年の長期

失業者をターゲットにしていることを批判し、

「必要なのは、公的手段での雇用ではなく、職

業能力向上訓練と職業紹介だ」と主張した。

（ZEIT ONLINE 2019/07/20）

確かに、1990 年の東西ドイツ再統一以後、

旧東ドイツの公的企業が整理淘汰される過

程で大量の失業者が発生し、失業保険制度

による所得保障もままならない状況で、も

ともとドイツの雇用促進政策の一手段とし

て制度化されていた雇用創出施策（Arbeits- 

bechaff ungsmassnahme、ABM） が 活 用 さ れ

た経験をもつ。民間の営利追求の企業等によっ

ては実施されない公益性の高い事業を、連邦雇

用公社の予算を使って、非営利団体などの担い

手（Träger）を支援する政策がとられた。分

野としては、工場跡地の浄化、社会教育分野の

補助、公園清掃などの失業対策事業が拡大し

た。その後、ドイツ経済の復調と西から東への

膨大な公共投資や民間投資により、旧東ドイツ

の失業者は次第に減少し、ABM はあまり活用

されなくなった。1990 年代半ば頃までは、第

一の労働市場すなわち標準的な雇用機会への橋

渡し役として ABM に期待が持たれたが、あく

まで民間労働市場の補完役（民業圧迫の回避）

としての位置づけから、後に縮小していった。

この度のベルリンの SGE の実験は、単なる

ABM の焼き直しなのか、それとも新たな労働

市場政策、社会政策の挑戦なのか。この評価を

確定するのは時期尚早であろう。ベルリン参事

会は、2021 年９月に SGE の中間評価を公表し

た。それによると、SGE パイロット事業に就

労した理由を労働者に複数回答で尋ねたとこ

ろ、回答者 672 人のうち 77％がハルツⅣから

の退出、65％が雇用保障と興味ある仕事、56％

が自由意志、48％が興味ある企業だから、を選

択した２。

2　COVID-19と操業短縮手当

（１）操業短縮手当（Kurzarbeitergeld）とは

ドイツの操業短縮手当は、もともと日本の公

新型コロナ禍におけるドイツの労働市場政策https://rodosoken.com/
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共職業安定所に相当する労働エージェンシー

（Arbeitsagentur）が所管する「解雇」を回避

するための労働市場政策の一手段として実施さ

れてきた。その社会政策的意義は、労働者に

とっては解雇の危険を回避し雇用を維持する役

割、使用者にとっては必要な基幹的労働者の雇

用を継続し、経済情勢が回復した際に間断なく

経営を再開出来ることにある。しかし、操業短

縮手当の給付認定は、その申請と認定には複雑

な手続きが必要であり、適用条件も厳格なの

で、新型コロナ感染症の急激な拡大局面では、

全般的な雇用危機を回避することは困難なはず

であった。そこで、ドイツでは 2020 年３月 20

日に連邦議会で特例法が可決され、急速に拡大

した解雇の危険を回避するために総合短縮手当

の適用労働者数が増加した。もし、この特例法

が実施されなかったら、単月で数百万人の失業

者が発生したかもしれない。

2020 年３月に特例法が施行されてから、適

用事業所数は数万事業所から数十万事業所に一

気に増加し、10 月までは漸減傾向にあったが、

年末から 2021 年１月にかけて増勢に転じてい

る。今年（22 年）の１月で 400 万事業所を超

えている。その理由は、後に紹介する季節的操

業短縮手当が建設業を中心に冬季の悪天候で増

加し、また新型コロナ感染症の新規感染が急増

したことによる。操業短縮件数の労働者ベース

で表した数値も年末から年始にかけて増加傾向

にある。「推計操業短縮労働者数」でみると、

2020 年 10 月の 753,133 人から 2021 年１月には

1,686,432 人と２倍以上に増えている。

操業短縮手当の法的根拠は、「社会法典第３

部」の第 95 条～第 111 条に定められている。

そのうち、通常の操業短縮手当については、

第 95 条から第 100 条が、主として建設業等を

対象とする季節的操業短縮手当については、第

101 条と第 102 条が、家内労働者を対象とする

操業短縮手当については、第 103 条が規定して

いる。同法典では続いて、操業短縮手当の給付

期間（第 104 条）、手当の水準（第 105 条）、賃

金差額の補填基準（第 106 条）、移行操業短縮

手当（第 111 条）が定められている３。

（２）季節的操業短縮手当とは

建設業等に直接かかわる季節的操業短縮手

当は、社会法典第 101 条と第 102 条に根拠づ

けられている。その沿革は、1980 年の連邦労

働社会省令の「建設事業所令」Baubetriebe-

Verordnung に始まる。　

季節的操業短縮手当が通常の操業短縮手当と

異なる第１の点は、原則として適用期間が毎

年 12 月１日から翌年の３月 31 日まで、上限４

カ月と限定されていることである。ドイツの冬

季においては、建設業を中心に屋外労働は厳

寒の気候の中でおこなわれる。ドイツ語で「悪

天候」（Schlechtwetter）と呼ばれる期間であ

る。この期間の建設労働者の労働不能あるいは

建設工事のストップによる建設労働者の失業を

回避することは重要問題であった。まさに、こ

の時期の雇用保障や賃金所得の確保は、建設労

働者、建設労働組合の死活問題であった。労働

局による建設労働者に対する冬季の悪天候手当

は現在も実施されている重要な通年雇用のため

の労働市場政策の手段である。他方、一般の操

業短縮手当の期間の上限は 12 カ月とされてお

り、労働社会省の決定により最長 24 カ月に延

長することが出来る。現在の新型コロナ禍のド

イツはこれを根拠に操業短縮手当を期間の上限

まで延長している。

第２に、季節的操業短縮手当の給付対象は、
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建設産業の事業所に雇用され、季節的条件の結

果著しい労働損失を余儀なくされる労働者であ

る。ここで、建設産業の事業所とは、ドイツの

建設労働枠組み協約に定められた建設産業事業

所であり、最低１人以上の労働者を雇用する事

業所である。この手当の支給対象が、建設労使

三団体による全国的包括的労働協約の規定に基

づいていることに注目したい。

第３に、季節的労働損失には、悪天候を原因

とするものだけではなく、その他経済的変動を

原因とするものも含まれる。後者には、急激な

受注残高の減少も該当する４。

（３）季節的操業短縮手当の水準と期間

季節的操業短縮手当の金額・水準は、子ども

が１人以上いる労働者の実際に支払われた手取

り（税・社会保険料控除後）賃金と通常支払わ

れるべき手取り賃金の差額の 67％、その他の

労働者は、同じく差額の 60％を補填する水準

で決定される。これが通常の原則である。実際

には、賃金所得税の等級の相違や操業短縮中の

副業（雇用・自営等）による収入が手取り賃金

に加減されるので、複雑な計算となる。後にみ

るように、現在のドイツでは特例法が施行され

ているので、手当は加算されている。

季節的操業短縮手当は、原則として労働損失

が始まる初日から給付される。そして、その給

付期間は、労働損失が続き適用条件が満たされ

る限り、翌年の３月 31 日までとされている。

加えて、操業短縮手当を受給中の社会保険料拠

出の減額措置が使用者に対しておこなわれてい

る。

季節的操業短縮手当の計算方法を次の３モデ

ルに示す。ここでは、税・社会保険料・残業代

等込みの賃金総額が「支払われるべき賃金月

額」と定義されている。「計算上の給付額」と

は、支払われるべき賃金月額から、税・社会保

険料を控除した額に 67％を乗じた額である。

労働損失 100% つまり完全な休業の場合には、

この「計算上の給付額」が当該労働者に満額支

給される。同様に、労働損失の割合が 50％、

20％と少なくなるのに応じて、「支払われるべ

き季節的操業短縮手当額」は減額される。

季節的操業短縮手当の試算モデル
①労働損失 100% のケース（賃金所得税クラ

スⅢ、子ども１人）

支払われるべき賃金月額 ＝ 2.000,- €

計算上の給付額 ＝ 1.072,00 €

実際に支払われた賃金月額 ＝ 0,00 €

計算上の稼働額 ＝ 0,00 €

支払われるべき季節的操業短縮手当

　 ＝ 1.072,00 €

②労働損失 50％のケース（同上）

支払われるべき賃金月額 ＝ 2.000,- €

計算上の給付額 ＝ 1.072,00 €

実際に支払われた賃金月額 ＝ 1.000,- €

計算上の稼働額 ＝ 536,00 €

支払われるべき季節的操業短縮手当

  ＝ 536,00 €

③労働損失 20％のケース（同上）

支払われるべき賃金月額 ＝ 2.000,- €

計算上の給付額 ＝ 1.072,00 €

実際に支払われた賃金月額 ＝ 1.600,- €

計算上の稼働額 ＝ 857,60 €

支払われるべき季節的操業短縮手当

 ＝ 214,40 €

出 所 :Bundesagentur für Arbeit, Saison-

Kurzarbeitergeld, Dienste und Leistungen der 

Agentur für Arbeit,2021,S.24.
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（４）３つの特例

以上みてきたように、季節的操業短縮手当の

申請要件と実際の受給には、様々な前提条件が

定められている。COVID-19 の急襲は、リーマ

ンショックの時よりも短期間に生じた激変で

あった。日本よりも数段厳しいロックダウン措

置がとられたドイツでは、建設工事の急な中止

や、労働者の外出規制が「労働損失」を不可避

なものとした。

新型コロナ感染症の急速な拡大に直面して、

連邦議会は、2020 年３月に操業短縮手当の

特例措置を次の３点について定める時限立法

（Gesetz zur befristeten krisenbedingten

Verbesserung der Regelungen für das 

Kurzarbeitergeld vom 13. März 2020）を可決

した。原則として、季節的操業短縮手当にもす

べて適用されている。

①操業短縮手当令の給付申請要件の緩和措置

10％以上の労働損失に見舞われた労働者の比

率１を全労働者の３分の 1 以上から 10％以上

に拡大した。

②負の労働残高積算の度外視

労働時間金庫に有給休暇の残高日数があって

も操業短縮手当から相殺しないことにした。

③支給期間の延長

通常の操業短縮手当の支給期間の上限を 12

カ月から 24 カ月に延長した。ただし、季節的

操業短縮手当については、この延長給付は認め

られなかった。

これら３点に加えて、派遣労働者に対して、

派遣元事業者の操業短縮手当が認定された場合

の特例適用が認められた。

これらの特例は、当初 2020 年３月 13 日の時

限立法で認められたが、2020 年 12 月に、新型

コロナ感染症の収束が見通せない状況で、2021

年末まで延長立法が制定された。この延長法で

は、子どもが１人以上いて労働損失が 50％以

上の労働者の給付率を、最初の３カ月の 67％

から４～６カ月目は 77％、７カ月目移行は

87％に引き上げている。子どものいない労働者

の場合は、それぞれ 60％→ 70％→ 80％と段階

的に給付率を引き上げた。

おわりに

COVID-19 は、経済活動や労働者の生活に直

接的および間接的に深刻な影響を及ぼしてい

る。「ストレス・テスト」と言われるように、

コロナ危機により既存の制度や慣行がその意思

決定のあり方も含めて試練にさらされている。

労働市場政策と呼べるものが日本にあるかど

うか、その規模、政策としての体系性という点

ではドイツに及ばない日本でも、特別定額給付

金の経験は、一時的ベーシックインカムへの接

近として、一筋の光明を見たといえないか？

公的年金制度と公的扶助制度の包括性と最低

限保障機能、これらを基礎においた全国一律最

低賃金制度（ドイツは 2015 年１月から実施）

とベーシックインカムの模索、さらには障害者

の就労支援を包摂した積極的労働市場政策の渾

然一体としたカオスから、国民経済と国民生活

を根底から支える政策の実現へと結実させるこ

とが今ますます強く求められている。
（まつまる　かずお・中央大学教授、

労働総研代表理事）
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 １　2020 年の日本の特別定額給付金１人 10 万円の支給は、１回限りの限定的な無条件ベーシックインカムと言えなくもないが、
その実施に際しては主要な論点が出揃っていた。特に、給付金の支給に際して、個人または世帯の所得条件を付加するかどう
かで、二転三転した結果、住民登録をしている個人に対して、国籍、職業、性別、所得等に関係なく一律支給となった。2020
年度補正予算では、そのために 12 兆 8,802 億 9,300 万円が計上された。しかし、この定額給付金は、世帯主への支給であったため、
厳密には個人単位のベーシックインカムではなかった。続く 2021 年の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯 10
万円）は、前年度または当年度住民税の均等割非課税世帯への給付であったが、これはベーシックインカムとはほど遠いもの
であった。

２　Der Senat von Berlin,Kurzbericht der Evaluation des Pilotprojekts Solidarisches Grundeinkommen (SGE) des Landes 
Berlin,2021,S.27.

３　詳しくは、Sabrina Meyer/Daniel Wall, Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld,2021 Frankfurt am Main を参照のこと。
４　季節的操業短縮手当について詳しくは次を参照のこと。Bundesagentur für Arbeit, Saison-Kurzarbeitergeld, Dienste und 

Leistungen der Agentur für Arbeit,2021.
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1　はじめに

2022 年４月 12 日、2018 年６月に厚生労働省

内に設置された「解雇無効時の金銭救済制度に

係る法技術的論点に関する検討会（以下「論

点検討会」）が報告書をまとめた（以下「報告

書」）。この報告書は、仮に解雇の金銭解決制

度１を導入することとした場合に法技術的に取

り得る仕組みや検討の方向性等に係る選択肢を

示すものであるとされている。

本稿では、報告書の内容について、主要な論

点を紹介するとともに、現在の解雇の金銭解決

制度の議論の問題点を指摘する。

なお、本稿で述べる意見は、筆者個人のもの

であり、筆者が所属する団体の意見ではないこ

とをお断りしておく。

2　報告書の公表までの経緯

厚生労働省が解雇の金銭解決制度の検討を開

始したのは 2002 年である。その前年に第一次

小泉内閣が成立し、わが国の解雇規制の緩和に

向けた議論が進められていた。すなわち、わが

国では、少なくとも行政内部での解雇の金銭解

決制度を巡る議論は、規制緩和の文脈で論じら

「解雇無効時の金銭救済制度に係る法
技術的論点に関する検討会」報告書の
内容と解雇の金銭解決制度の問題点

岸　朋弘

れてきた２, ３。後述のとおり、現在議論されて

いる制度は、労働者の選択肢を増やすという名

目であるが、もともと解雇の金銭解決制度は、

規制緩和論の延長にあったことは押さえておく

べきだろう。

解雇の金銭解決制度の検討は進められたが、

2003 年の労働基準法改正、及び 2007 年の労働

契約法制定時にも法制化が試みられた解雇の金

銭解決制度は、いずれも法制化されることなく

頓挫した。その理由は様々なものがあると考え

られるが、使用者側に申立権を認めていたこと

も大きな要因となったものと考えられる４。

その後、新自由主義政策を進めた安倍内閣の

もとで、2015 年６月 30 日閣議決定により、厚

生労働省に「透明かつ公正な労働紛争解決シ

ステム等の在り方に関する検討会」（以下「シ

ステム検討会」）が設置され、システム検討会

は、2017 年５月 13 日に報告書を公表した。同

報告書では、解雇の金銭解決制度について、

「解雇紛争についての労働者の多様な救済の選

択肢の確保等の観点からは一定程度認められ得

ると考えられ、この金銭救済制度については、

法技術的な論点や金銭の水準、金銭的・時間的

予見可能性、現行の労働紛争解決システムに対

する影響等も含め、労働政策審議会において、

有識者による法技術的な論点についての専門的
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「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」報告書の内容と解雇の金銭解決制度の問題点

な検討を加え、更に検討を深めていくことが適

当と考える」とされ、解雇の金銭解決制度の検

討を進めていくことが適当との見解がまとめら

れた。

2018 年６月、厚生労働省内に論点検討会が

設置された。論点検討会の参加者は、岩村正

彦（東京大学大学院法学政治学研究科教授（当

時））、垣内秀介（東京大学大学院法学政治学研

究科教授）、鹿野菜穂子（慶應義塾大学大学院

法務研究科教授）、神吉知郁子（東京大学大学

院法学政治学研究科准教授）、小西康行（明治

大学法学部教授）、中窪裕也（一橋大学大学院

法学研究科特任教授）であり（なお、岩村正彦

教授は 2019 年３月末で退任し、山川隆一東京

大学大学院法学政治学研究科教授と交代した）、

実務家は含まれていない。そして、論点検討会

では、法学研究者により、法技術的な整理が

粛々と進められ５、今年４月 12 日に公表され

たのが今回の報告書である。

3　報告書の目的、基本的な考え方

（１）報告書の目的

従前、解雇の金銭解決制度の導入について、

労働者側は激しく反対し、使用者側も「実効

性」のある制度でなければ反対との意見を述べ

ていた。それを反映し、政府内においても、解

雇の金銭解決制度の導入の必要性やその弊害

が議論されてきた。しかし、論点検討会ではそ

れらの議論は脇に置かれ、法技術的な論点整

理が進められた。この点について、報告書で

は、「本制度導入の是非については、労働政策

審議会において、本制度が果たすと予想される

役割やその影響などを含む政策的観点も踏まえ

て、労使関係者も含めた場で検討すべきもので

ある。その前提のもと、その点の検討に資する

ものとするため、本報告書では仮に制度を導入

するとした場合に法技術的に取り得る仕組みや

検討の方向性等に係る選択肢等を示すものであ

る」と説明されている。

報告書は、解雇の金銭解決制度について良い

とも悪いともいわず、そのような評価を離れて

あくまで法技術的論点を整理するという位置づ

けになっている。しかし、筆者は、論点検討会

は、実質的に解雇の金銭解決制度の導入に向け

た議論を進めてきたと評価している。この点は

後記５で述べる。

（２）解雇をめぐる紛争の状況

報告書では、現在の解雇紛争の状況につい

て、改善点があるかのように述べている。

簡潔に述べると次のとおりである。すなわ

ち、現在は解雇が無効と判断されれば、一般的

には労働者の職場復帰や民法 536 条２項に基づ

く解雇時以降の賃金（バックペイ）の支払が行

われることとなる。しかしながら、実態として

は、解雇が無効であると判断されたものの職場

に復帰できない労働者が存在する。労使当事者

の合意による和解等が成立した場合には解決金

の支払による退職（合意解約）も行われている

が、その金額にはばらつきがあり、必ずしも労

使双方にとって金銭的予見可能性が高いものと

はなっていない。また、労使で和解協議が難航

する場合等には、最終的に合意が成立するまで

の時間的予見可能性も欠くことになるという問

題もある。加えて、労使が合意に至らない場合

もあり、そのような場合には、職場復帰を望ま

ない労働者の無効な解雇に関する紛争解決方法

の選択肢は制約されることとなる、というもの

である。
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しかし、これらの状況認識は、筆者には、必

ずしも解雇の金銭解決制度の創設の必要性を基

礎づけるものではないように思われる。例え

ば、解決金の金額については、多数の事件の積

み重ねがあり、実務家の間では、「一応の」解

決金相場は形成されているように思われる。ま

た、紛争解決までの手続の迅速化は、実務家の

間では課題とされ、様々な工夫が行われてい

る。さらに、職場復帰を望まない労働者につい

ても、交渉、訴訟又は労働審判等において、退

職を前提とした解決がなされており、筆者の感

覚として、職場に戻りたくないにもかかわらず

とるべき手段がないが故にやむなく復職を選択

しているという例はほとんどないと思われる。

このように、そもそも論として、解雇の金銭

解決制度は不要との見解も考えられるにもかか

わらず、報告書は、上記の実態認識のもと、そ

れをあえて解雇の金銭解決制度で解決するとす

ればどのような制度設計をすべきかが強引に論

じられているように思われる。

（３）報告書の基本的な考え方

報告書では、仮に解雇の金銭解決制度を導入

するとした場合の法技術的に取り得る仕組みや

検討の方向性等に係る選択肢等について検討を

行ったものであるとし、これらの検討全体を通

して、次の３つの基本的な考え方を基礎として

いるとされている。

図表１
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「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」報告書の内容と解雇の金銭解決制度の問題点

（出所）厚生労働省「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に係る検討会」報告書（2022 年４月 12 日）「概要」１～３頁。
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すなわち、①解雇された労働者の救済の実効

性を高める観点から、労働者の選択肢を増やす

方向（労働者申立制度）であり、解雇が無効

と判断されることを前提に（いわゆる「事後

型」）、労働者の選択により権利行使が可能とな

ること、②本制度が導入された場合に有効に機

能していくためには、制度を選択する労働者が

どのようなメリットがあるかを理解した上で判

断できるようにすることが不可欠であるため、

労働者にとって紛争解決に向けた予見可能性が

高まるようになること、③迅速な紛争解決の観

点から、一回的解決（裁判上の争いになった場

合に基本的に１回の裁判で解決すること）が可

能となることの３点である。

この基本的な考え方に基づいて、個別論点が

整理されることになる。以下、個別論点のう

ち、主要な論点のみ紹介する。なお、報告書で

整理されている法技術的論点は図表１のとおり

である。

4　個別論点について

（１）形成権構成及び形成判決構成

解雇の金銭解決制度は、解雇が違法無効であ

る場合であっても、金銭の支払によって労働契

約を終了する制度であるから、実定法に新たな

労働契約の終了事由が定められる必要がある。

その場合の法的構成として、形成権構成と形成

判決構成の２つが挙げられている。

ア　形成権構成
形成権とは、権利者の一方的な意思表示で法

律関係の変動を生じさせる権利をいう。

報告書において、形成権構成とは、要件を満

たした場合には労働者に金銭救済を求め得る地

位を発生させる形成権（以下「金銭救済請求

権６」）が発生し、労働者がそれを行使した場

合の実体法上の効果として、①労働者から使用

者に対する労働契約解消に係る金銭債権（以下

「労働契約解消金債権」）が発生するとともに、

②使用者が当該労働契約解消金を支払った場合

に労働契約が終了するとの条件付き労働契約終

了効が発生するとの構成であるとされる。

すなわち、労働者は、違法無効な解雇の場合

には、「金銭救済請求権」と呼ばれる形成権を

取得し、それを行使することにより、労働契約

解消金債権を取得し、かつ、条件付き労働契約

終了効が発生するという権利変動が起こるとい

う構成である。

イ　形成判決構成
形成判決とは、法律関係を変動させることを

目的とした判決をいう。

報告書において、形成判決構成とは、労働者

が労働契約解消金を求める訴訟を起こし、労働

者の請求を認容する判決が確定した場合、その

効果として、①労働者から使用者に対する労働

契約解消金債権が発生するとともに、②使用者

が当該労働契約解消金を支払った場合に労働契

約が終了するという条件付き労働契約終了効が

発生するとの構成とされる。そして、形成判決

構成には、民事訴訟手続の「判決」だけではな

く、労働審判も含めることも可能であると整理

されている。

すなわち、形成判決構成では、労働者は、違

法解雇について、労働契約解消金を求める訴訟

等を起こし、裁判所による判決又は労働審判の

効果として、労働者は労働契約解消金債権を取

得し、かつ、条件付き労働契約終了効が発生す

る。そして労働者申立てに限るという観点から

は、このような判決や労働審判を求める手続を

開始できる権利は労働者側のみに与えられるこ
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とになる。

（２）対象となる解雇等

労働契約法 16 条で規制される解雇のほか

に、差別的解雇等の個別の法律により禁止され

た解雇（以下「禁止解雇」）も対象とするか否

かが論点となっている。また、解雇だけではな

く、雇止めも対象になるかが論点となってい

る。

前者については、労働者の選択肢を増やすと

いう基本的な考えに従って、禁止解雇も対象と

することが考えられるとされている。法技術的

にみると、労働者申立てに限る制度とする場

合、禁止解雇を制度の対象から外したとして

も、解雇の金銭解決制度を利用したい労働者

は、禁止解雇にかかる個別の法律の主張をしな

いという戦術をとり、それに対して使用者が禁

止解雇の主張をするとは考えにくいから、結局

のところ、禁止解雇を対象から外す実益がない

というものと考えられる。

後者については、雇止めの場合も労働者の置

かれる立場は解雇と同様であるから、対象にな

るとされている。

（３）権利の行使方法

権利行使の方法を裁判上の権利行使に限る

か、あるいは裁判外の行使も可能にするかとい

う論点がある。

形成判決構成は、判決が労働契約の終了の要

件であるから、労働者の権利行使には裁判が必

要であることは当然である。

他方、形成権構成の場合、理屈上は裁判上の

権利行使を前提とする必要はない。しかし、報

告書では、形成権構成であっても裁判上の権利

行使に限る見解が述べられている。その理由と

して、①裁判外で行使したとしても、解雇の有

効性や解決金の金額等に争いがあれば機能しな

いこと、②そのような自主的な合意ができる場

合には、現行でも一定の金銭の支払による合意

解約が行われており、新たに労働契約解消金に

係る権利を創設する必要性に乏しいこと、③労

働者が金銭救済請求権を行使した後、解消金の

金額について合意できない間に、使用者が解消

金を一方的に支払った場合、労働契約が終了し

ているか否かが不明確となり、労働者の地位が

不安定になること、④使用者から見れば、労働

契約が終了すれば以後のバックペイが発生しな

いので、一方的に解消金を支払う行為が助長さ

れる懸念があることがあげられている。

以上のように、報告書では、訴訟の提起又は

労働審判の申立てが必要との見解がまとめられ

ている。労働者から見れば、訴訟又は労働審判

において、当該解雇が違法無効であることを主

張立証しなければならないことになる。

なお、実際の流れを形成権構成と形成判決構

成とで比較した整理したものが、図表２であ

る。どの時点で各権利が発生し、法的効果が生

じることになるか確認されたい。

（４）労働契約解消金の法的性質

労働契約解消金の法的性質について、大きく

わけて２つの考え方が紹介されている。１つ

は、労働契約解消金は、「無効な解雇がなされ

た労働者の地位を解消する対価」とするもので

ある。そしてこのように定義する場合であって

も、「対価」の意味については、労働者の地位

を純粋に金銭評価により算定すべきものである

とする考え方と、労働者の地位を純粋に金銭評

価するだけでなく、合理的な再就職期間のよう

な補償の必要性等の要素も含んで算定すべきと

「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」報告書の内容と解雇の金銭解決制度の問題点https://rodosoken.com/
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する考え方が紹介されている。

他方で、労働契約解消金は、「無効な解雇に

より生じた労働者の地位をめぐる紛争について

労働契約の終了により解決する対価」と定義す

る考え方もあるとされている。

上記のいずれの定義にするかによって、労働

契約解消金の性質や算定方法に影響を与えるこ

とになるとされている。

そして、労働契約解消金債権は、解雇期間中

の賃金（バックペイ）債権、不法行為による損

害賠償請求権とは別個の債権として独立して請

求できるものとすることが考えられるとされて

いる。労働契約解消金がバックペイとは別のも

のと考えると、労働契約解消金さえ支払われれ

ば、バックペイの未払いがあったとしても労働

契約は終了するのが論理的な帰結のように思わ

れるが、それでは紛争の一回的解決を十分に図

ることができない。そこで、労働契約解消金に

加えてバックペイの支払がなければ労働契約は

終了しないとする構成や、労働契約解消金債権

とバックペイの支払債権について併合提起を促

す制度とすることが紹介されている。

（５）労働契約解消金の算定方法等

ア　労働契約解消金の算定方法・考慮要素
報告書は、労働契約解消金の算定方法を検討

するに当たり、予見可能性と個別性という２つ

の視点をあげている。

図表２

（出所）図表１と同じ。「概要」４頁。
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まず、労働契約解消金の金額について予見可

能性を高める仕組みとすることが適当とされて

いる。この視点から、労働契約解消金の算定方

法については、一定の算定式を設けることを検

討する必要があると考えられるとされている。

つまり、いくつかの係数を含む算定式を作成

し、事案ごとに係数に当てはめていけば解消金

の金額が導き出せるものを想定していると思わ

れる。他方、客観的な要素を当てはめるだけで

なく、個別の事情も反映し解消金額を調整でき

るようにする考え方もあるとされている。

しかし、基本的には、客観的な要素のみで解

消金を容易に算定できる算定式が基礎に置かれ

るものと考えられる。

算定式中にどのような考慮要素を設定してい

くかは、先に述べた労働契約解消金の定義にも

応じて検討するものとされている。図表３の

「考慮しうる要素」欄を参照されたい。

イ　労働契約解消金の上限・下限
労働契約解消金の算定に当たっては、労働者

保護及び本制度の利用いかんを判断するに際し

ての予見可能性を高める観点から、上下限を設

けることが考えられるとされている。

（６）まとめ

上記で紹介した論点をまとめると次のとおり

である。報告書で議論されている解雇の金銭解

決制度は、労働者申立てに限ったものであり、

図表３

（出所）厚生労働省「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に係る検討会」報告書 48 頁、「参考資料 10」

「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」報告書の内容と解雇の金銭解決制度の問題点https://rodosoken.com/
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労働者に実体法上の金銭救済請求権を与えるも

のと、形成判決を求める権利を付与するものと

する法的構成が考えられ、それぞれ形成権構

成と形成判決構成と呼ばれる（上記（１））。

対象となる解雇等には、禁止解雇や雇止めも含

む（上記（２））。労働者が解雇の金銭解決制度

を利用する場合には、裁判所に訴訟を提起し、

又は労働審判を申し立てて、当該解雇が違法で

あることの主張立証活動をしなければならない

（上記（３））。労働契約解消金の定義には考え

方がいくつかあり、定義によって、解消金の金

額に影響を及ぼす。また、労働契約解消金債権

は、解雇期間中の賃金債権や不法行為に基づく

損害賠償請求権とは別個の債権であり、実際に

は裁判手続において併合することが望ましいと

される（上記（４））。労働契約解消金の金額に

ついては、算定式を設け、かつ上限下限を設け

て予測可能性を高める（上記（５））。

他にも論点はあるが、この整理に基づき、以

下では論点検討会における議論の進め方に関す

る問題点や報告書の内容にかかる問題点を指摘

する。

5　現在の解雇の金銭解決制度の議
論の問題点

現在、政府で議論されている解雇の金銭解決

制度は、労働者から今ある権利を奪ったり、あ

るいは義務を課したり、使用者に対して解雇を

しやすくする権利を与えたりするものではない

と考えられる。しかし、論点検討会の議論には

以下で述べる問題点があると考える。

（１）議論の順序の問題

本来、法制度を変更し、新たに法制度を創設

しようとするのであれば、その必要性が先行し

て議論され、必要性があると認められた後に、

細かな法技術的論点が議論されなければならな

いはずである。

解雇の金銭解決制度についても、現行法のも

とでも違法な解雇がなされた場合に金銭解決が

行われている実状があるにもかかわらず、解雇

の金銭解決制度を導入しなければならないかど

うかがまずは議論されなければならない。

しかしながら、論点検討会は、解雇の金銭解

決制度の必要性の議論を脇において、仮に導入

するとすればという仮定のもと、法技術的論点

の整理を行っている。何のために解雇の金銭解

決制度を導入するか否かがよくわからない状況

にあるため、個別論点についても、解雇紛争の

実態を離れて、議論のための議論という感が否

めない。

なぜそこまでして法技術的論点の整理を進め

るか考えるに、結局のところ、実質的には、解

雇の金銭解決制度の導入を進めてきたと評価せ

ざるを得ない。解雇の金銭解決制度に対する強

い反対意見がある中で、それをかわして議論を

進めるもので、極めて大きな問題である。

（２）労働者の選択肢について

報告書では、労働者の選択肢を増やすという

観点から解雇の金銭解決制度の法的論点を整理

したとされている。

しかし、勘違いしてはいけない点は、ここで

いう労働者の選択とは、違法な解雇がなされた

場合において、職場に戻る選択をするか、ある

いは金銭を得て職場に戻らない選択をするかと

いう判断ではない。

就労請求権が認められていない現行法のもと

で、新たに労働契約解消金請求訴訟等を起こす
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選択を増やすに過ぎない。

本来、労働者に選択を与えるとするのであれ

ば、上記で述べたとおり、職場に戻るか戻らな

いかを選択できる制度にしなければならないと

考えるべきではないだろうか。しかし、政府

は、労働者側が要求している就労請求権の創設

には目を背けたままで、労働者の選択肢を増や

すという労働者保護に資するかのような方針を

あえて掲げて、解雇の金銭解決制度の導入を進

めている。

結局、現在議論されている解雇の金銭解決制

度について、労働者のための制度であるとの説

明は欺瞞であると言わざるを得ないと考える。

（３）違法・不当解雇の助長の危険についての
議論

報告書では、労働契約解消金の金額は、算定

式を設けて、労働者が予測できるようにし、か

つ、解消金の金額に上限及び下限を設けるもの

とされている。

これはあたかも労働者のみにメリットがある

制度のように述べられているが、予測可能性を

高めるということは、使用者側にとっても、解

雇の金銭解決制度で紛争を解決する場合に支出

する労働契約解消金の金額を予想できることを

意味する。使用者からすれば、違法な解雇をし

た場合にかかるコストを計算できることにな

る。そのコストが、使用者にとって許容範囲で

あれば、使用者は解雇事由が存在しないと考え

ていたとしても、解雇に踏み切るであろう。

たしかに、現在議論されている制度は、労働

者申立てに限った制度ではあるが、労働者が仮

に解雇の金銭解決制度を用いずに、地位確認請

求等の訴訟等を提起したとしても、当該事件に

おける和解金の解決水準として、労働契約解消

金の金額が基準となる危険がある。少なくとも

考慮要素となることは必至である。

また、労働者申立てに限った解雇の金銭解決

制度であっても、そのような制度ができること

によって、違法解雇の場合には雇用継続が当然

という法意識が変化し、政府はそのような法意

識の変化を狙っているという指摘もある７。

この違法解雇の助長の危険は、労働者側に

とって、解雇の金銭解決制度を考えるうえで最

も重要といってよい論点であると思われるが、

報告書はそれに全く答えていないという問題が

ある。

（４）使用者申立ての目論見

報告書を読むとわかるように、解雇の金銭解

決制度の導入は、これまでのわが国の解雇規制

に全く異質の性格をもった制度を創設すること

であり、多数の整理すべき法技術的論点があ

る。しかし、ひとたび解雇の金銭解決制度を導

入してしまえば、その後に個別の修正を加える

ことは、少なくとも法技術的には困難はない。

制度に使用者申立てを加えることも容易であ

るし８、形成権構成であれば、理屈上は裁判上

の権利行使に限る必要はないから、後に、権利

行使を裁判外でも可能とすることも容易であ

る。

（５）まとめ

以上のとおり論点検討会の報告書は、違法解

雇が助長される危険性があるにもかかわらず、

その点には答えず、労働者側が求め続けてきた

就労請求権の創設にも一切触れず、そもそもの

解雇の金銭解決制度の導入の必要性の議論も脇

においたうえで、実質的には導入ありきの法技

術的論点整理を行ったものと評価せざるを得な

「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」報告書の内容と解雇の金銭解決制度の問題点https://rodosoken.com/
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い。

このような状況で、政府内において解雇の金

銭解決制度の議論が進められていることは問題

１　報告書では、「解雇無効時の金銭救済制度」と呼ばれているが、本稿では、論点検討会で議論されている制度を「解雇の金銭
解決制度」と呼ぶ。また、違法解雇がなされた場合に金銭の支払によって労働契約を終了させる制度を広く「解雇の金銭解決制度」
と呼ぶことがある。

２　政府内の議論の経緯を紹介しているものとして、古川景一「解雇無効時の金銭解決制度を巡る法理論上の問題点」季刊・労
働者の権利 331 号（2019）94 頁

３　学説の状況については、山本陽大『解雇の金銭解決制度に関する研究―その基礎と構造をめぐる日・独比較法的考察』独立
行政法人労働政策研究・研修機構（2021）11 頁以下にまとめられている。

４　例えば、2005 年９月に「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」が公表した報告書では、「使用者からも金銭解決の申
立てを認める必要があるのではないかという考え方もあり得る」とされ、使用者申立ての検討も行われていた。

５　論点検討会の議論状況については、中村優介「『解雇の金銭解決制度』議論の現在」季刊・労働者の権利 331 号（2019）84 頁参照。
６　報告書のいう金銭救済請求権は、形成権であるため「請求権」という呼称をすることには混乱を招くおそれがあり、他方で、

この権利が真に労働者の救済を実現するものといえるかについては疑問があるが、本稿では報告書で使用されている用語とし
て、「金銭救済請求権」という用語を用いる。

７　水口洋介「『無効解雇の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会』の問題点」季刊・労働者の権利 331 号（2019）76 頁
８　前掲注 2 論文・101 頁以下

である。
（きし　ともひろ・弁護士）
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はじめに

本稿は、東京春闘共闘会議（以下、東京春

闘）が 2004 年より実施している最賃改定後の

パート・アルバイト募集賃金調査の結果をもと

に、首都東京に注目して、最低賃金がパートや

アルバイトとして働く非正規労働者の賃金に及

ぼす影響について考察すること目的とする。

筆者は、文部科学省の科学研究費助成事業の

採択を受けて、2022 年８月までに全国 27 都道

府県でマーケット・バスケット方式による最低

生計費試算調査（以下、生計費調査）を行っ

ており、健康で文化的な生活、いわゆる普通

パート・アルバイトの賃金の実態
──東京都パート・アルバイト募集時給調査より見えること

中澤 秀一

の生活をするために必要な費用についての研

究を行っている。東京都における生計費調査

は 2019 年に実施されており、25 歳の若者が普

通に生活するための費用は、表１で示されるよ

うに北区モデルで、男性＝月額 249,642 円、女

性＝月額 246,362 円、世田谷区モデルで、男性

＝月額 259,471 円、女性＝月額 256,191 円、新

宿区モデルで、男性＝月額 265,786 円、女性＝

月額 262,506 円、立川市モデルで、男性＝月額

262,446 円、女性＝月額 259,487 円、八王子市

モデルで、男性＝月額 240,870 円、女性＝月額

238,104 円がそれぞれ必要であるという結果が

出ている（いずれも税・社会保険料込み）。

この金額を時給換算する際に、中央最低賃金

表１　東京都最低生計費試算調査（2019 年）若年単身世帯（25 歳の一人暮らし）結果一覧

パート・アルバイトの賃金の実態──東京都パート・アルバイト募集時給調査より見えることhttps://rodosoken.com/
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審議会で用いる労働時間＝月 173.8 時間で除し

た場合には、1,370 ～ 1,529 円になる。ただし、

次の理由からこの金額は控えめな数字であるこ

とに留意しなければならない。月の労働時間＝

173.8 時間とは、盆暮れやゴールデンウイーク

などの長期休みを想定しない“非人間的”な労

働時間である。最賃審議会では仕事と生活のバ

ランスがとれるような労働時間で時給換算すべ

きである。したがって、月の労働時間＝ 150 時

間で換算した金額もみる必要があるだろう。そ

のように換算してみると、約 1,600 円から 1,700

円以上にまでなり、労働運動が掲げている要求

＝最賃 1,500 円がけっして高い目標ではなく、

むしろ控えめな数字であることがわかる。

しかしながら、現時点（2022 年８月）での

東京都における最賃額は 1,041 円であり、生計

費調査で想定する普通の生活からはほど遠い水

準となっている。これは東京都に限ったことで

はなく、全国 47 都道府県どこにおいても最賃

は低すぎるのである。

このように、最賃では普通に生活できないこ

とは生計費調査から明らかになったが、主に労

働組合員を対象とした同調査だけでは労働者の

実態、特に非正規労働者の実態はなかなか把握

できない。以下、東京ではたらく非正規労働者

の賃金のリアルに迫ってみたい。

1　調査の概要

パート・アルバイト募集賃金調査（以下、本

調査）は、東京春闘が 2004 年より連続して実

施しているもので、2021 年度調査は 18 回目と

なる。

調査方法は、主に最低賃金が改定された直後

の 10 月に新聞折り込み求人誌（「アイデム」

「ユメックス」「クリエイト」「タウンワーク」

等）を都内各地域から回収して、パート・アル

バイトの募集時の時給や労働条件をチェックし

図１　東京都１時間当たり所定内給与額階級別労働者数の分布（短時間労働者、2020 年）

資料 : 厚生労働省「賃金構造基本統計調査特別集計」　（注）塗りつぶし部分は、東京都の最低賃金を含む賃金帯。
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パート・アルバイトの賃金の実態──東京都パート・アルバイト募集時給調査より見えること

たものである。なお、勤務時間帯は、居酒屋な

どの飲食店については、17：00 から 24：00 前

後の、それ以外の職種については 9：00 ～ 17：

00 を対象としている。21 年は 3,487 件のデー

タを集めており、これまでの累積データ数は

35,000 件を超えている。

ちなみに、厚生労働省の賃金構造基本統計調

査の特別集計では、短時間労働者の時給 500 円

～ 1,500 円における賃金の分布状況が 10 円き

ざみでその賃金帯に何人いるのかで確認でき

る（図１は 2020 年のデータ）。同年に実施され

た本調査の度数分布（図２）と比較してみる

と、賃金構造基本統計調査では当時の最低賃金

額 1,013 円付近にピークがあるのに対して、本

調査では 1,100 円付近にピークがある。賃金構

造基本統計調査はその時給額ではたらく労働者

数の統計資料であるのに対して、本調査はパー

ト・アルバイトを募集している事業所数の資料

図２　パートアルバイト募集時給調査（2020 年調査）の度数分布

表２　東京都内パート・アルバイト
募集時給および労働条件の変
化（2021 年← 2020 年）

表３　23 区内パート・アルバイト
募集時給および労働条件の変
化（2021 年← 2020 年）

表４　三多摩地域パート・アルバイ
ト募集時給および労働条件の
変化（2021 年← 2020 年）
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であるため、このようなズレが生じる一因とし

て考えられる。

2　2021年調査の結果

東京都内のパート・アルバイトの募集時給

の平均額は 1,161 円で、前年比 10 円アップし

ている。なお、先述したように本調査は事業

所（店舗）が募集しているパート・アルバイト

の時給額等を調査したものであり、実際にはた

らいている労働者の労働条件の調査ではない。

2021 年は最低賃金が 10 月に改訂され 28 円アッ

プしているので、最賃増加額ほどは都内のパー

ト・アルバイトの募集時給の平均額はアップし

ていないことが確認できる（表２参照）。ちな

みに、パート・アルバイトの募集時給の最頻額

や中央額は前年から変化していない。

都内を 23 区内と三多摩地区に分けてみる

と、23 区内の平均額が前年比９円アップで最

頻額や中央値には変化はないのに対して、三多

摩地区では、平均額は前年比で５円アップに止

まっているものの、最頻額は 37 円アップして

おり、最賃の改定幅 28 円を上回っている（表

３および表４参照）。時給の水準は、23 区内の

ほうが平均額 1,161 円を上回っている自治体が

多く、高めの水準となっている（図３参照）。

職種別にみてみると、保健師、看護師、歯科

衛生士などの国家資格が必要な職種や、顧客か

らのクレームに対応しなければならないコール

センターは比較的高い募集時給であるいっぽう

で、ほとんどの職種では最賃２割増以下の水準

に過ぎず、最頻時給額が最賃額 1,041 円である

職種も少なくない。なかでも介護や保育の現場

で働くケア労働者の平均時給額は全職種の平均

と同じ 1,161 円であり、その専門性に見合って

いるとは決して言えない時給額で募集されてい

る（表５参照）。また、前年度から変化をみる

と、多くの職種でパート・アルバイトの募集

図３　自治体ごとの募集時給平均額（2021 年）

（注）横線は、全都平均額 1,161 円のライン
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時給が多少なりともアップしているなか

で、コールセンターや娯楽場等の接客で

ダウンしているのは、コロナ禍による経

営状況の悪化を反映しているためだと考

えられる（表６参照）。

3　パート・アルバイト募集時
給の推移――最低賃金との
関係

パート・アルバイトの募集時給および

労働条件のこの十数年の推移を示した

のが表７である。また、そこからパー

ト・アルバイトの募集時給（平均額、最

頻額、中央値）と最賃との関係をピック

アップして示したのが図４である。

かつては最賃の水準よりもかなり高い

水準であったパート・アルバイトの募集

表５　職種別パート・アルバイト募集時給および労働条件（2021 年）　

表６　職種別パート・アルバイト募集平均の推移（2021 年
← 2020 年）

（注）薬剤師および業務請負業における製造作業は、サンプル数がそれぞれ３と８と少ないため、時給最頻額は記載しない。

パート・アルバイトの賃金の実態──東京都パート・アルバイト募集時給調査より見えることhttps://rodosoken.com/



《特集》コロナ危機による雇用と働き方の変貌と政策・運動の課題②

68

時給は、近年では最賃に接近してきてお

り、最賃２割増の近傍ライン内に収まっ

ている。ちなみに、本誌 No.109 掲載の

拙稿「全国チェーン店時給調査：地域か

ら時給格差なくす取り組みを」は、2016

年から 2017 年にかけて全国チェーン展

開するコンビニや居酒屋、ファストフー

ド店等の９業種、14 チェーン店におけ

るパート・アルバイトの募集時給調査の

結果をまとめたものであるが、多くのコ

ンビニやファストフード、ファミレスな

どは最賃に対して２割増未満であり、と

くにコンビニについては 110％未満が多

く、最賃より１～２円程度上回るだけで

“露骨” に最賃に張り付いている実態を

明らかにした。同様の傾向が 2013 年あ

たりを境にして本調査でもみられ、東京

においても毎年 10 月の最低賃金改定が

パート・アルバイトの時給に大きな影響

をもたらしていることを意味する。

また、地域別にみると、23 区よりも

三多摩地区のほうがより最賃に張り付く

傾向が年々強くなっていることが確認で

きる（図５および図６参照）。さらに、

表７　東京都パート・アルバイトの募集時給および労働条件の推移（2009 年～ 2021 年）

図４　東京都パート・アルバイト募集時給と最賃額の推移

図５　23 区内パート・アルバイト募集時給と最賃額の推移

図６　三多摩地区パート・アルバイト募集時給と最賃額の推移
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労働条件もこの十数年の推移をみてみると、

それほど大きな変化はみられないが、「社会保

険あり」の割合がこの数年に増加傾向がみられ

る。これは 2016 年 10 月より始まった厚生年金

の短時間労働者への適用拡大が影響しているの

かもしれない。

4　コロナ禍がパート・アルバイト
の募集時給にもたらした影響

2020年からの新型コロナウイルス感染症は、

パート・アルバイトの募集時給にどのような影

響をもたらしたのだろうか。表８は、職種別の

募集時給（平均額）について、コロナ禍前後の

2018 年から 2021 年の推移である。最賃２割以

上に位置する職種に大きな変動がなかった一方

で、平均額や最賃１割増に満たない職種数は減

少している。とくにコロナ禍直後の 2020 年に

は、最賃１割～２割増のなかに含まれる職種数

が増えて、最賃にぴったり張り付いている職種

は一旦少なくなったようである。個別のランキ

ングをみると、多くの職種でそれほどランキン

グに変化がなかったなかで、一般事務・医療事

務の時給ランクが上昇する一方で、娯楽場等の

接客業では下降している。コロナ禍によるライ

フスタイルの変化等の影響によるものと考えら

れる。

表８　職種別パート・アルバイト募集平均時給ランクのコロナ禍前後の推移（2018 年→ 2021 年）
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おわりに　パート・アルバイトの募
集時給は適正なのか

冒頭で述べたように、東京地方労働組合評

議会（東京地評）では最低生計費試算調査を

2019 年に実施し、25 歳の若者が普通に一人暮

らしをするために必要な費用をマーケット・バ

スケット方式により算定している。その調査結

果をふまえると、現行の最低賃金額では普通の

生活を実現することは困難という結論となる。

今回のパート・アルバイト募集時給調査で、こ

の水準を満たしているのは、薬剤師や看護師な

ど数職種に過ぎなかった。ほとんどの職種は、

健康で文化的な生活（＝普通の生活）を送るこ

とは難しいのである。

最低賃金法９条２項には、最低賃金の考慮要

素として、労働者の生計費、賃金、事業の賃金

支払能力の３つが挙げられており、なかでも労

働者の生計費は、同条３項において「労働者の

生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康

で文化的な最低限度の生活を営むことができる

よう」とあるように、相当に重視されている。

にもかかわらず、実際に最低賃金額を協議し決

定する場である最低賃金審議会には、労働者の

生計費に関するまともな資料は提供されていな

い。

コロナ禍による生活困窮者の急増は、現在の
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賃金水準では“溜め”がつくれないという事実

を改めてわれわれに認識させることになった。

何故、“溜め”がつくれないのか。それは稼得

した賃金のそのすべてを日々の生活費に費やし

ていては、たとえば家電製品の買い替え、車検

の費用、冠婚葬祭の出費等に対応できないから

である。普通の生活とは、いざという時に備え

て蓄え（貯金）がある状態なのである。もちろ

ん、“溜め”は金銭的なものだけに限定されな

い。誰もが遭遇する人生のピンチの際に、互い

を支え合えるような人間関係も含まれる。しか

しながら、生活するのにカツカツな賃金では、

付き合いや娯楽に費やすことなどできない。コ

ロナ禍のような危機に際しても持続可能な人間

らしい生活を保障するためには、きちんと機能

する最低規制をつくることが重要であり、最低

賃金はその岩盤となるものである。現在、労働

運動や一部の政党が掲げている最低賃金 1,500

円という目標は、われわれに普通の生活を取り

戻す第一歩であることを改めて強調しておきた

い。
（なかざわ　しゅういち・静岡県立大学短期大学部

准教授、労働総研理事）
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労働戦線ＮＯＷ労働戦線ＮＯＷ労働戦線ＮＯＷ労働戦線ＮＯＷ労働戦線ＮＯＷ労働戦線ＮＯＷ

「闘争バージョンアップ」へ全労連大会
――最賃44年ぶり最高改定と水準問題、連合参院選で集票力
　　低下、「国葬」でも連合と全労連で対応の違い

急激な物価高騰と長期にわたる実質賃金の低

下やウクライナ危機と軍拡・改憲策動など「歴

史の岐路」に立っている労働運動の打開へ向け、

全労連は７月の定期大会で「たたかう労働組合

のバージョンアップ」を決定した。組織の拡大

強化も重視している。最賃改定は 44年ぶりに

最高の平均 31円（3.3％）で時給 961円となった。

各地方の目安プラスなどを含め、さらに最低生

計費を踏まえつつ、欧米並みの約 1,500円の水

準実現も大きな課題である。

連合の芳野・清水新体制で初めて取り組まれ

た参院選は野党共闘批判も影響して連合には厳

しい結果となり、集票力の低下も目立つ。安倍

元首相の「国葬」をめぐり、「反対」の全労連と、

「出席」した連合の対応の違いも目立った。

■闘争バージョンアップへ全労連大会

全労連は、コロナ禍で４年ぶりにオンライン

と併用して直接参加の定期大会を７月 27 ～ 29

日に開催した。今後２年間の運動として「たた

かう労働組合のバージョンアップ」を重視し、

春闘再構築など主要闘争をストで闘える強固な

組織をめざしているのが特徴である。

方針では、「３つの要求とたたかいの基調」

と「４つのアプローチ（戦略）」を決定した。「３

つの要求の柱」は、①すべての労働者のゆとり

ある生活の確保へ、賃上げと労働時間短縮、労

青山　悠

働法制の規制緩和をさせない。②地域の「公共」

を住民共同のたたかいで取り戻し、医療、教育、

交通などの「再公営化」の構築。③平和憲法を

生かす政治への転換をはかるなどである。

「４つのアプローチ（戦略）」も決定。具体的

には、①たたかう労働組合のバージョンアップ

として、ストなど高い交渉力で要求実現を迫る

こと。産別、地域、全国など統一闘争への結集

で企業別労働組合の限界克服。②格差是正へ非

正規差別、ジェンダー平等の実現をすべての運

動に位置づける。③ 100万人組合員に依拠した

組織強化・拡大へ学習教育体制の強化。情報発

信・SNS などによる可視化。④要求実現が可能

な政治への転換をはかるなどである。

個別課題では、「全国一律最低賃金アクショ

ンプラン 2024」を決めたほか、雇用では業務委

託・請負契約を許さず、労働者性判断の拡大と

フリーランスの保護などを提起している。

あいさつした小畑雅子議長は、労働組合の存

在意義が問われる激動のもとでの大会に触れ、

「新自由主義経済政策による貧困と格差、差別

解消への公正な社会の実現へ、たたかう労働組

合のバージョンアップ」を強調。参議院選後の

改憲を許さない職場、地域からの大きな共闘の

土台をつくろうと呼びかけた。また安倍元首相

の美化礼賛・改憲につながる国葬の中止を求め

ると表明した。
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「闘争バージョンアップ」へ全労連大会

■コロナ禍で組合効果発揮のたたかい

大会では 62人（他文書提出２人）が発言し、

コロナ禍での組合効果を発揮した報告が目立っ

た。「保育関係で３万円の賃上げを実現」（建交

労）、「ケア労働者の賃上げアクションで平均ベ

ア 8,500円を獲得」（福祉保育労）、｢81支部・

分会の春闘ストで20年来の賃上げ水準を獲得。

NTT のジョブ型人事は問題だ｣（JMITU）、「厳

しい環境でも産別統一闘争を重視」（医労連）、

「最賃引き上げへ中小支援提言の補強を」（富

山）、「公教育など再公共を重視」（（全教）、「憲

法大闘争を展開する」（自治労連）などの報告

が相次いだ。

大会では新役員を選出。記者会見で小畑議長

は「ナショナルセンターで２期目の女性トップ

リーダーは初めて。ジェンダー平等の拡充や憲

法を暮らしに生かす運動を展開したい」と抱負。

黒澤幸一事務局長は「物価高の 23春闘で職場と

社会的な運動を結合させて闘う」と述べ、「国

葬反対で全国的な行動を展開する」と強調した。

争議団紹介では 16組織（20争議 ･28人）のう

ち、結成２年を迎え、解雇解決へ都労委で係争

中の JAL 被解雇者労働組合（JHU）も初めて拍

手で紹介された。全労連は 8月 1日、JAL 争議

に関する黒澤事務局長談話を発表した。骨子は、

JFU、CCU の争議終結の判断を尊重する。な

お両労組に属さない被解雇者の仲間のたたかい

は継続中であり、全労連はすべての争議解決を

めざして、引き続き支援を表明するとしている。

■組織拡大強化と150万全労連実現へ

全労連は闘争のバージョンアップと連動さ

せ、「すべての活動に組織拡大強化を」などの

方針を決めた。「組織強化拡大４カ年計画（20

～ 24年）」では 150万全労連（現在 95.1万人）を

掲げている。これまで毎年 10万人前後を拡大

しているが、純増には至っていなく、その打開

へ年間 15万人の拡大をめざしている。

拡大では、「要求実現と組織拡大の好循環」

をつくり出すとして、「対話」による全員参加

の運動やローカルセンターの重視も提起した。

運動では「産別と地方、地域一体」で地域ケア

ユニオン、タクシードライバー、保育士、個人

請負の軽貨物運転手などで組合を結成してい

る。「組合員が組合員を増やす実践」をめざし

たトレーニングなどの策定も検討している。

大会討論では組織拡大で多くの発言が出され

た。「保育分野で福祉保育労と県労連、地域の

３労組で組織を拡大」（石川）、「組織拡大へ総

対話を」（神奈川）、「産別として 40人の純増。

雇用によらない働き方の改善を」（映演労連）

なども報告された。９月には全労連として「組

織強化拡大交流集会」も開催している。

黒澤事務局長はアメリカのレイバーノーツの

７月大会に参加。「いま欲しいのは組合だ」と

組合員が当事者となり「対話」で活動家をつく

り、課題（要求）実現のコミュニティ・オーガ

ナイジングの成功例も紹介している。

■物価高騰へ、秋から賃上げアクション

物価高騰の 23春闘を展望して全労連などは

７月～ 12月末まで、低賃金と物価高騰から生活

を守るため、「もう黙っていられない　賃金上

げろ！全国アクション」を展開している。

闘争課題は「三つの賃上げ闘争」として、公

務員の大幅賃上げをめざす人勧闘争、全国一律

最低賃金 1500円の実現、年末一時金を設定。雇

用を守り、働くルールの確立、医療など社会保

障の拡充、消費税５％への減税、年金引き上げ
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の社会的運動も地域総行動で展開する方針だ。

秋のアクションでは、社長宛に ｢23春闘で賃

金大幅引き上げを求める臨時要求書｣ を提出し、

回答を求める運動も提起。黒澤事務局長は「物

価高騰で迎える 23春闘で、例年に毛の生えたぐ

らいの賃上げしかできなければ労働組合の存在

意義が問われる。夏から秋にかけて大波をつく

らなければならない」と強調。闘争のバージョ

ンアップへ向け官民で労働基本権シンポなども

行っている。

かつて総評は 73年の狂乱インフレ下で「第２

春闘」を展開して、インフレ手当を獲得した。

74春闘では野党を含む反インフレ共闘で大集会

やデモ、ストを背景に賃上げ 32.9％、約３万円

の賃上げを実現。新組合結成と組合員増加、組

織率向上など労働運動も前進を見せた。

全労連などが物価高騰の 23春闘で大幅賃上

げと野党・諸階層を含む国民的な物価抑制運動

を構築し、国民春闘として共同できるかが問わ

れている。

■連合は23春闘で「実質賃金低下の反転」

連合は、物価上昇の局面で迎える 23春闘につ

いて、「継続的な賃上げにより、実質賃金の長

期低下傾向を反転させることをめざす」として

いる。この８年間、連合の要求はベア２％（定

昇込み４％）であり、物価高騰の 23春闘で生活

向上へ向けた水準の引き上げが焦点となる。

自動車、電機などの金属労協は９月の大会で

「成果の公正配分」「物価上昇に対応した実質賃

金の引き上げ」を提起した。JAM の安河内会長

は８月の定期大会あいさつで、「物価が上がれ

ば、賃金が上がるのは常識だ」と述べ、中小の

賃上げへ付加価値の転換を強調した。一方、電

機の神保委員長は「物価にとらわれ過ぎないこ

と」と表明。UA ゼンセンの松浦会長は「長期

にわたる日本の実質賃金停滞と、物価上昇に対

して粛々と物価上昇分を踏まえた賃上げ要求を

基本」と提起。記者会見で「賃金低下のベクト

ルを変える分岐点であり、チャンスの春闘にし

なければならない」と語っている。

■最賃44年ぶりの最高改定だが、低水準

22年度の地域最賃改定は難航審議の末、全国

加重平均で 31円（3.3％）の引き上げ目安が示さ

れ、各地方では目安プラス１～３円の健闘が目

立っている。一方、物価上昇から改定水準は不

十分とされ、欧米並みの水準引き上げも検討課

題とされている。

改定目安は昨年の 28円を３円上回り、現行の

930円を 961円に引き上げ、制度開始 44年以降

では最高額となる。地方ランク別では、東京な

どＡ・Ｂランク 17府県を 31円増、北海道などＣ・

Ｄランク 20道県を 30円増とした。

各都道府県では目安上積みなど健闘が目立

つ。47都道府県うち 22道県（昨年７県）が目安

額を１～３円上積みさせている。地域間格差も

当初目安の１円拡大から、２円縮小に逆転させ

た。とりわけ奮闘しているのが、低額地域のＤ

ランクで、16県のうち 15県が上積みを実現し

ている。全国最下位 820円の高知、沖縄は３円

上積みの 33円増とした。最低も昨年の高知、沖

縄の 820円の２県から今回は青森、愛媛、鹿児

島など 10県が 853円の同額となっている。

改定の結果、地域間格差は最高の東京の 1,072

円と最低の高知、沖縄などの 853円となり、昨

年の 221円から 219円へと２円縮小されること

になった。

しかし改定額は、政府が最賃水準を 2020年ま

でに全国平均 1,000円以上とすることには程遠
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い 961円である。今回の改定でも 1,000円以上

は３都府県だけであり、40府県が 916円以下に

とどまっている。最低生計費調査の 1,500円に

も程遠い水準である。

欧米ではイギリスが４月から最賃を約 1,530

円に引き上げ、フランスは５月から約 1,460円

に引き上げた。アメリカのカリフォルニアや

ニューヨークの各州は 15 ドル（1,662円）に到

達し、多くの州、市も引き上げを計画している。

現在、最賃影響率は 16.2％となり、働く人の

６人に１人の賃金引き上げとなり、最賃水準は

所定内賃金の 44.5％である。EU（欧州連合）

は国ごとに所得の中央値の 60％を基準にしてい

る。日本の最賃は先進国より低い水準であり、

欧米並みの所得基準の 60％水準も参考とすべき

だろう。

最賃引き上げでは、中小支援策で具体的な政

府要請が広がっているのが特徴ある。岩手の「賃

上げ分を補填するような新たな助成金の創設」

をはじめ、兵庫の「社会保険料・税の負担軽減策」

や滋賀、京都などでも中小支援策の充実を求め

ている。

■参院選、「得票数最低」に危機感

連合は厳しい結果となった参院選のまとめを

９月 15日に発表し、集票力の低下に危機感を示

した。芳野会長・清水事務局長の新体制で初め

て取り組まれた選挙である。

連合は選挙区で 46人の候補を推薦し、当選は

14人にとどまった。とりわけ１人区 32 のうち、

連合は 25区で推薦しながら、当選は３人の厳し

い結果だ（16年、19年は１人に絞り、当選は 11

人、10人）。「神津前会長は野党乱立で与党自

民に漁夫の利を与えてはならないと強調してい

た。どう総括するのか」との記者質問も出された。

比例の産別組織内候補は９人中８人が当選

し、有力産別の電機連合候補の現職が落選した。

大きな特徴は産別の集票力低下と政党で当落が

分かれたことである。政党では、立憲民主が擁

立した連合の組織内候補５人は全員当選した。

当選順位では、自治労は前回より 1.4万人増の

17.2万票だが、組合員比の集票率では 22.8％に

とどまる。日教組は 14.4万票（68.1％）、JP 労

組 12.7万票（54.7％）、基幹労連・JAM12.5万票

（20.2％）、情報労連 11.2万票（57.9％）である。

国民民主の産別組織内候補は４人中３人が当

選し、１人が落選した。電力総連は組合員数を

3.9万人上回る 23.9万票（119.5％）。自動車総連

は 23.5万 票（29.4％）、UA ゼ ン セ ン 21.2万 票

（11.5％）である。落選した電機連合候補は 16

万票（28.5％）で、前回より 3.3万票を減少させ

ている。

連合の集票力も低下。組織内候補全体では、

19年は 181.6万票（10人）の 26％だが、今回は

152.6万票（９人）の 21.6％で 29万票も減少。

連合と産別、単組の組織力が問われ、「運動の

危機」との声も聞かれる。（表）

連合の参院選まとめでは、得票数が過去最低

となり、「深刻に受け止める必要がある」と指摘。

「野党間の争い」や「政権交代の機運が低下し、

与党を応援した方がよいという組合員の意見も

あるという」などをあげている。

会見では「与党応援」について、「連合の政府

与党との政策参加も影響してないか」との質問

も出された。清水事務局長は「政治アンケート

で組合員の声などを調査している」と述べ、芳

野会長は「向こう 1年間で新しい運動を考えた

い」と語った。

「闘争バージョンアップ」へ全労連大会https://rodosoken.com/
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■麻生副総裁が語る自民勝因

選挙結果を左右した 32 の一人区では前回、

前々回とも全選挙区で、立憲、国民、共産、社民

など野党共闘で候補を一本化した。今回は 11

区に減少し、当選も４区に激減。現職も４人が

落選し、立憲と国民候補は３区で競合し共倒れ

になった。

一方、自民は 28区で圧勝し、麻生副総裁は「野

党が分裂または乱立したことが勝因」と述べて

いる。自民党の茂木幹事長も「野党共闘なら 10

敗ありえた」と語っている。

野党共闘について芳野会長は、就任以降、「立

憲と共産との共闘は容認できない」と表明。こ

れまで共産を含む野党の選挙協力を容認してき

た連合方針をほごにする発言を繰り返した。野

党共闘批判は野党分断となり、自民を利するこ

とになっている。

■問われる自民への接近

連合と自民党との関係も問われている。就任

後、芳野会長ら連合トップは、自民党幹部など

と懇談・会食を重ねている。

自民党は３月の党大会で 22年度運動方針と

して、「連合並びに友好的な労働組合との政策

懇談を積極的に進める」と連合を明記。自民党

の小渕組織運動本部長と芳野会長は２月にも密

に会っていたと報じられた。

また連合春闘ヤマ場で集中回答日の３月 16

日夜には自民党の麻生副総裁とホテルで会食。

麻生氏は連合に対して、選挙では「政党単位で

なく、候補者ごとの支援」を持ちかけたことを

公表。野党支援の分断といえよう。

与党自民党との関係についても芳野会長は

「これまで通り、共産党を除く主要政党に政策

要請を進めていく」と発言。政労会見や政労使

会議など政策参加に期待を表明している。

一方、野党との関係では、芳野会長は岡田幹

事長ら立憲人事に「懸念」を表明し、早くも共

産を含む野党共闘をけん制している。

表　連合産別の集票力（参院選）

注）※ JAM・基幹労連で国民民主から擁立
連合の参院選産別組織内候補得票総数
22 年　152 万 5,800 票（9 人）　21.6％
19 年　181 万　557 票（10 人） 26.0％
16 年　211 万　279 票（9 人）　30.8％

（16 年は民進党。�印は落選）
集票率は得票数に対する組合員数の比率
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連合結成 33年。これまで「反自民・非共産」

を政策軸としてきた連合が、「反自民」を後退

させ、「非反共」だけの言動が目立っている。

自民に代わる政権交代へ野党再編の起爆剤を掲

げて結成した連合。野党共闘否定や自民接近は

自民を利するだけでなく、自公など与党側に与

するのかどうか、大きな歴史的な転換点に立ち、

動向が注目される。

■全労連、市民連合は草の根から共同拡大

全労連は参院選結果を受けて７月に「改憲阻

止、物価高騰からくらしと雇用を守るたたかい

を強化しよう」とする談話を発表した。

骨子は、自民党、公明、維新、国民を合わせた

改憲勢力は３分の２を超えたが、改憲など自公

政権の政策の一つひとつが信任されたわけでは

ないと指摘。軍拡や改憲反対へ引き続き奮闘す

るとしている。

市民連合も声明を発表し、候補者一本化の 11

区でも勝利できたのは青森、長野、沖縄の３県

に終わり、野党共闘の不発が選挙結果に結びつ

いたことは明らかと指摘。立憲野党各党には本

格的な共闘への取り組みをまず国会で一刻も早

く再開することを呼びかけた。９条の会も「草

の根から憲法を守り、生かす共同」を呼びかけ

ている。

■「国葬」で連合は談話出さず

安倍元首相の礼賛弔意となる国葬は、国民の

６割超が反対する中で９月27日に強行された。

連合の芳野会長は、岸田政権が閣議決定した

安倍元首相の国葬について、早々と連合として

の談話は発表しないと７月 22日の会見で述べ

た。記者から談話を出さない理由を問われた芳

野会長は、「弔意を示すが、国葬については国

民の間に様々な意見があり、連合の組合員のな

かにも様々な意見がある。政府は国会で説明責

任を果たしてほしい」と表明した。

記者会見では、「国葬について連合は宙ぶら

りん、どっちつかずということか」「連合は古

賀会長・神津事務局長の時、戦争法・安保法制

反対で国会包囲を含む大きな反対行動を展開し

てしている。その事実をどう評価するのか。連

合運動の歴史にもかかわることにならないか」

「国の葬式となると、信教の自由の憲法問題に

もなる。国葬は国民的問題であり、最大のナショ

ナルセンターとして（オピニオンが）問われる

のではないか」との質問もだされた。芳野会長

は「意見として聞いておく」にとどまった。

産別では、自治労の川本委員長が８月 30日の

定期大会あいさつで、「国葬の強行は国会軽視

の一方的な閣議決定で極めて問題だ。国民の反

対は大きい。弔意を強いることは憲法に保障さ

れた思想・信条の自由を侵害するもので、断じ

て認められない」と強調した

日教組の瀧本司委員長も９月 13日の中央委

員会あいさつで「内閣・自民党葬で十分といえ

る」と述べ、政府の国葬を批判。全国ユニオン

の鈴木剛会長は７月 23日の定期大会で「誰か特

定の一人が尊い命なんてない。国葬には断固反

対する」と表明している。

自治労、日教組、私鉄なども参加している平

和フォーラムは７月 20日、事務局長見解で法的

根拠のない国葬を閣議決定で行うことは問題で

あり「民主主義を揺るがす安倍晋三元首相の国

葬に反対する」と表明している。

■会長の国葬出席に連合組合から批判も

連合内で異論がありながら、芳野会長は９月

15日の記者会見で、９月 27日の国葬に出席す

「闘争バージョンアップ」へ全労連大会https://rodosoken.com/
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ると表明した。国葬については「反対が賛成を

上回っている」「決定プロセス過程や法的根拠

に問題があり、政府に説明を求める」「国葬と

安倍政権の評価は分けて考える」と表明した。

一方、出席の理由としては「外国から多くの

来賓が来るなかで、労働者の代表が参加してい

ないとどうみられるか」「政労使協議は国際基

準であり、構成組織にはいろいろな考え方があ

るが、ナショナルセンター連合としての役割を

果たすため、労働者を代表して弔意を示す必要

があると考え、苦渋の決断だが、連合会長とし

て出席せざるを得ないと判断し、理解をえた」

と述べた。連合の支援政党では、立憲民主の幹

部は参加せず、一方、国民は参加した。

連合会長の国葬出席について、三役会や中執

会議では「欠席すべきだ」「組合員にネガティ

ブな影響を与える」「強い懸念と大きな疑問が

ある」などの意見が出されたという。全国ユニ

オンは９月 19日、「反対」声明を発表した。

記者会見では「政労使関係から出席せざるを

得ないとしているが、ドイツなど欧州では政労

使参加体制でも労組は政府の政策に反対するデ

モも行っている。国民の多くの反対の声に背を

向けてまでの出席でなく、別の対応（国葬に参

加しない）をしても、政労使関係は維持できる

のではないか」「国民の過半数が反対している

なかで、連合以外の市民から理解されるのか」

などの質問も出された。

「労働者の代表」についても、全労連、全労協

は国葬反対であり、中立組合もあり、実態とは

言えない。「国葬と安倍政権の評価は分ける」

と言っても、岸田首相は国葬の理由の一つとし

て「安倍政権の業績」をあげている。

外国からの参列者も減少。安倍元首相は「反

共・反社会的集団」の統一協会と癒着していた

とされ、国葬との関係でも極めて問題とされて

いた。

岸田政権の支持率が 29％と急落するなかで、

閣議の決定だけで、違憲とされる国葬への参加

は、政権に忖度し、結果として、政権与党に与

する言動にならないかどうか。連合は歴史的な

曲がり角に立っているともいえよう。

■全労連など「国葬・岸田政権ノー」で共同

全労連は国葬反対を掲げ、安倍政権の働く

ルール破壊や戦争法、桜を見る会など国政の私

物化を批判し、憲法 19条の「思想信条の自由」

に反するものであり断じて認められないと表明

した。

総がかり行動など全国 45団体とともに８月

９日、「安倍元首相の『国葬』に反対する実行委

員会」を結成し、８月 31日の国会正門前大行動

には「違憲の国葬反対」など掲げて 4,000人が

参加。戦争法７年目の９月 19日には東京・代々

木公園に 1万 3,000人が参加した。９月 27日に

は国葬の行われた同時刻午後２時から全労協、

平和フォーラム、市民、野党などと共同して国

会正門前に１万 5,000人が参加し、「国民の声を

聞け！」「岸田政権ノー」を掲げて大行動を展

開した。

学者や作家など著名人 17氏が８月 22日に呼

びかけた「国葬」中止を求めるアピールと賛同

署名は４団体で短期間に約 45万人を超えてい

る。安倍悪政を継承する「岸田政権ノー」を掲げ、

改めて改憲・大軍拡阻止、暮らし、福祉充実へ

草の根からの共同拡大が求められている。
（あおやま　ゆう・ジャーナリスト）
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次号予告（No.125　2022 年秋季号）

【特集】新型コロナ禍・日本型グローバリゼーションと
中小企業

□総論：中小企業の存立危機と雇用・労働条件の悪化を生み出す
　　　　日本型グローバリゼーション（吉田敬一）
□各論：
　　　・中小企業支援に関する全労連の政策提言
　　　・2022 年最賃と中小企業
　　　・海外事例（ドイツ、韓国）
　　　・下請二法の新局面
　　　・景況調査から見た中小企業経営の現状
　　　・単産からの報告（新型コロナ禍に直面する中小企業労働者の
　　　　実態と運動）
　　　・業者・政党の立場から

　　　12月上旬発行予定

■本号の特集は、コロナ禍における雇用と働き方の変貌と政策・運動の課題につ
いて、労働総研・雇用問題研究会の研究成果を取りまとめた後編である（前編は
No.122 に掲載）。

■コロナ禍により、これまで限定的であった個人事業主（フリーランス）のような働き方・働かせ方
が広がりをみせている。その背後にあるのは、伍賀論文で述べられているように雇用労働者の労働環
境の悪化である。低賃金やハラスメントが横行するストレスフルな職場が蔓延した結果、雇用されて
働くことへの忌避を高め、雇用によらない働き方の選択を促進させている。けっして一部の問題では
ないことを肝に銘じておかねばならない。
■特集以外でも、「たたかう労働組合のバージョンアップ」を決定し、組織拡大強化や 150 万全労連
などの目標を掲げた全労連大会、過去最高となった最賃の目安額、連合にとって厳しい結果となった
参院選、国葬をめぐる連合と全労連の対応等の解説を掲載している。ご一読の上、是非感想をお寄せ
いただきたい。（S.N.）
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